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予算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２７年３月４日 水曜日 午後２時００分開会 

委員長 遠 藤 敏 信     副委員長 石 川 正 志 

 

 出 席 委 員（１８名）  

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   石  川  正  志  委員     ４番   佐  藤  義  一  委員 

  ５番   奥  山  省  三  委員     ６番   沼  澤  恵  一  委員 

  ７番   髙  橋  富 美 子  委員     ８番   佐  藤  卓  也  委員 

  ９番   小  嶋  冨  弥  委員    １０番   清  水  清  秋  委員 

 １１番   小  関     淳  委員    １２番   遠  藤  敏  信  委員 

 １３番   下  山  准  一  委員    １４番   平  向  岩  雄  委員 

 １５番   小  野  周  一  委員    １６番   新  田  道  尋  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

山口吉靜臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき予算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、山口吉靜が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  これより予算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

山口吉靜臨時委員長 これより委員会条例第９条

第２項の規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選による

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に遠藤敏信委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました遠藤敏信委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、遠藤敏信委員が委員長に当選されました。 

  御協力ありがとうございました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後２時０２分 休憩 

     午後２時０３分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま予算特別委員長に当選いたしました

遠藤敏信でございます。皆様の御協力をよろし

くお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

遠藤敏信委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選する

こととし、委員長において指名いたしたいと思

います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に石川正志委員を御指名いたします。 

  ただいま指名いたしました石川正志委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました石川正志委員が副委

員長に指名当選されました。 

  石川正志副委員長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

散      会 
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遠藤敏信委員長 それでは、３月11日水曜日午前

10時より予算特別委員会を本会議場において開

催いたしますので、御参集をお願いいたします。 

  本日は以上で散会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

     午後２時０８分 散会 
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予算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２７年３月１１日 水曜日 午前１０時００分開議 

委員長 遠 藤 敏 信     副委員長 石 川 正 志 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   石  川  正  志  委員     ４番   佐  藤  義  一  委員 

  ５番   奥  山  省  三  委員     ６番   沼  澤  恵  一  委員 

  ７番   髙  橋  富 美 子  委員     ８番   佐  藤  卓  也  委員 

  ９番   小  嶋  冨  弥  委員    １０番   清  水  清  秋  委員 

 １１番   小  関     淳  委員    １２番   遠  藤  敏  信  委員 

 １３番   下  山  准  一  委員    １４番   平  向  岩  雄  委員 

 １５番   小  野  周  一  委員    １６番   新  田  道  尋  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 主 査 白 谷 美津留 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第２６号平成２７年度新庄市一般会計予算 
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開      議 

 

 

遠藤敏信委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  なお、監査委員事務局長佐藤正寿君が13日ま

で欠席のため事務主査白谷美津留さんが出席し

ますので、御了承願います。 

  これより、予算特別委員会を開きます。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第26号平成27年度新庄市一般会計予算から議案

第34号平成27年度新庄市水道事業会計予算まで

の９件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関しての主な留意点を申し上げます。 

  予算特別委員会は３日間にわたり開催されま

すが、本日とあす12日木曜日の審査につきまし

ては、午後４時ころをめどに進めてまいりたい

と思っております。 

  質疑につきましては、一般会計は歳入と歳出

を分けて行います。また、特別会計及び水道事

業会計は歳入歳出を一括して行います。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。 

  質問は、最初に必ずページ数、款項目、事業

名などを具体的に示してから質問されるようお

願いします。 

  また、会議規則第116条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、た

だいまから審査に入ります。 

 

 

議案第２６号平成２７年度新庄市

一般会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 初めに、議案第26号平成27年度

新庄市一般会計予算を議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を含め

歳入と歳出それぞれ１人30分以内といたします。 

  それでは、質疑に入ります。一般会計の歳入

について質疑ありませんか。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） おはようございます。 

  それでは一般会計歳入の部分で質問させてい

ただきます。質問はおおむね２点でございます。 

  予算書16ページ、12分担金及び負担金の中の

第１項負担金の民生費負担金の中の保育所入所

負担金。それから予算書26ページ、17款寄附第

１項寄附金のうち、ふるさと納税。 

  初めに、ふるさと納税のことをお尋ねいたし

ます。常任委員会として所管している原課に委

員長が質問するという若干抵抗がございますが、

よろしくお願いいたします。 

  予算書を拝見いたしますと、予算で2,000万

円。これ２億円の間違いじゃないですか。 

  ここはこのふるさと納税ということで新庄市

の基本的なスタンスは財源確保というところに

観点を置いていないということはこれまで各同

僚議員が質問してきたことに対する答弁で、私

もそこは理解したいなと。 

  ただし、一方で今年度の９月定例会における

決算審議の場で、同僚議員の佐藤義一議員が私

ども絆の会の行政視察というところで平戸市に

おけるふるさと納税はどういうものであったか

ということをもとに質問されたということは、

まだ記憶に新しいところでございますが、一方

でふるさと納税というのは物産振興、あるいは
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地元の情報発信であるという捉え方をすると、

私はこの部分でもう少し強気な予算編成をした

ほうがよかったのではないかなという気がいた

します。 

  今年度途中から、原課におかれましては人員

を１人確保する、今年度の当初予算の中でも歳

出では委託料を含め日々雇用という形の職員増

ということで一つの前向きな姿勢はうかがえる

んですけれども、その辺のところ原課としては

どういう受けとめでいらっしゃるのかお伺いい

たします。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

遠藤敏信委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 歳入予算の計上を少し消

極的ではないかという御質問だと思いますけれ

ども、少し時間をいただきたいと、平成27年度

私たちのほうで今言われたような形で戦略的に

この制度を活用してきている部分があって、知

名度あるいは特産品、あるいは新庄という資源

というものを広げていきたい、ファンをつくっ

て交流拡大に結びつけていきたいというところ

があったわけですが、今言われたように財源を

確保するということなどを含めて収入をふやし

ていきたいという流れが大きく出てきている中

で、ネットショッピング化してきていることは

間違いないわけですが、それに乗じて物産を新

たに開発する意識なども育てながら今あるもの

をパッケージ化するとかあるいはブラッシュア

ップして出していくこともできるのではないか

ということで、その振興策につながるような方

向性も入れなきゃいけないんじゃないかという

ことも、少し寄附金が上がってきている、２年

ほど前から考え始めておりまして、昨年の秋に

は決断しまして、手続上簡素化を図ろうという

ことでそのような方々を対象として入り口とし

て確保しやすいようにということでカード決済

の代行契約などの契約を４月１日からできるよ

うに準備を進めてきました。 

  あとはポータルサイトにもう既に試験で店を

張っておりますけれども、その運用についても

４月１日から本格化したいと。 

  そのような流れを見ながら、もう一つは地方

創生の中で国では今国会で提出しておる制度の

拡充部分が大きな柱として見積もられますので、

その成立と中身を待って改善する方向も出てま

いりますので、この１年間その流れの中で見き

わめながらもう少し欲張って増額補正のできる

ような形を考えていきたいなと思っています。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） 今課長もおっしゃいま

したけれども、手続上の部分でクレジット決済、

恐らくネット上でできるという仕組みを来年度

取り組まれるという、これは非常に大きな一歩

です。 

  物産振興に関して１年かける。私はできれば

６月とか９月の補正の段階で修正していってい

ただきたいなという思いがございます。 

  物産振興という観点で農林課と商工課に伺い

ますが、今期定例会における一般質問の中でも

農業の６次化というところの中でふるさと納税

に関して言えばほぼ大多数の方が米と牛肉とい

うところでございますが、新庄市の農業の生産

額、米価の下落に伴って恐らく半分近くまで下

落しているのではないかなと推察されますが、

新庄市における農業の産出額の経緯、どうなっ

ているのかお伺いいたします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 おはようございます。一時米

価が約１俵２万円した当時は幻の時代みたいな

ときがありましたが、あのころは農業総生産額

約120億円ぐらいあったかなと思います。去年

ぐらいまでの総生産額ですと米、畜産、野菜、

花卉、菌茸等合計して約60億円ぐらいと捉えて

おります。いわゆる全盛期と比べれば約半額の
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産出額になってしまっているんでないかなと感

じているところでございます。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） これまでの今期定例会

における一般質問の答弁の中でも、６次化とい

うところで新しい部分の農業を元気にするとい

う取り組みは積極的にやると。ただし、大きな

問題が販売あるいは宣伝販売という出口の問題

という答弁をいただきました。そこでふるさと

納税という一つの事業を活用して地場産品のこ

れから開発される部分を含めて、ふるさと納税

の一つの機能を活用することによって宣伝並び

に試作品の販売であるとか、そういった部分は

私は非常に有効な手段の一つであると認識して

ございますが、農林課長、その辺お考えいかが

ですか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 やはり、全国津々浦々６次産

業化については相当しのぎを削りながらいろい

ろ取り組みなさってございます。出口の部分で

活用ということで１つはふるさと納税のふるさ

と産品の返礼品という形では非常に有効な手段

ではないかなと思います。 

  当時、私は一時はふるさと納税の担当をして

いたときがありまして、そのころは米ぐらいし

かなかったんですね。そのときにこれじゃ寂し

いなということで山形牛を取り入れたり、地元

の野菜であったり加工品であったりということ

で少しお返しのギフト的な、手づくりですけれ

ども、パンフレットつくりながらやったら急に

米と牛肉について非常に伸びを見てきたという

ことがありまして、やはり今総合政策課長のお

話がありましたようにネットショッピング的な

要素も十分にあります。 

  その辺を見据えながら、その方々の目にとま

るようなブラッシュアップをこれから農産加工

品にかけて、産品のお礼品の一つとしても捉え

られるような磨きをかけていきたいと思います。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） 農林課におかれまして

は、既に今課長答弁にもございましたように新

庄市は何もないというスタンスを切りかえまし

て今あるものに光を当てているという作業はも

う始まっているという認識で思いますので、各

課連携のもとよろしくお願いしたいなと。 

  商工観光課長にお伺いしますが、新庄市の市

長の一番大きな政策の一つであります交流人口

の拡大というところで、今年度も都市と農村の

交流の場所でありますとか新庄まつりへの誘客

という観点でいきますと、恐らくこれはことし

１月８日のふるさと納税に関する寄附の状況と

いうところの資料でございます。返礼品として

は主に農産品と物品、東山亀綾織とありますが、

例えばこういったものの商品ではなくて新庄ま

つりの山車製作が８月中旬から始まります。 

  そういったとき、市長の所信表明の中でも出

てまいりましたが、青山学院大学の学生さんが

いらっしゃったりあるいは新庄を訪れる方、例

えば先ほど申し上げた都市と農村の交流という

ところで寄附額が一番多いところが１万円の寄

附額というところで捉えると、返礼品の価格が

5,000円であると、5,000円分の、例えば東京か

ら来ていただいた方が新庄市で5,000円分の農

家民泊であるとかそういった体験型の商品を開

発するという意向はないのか、お伺いします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 商工観光課といたしま

しても、農産品を含めた物産の振興ということ

で鋭意努力しているところでございまして、産

直とかあるいはネットショップとかいろいろな

交流消費者とマッチングできるようなところを

考えているところでございます。新たにお土産
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品を開発しようということで、緊急雇用の方を

活用したり雇用創造事業を活用したり、物産協

会あたりとも相談しながらいろいろ工夫してお

りまして商品化されているものもございます。 

  御指摘がありましたように、農産物以外でも

祭りとか名産品に、地域に特化したものという

ことで御指摘でございましたけれども、具体的

に今頭に浮かぶものというのはすぐには出ない

わけでございますけれども、例えばお菓子とか

そういったものも含めて検討してまいりたいと

思います。 

  うちの所管で申しますと、中核工業団地に食

鳥の処理工場ができまして、そちらでも加工品

をつくってふるさと納税の返礼品にしたいとい

う動きもございますので、そういったものも考

えながらやっていきたいと思っております。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） 次の問題は市長にでき

れば御答弁いただきたいのですが、ふるさと納

税を所管する課が総合政策課であると。総合政

策課は平成27年度からこれまでも定住自立圏構

想あるいはこの前急にふるさと創生という流れ

で、まち・ひと・しごと創生法の説明を承って

まいりましたが、27年、28年、恐らく二、三年

はそちらのほうが非常にウエートが大きくなる。

さらに、先ほど課長答弁でもございましたが、

１年かけてふるさと納税の部分を拡充していく

という中で、非常に今の段階で大きな問題、定

住自立圏構想の考えのもとにこれからよその７

町村と協議を開始し、協定をつくらなければい

けない。そういった中で、さらに今の人員の体

制の中でふるさと納税に対して大きな役割を果

たしていくのが、ちょっと過労死につながるん

でないかなと。 

  そこで事務事業、先ほどのクレジット決済と

インターネット上の取引でありますとか返礼品

の商品の開発、あるいはそういったものをどう

やって産業振興と結びつけていくのかというこ

とはふるさと納税の増ということがありますが、

ある程度ここは民間への作業委託的なものを含

めていって民間の活力を活用するという方向で

いかないと無理があるのではないかと思います

が、その辺のところどうお思いですか。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

遠藤敏信委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 まさにその部分の総合的

な差配部分はうちの課から出発する部分だろう

と思います。このたび、４月からポータルサイ

ト本格参画、あとはクレジットカード決済の代

行等かかわってきますと、その金額は出ますけ

れども、今の人員から見れば省力化としては今

の陣容からすれば１人掛ける２割が減じること

はできるかなと見込んでおります。 

  今、さまざまと業務を言っていただきました

が、その辺のところは総合的にオールトータル

の中でそれは人員配置の問題になってまいりま

すが、効率性を考えた場合の業務の進め方とし

て例えばふるさと納税のことを申し上げれば、

商工、農林、２課長のお答えにもありましたが、

その中で一つ総合政策としてスタートラインと

して手続上は同じラインに立っていくというこ

とになっていきますので、しまいにはこの制度

がどのような形で生きてくるかというのは品ぞ

ろえにかかってくるんだろうと思います。 

  まさに、６次産品の開発も含めて産業振興に

も結びつくという観点から、今は総合政策と商

工、農林、３課で品ぞろえについて検討してお

りまして、今17品目あるお礼品を47品目あたり

まで４月あるいは上半期の中でふやしていく段

取りをつける。この３課で連携をしておりまし

て、さらに総務の広報の協力を得まして、ポー

タルサイトに張っていく写真も訴えるものの力

を見せられるような写真を持っていきたいとい

う体制で、横の課の中の連携をもっと進めてい

るところで、これはひとつ御承知おき願いたい
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なと思うところです。 

  今後は物産振興も兼ね合いがあって、お話し

させてもらうとすれば、例えば寄附金のうち半

分を返礼品となるのであるとすれば、例えばさ

っき議員が言われた２億円と１桁違うんじゃな

いかと、２億円の寄附金があれば１億円の売り

上げを返礼品としてこの地域から出していける

わけですので、生産のグループ、組合、販売関

係者を集めた形の中でその政策の中から、農林、

商工の２課にかかわる分野になろうかと思いま

すけれども、各団体等に依頼をしながらふるさ

と納税についてのかかわり方、これを協議する

ことから少し発展していく形、それが６次産業

の意識強化にもつながっていくことも考えられ

ますし、振興面ではそのようなことも考えてお

ります。 

  事業的なものと少し外れますが、横の連携も

つなぎながらいきたいと思っております。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） わかりました。できる

だけ可及的速やかに、しかるべきときに決断し

ていただきたいと思います。 

  ふるさと納税に関しては、もう一つ嫌らしい

質問をさせていただきますが、私どもはどうし

ても寄附をいただく側であるというスタンスで

おりまして、どうやったらこの施策を機能拡充

していくのかという観点で議論してきたかと思

います。ところが、新庄市民もふるさと納税、

よその自治体に応募できるという部分がありま

すが、税務課長、この辺は数字がおありであれ

ば捉えていればで結構なんですが、今現在おわ

かりの点はございますか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

遠藤敏信委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ふるさと納税と言いますけれ

ども、実態としましては自治体に対する寄附金

でございます。したがいまして、いわゆる税制

上の寄附金控除の対象になりますので、それに

よって市税が減収になるというマイナス面もな

いわけではございません。 

  その数字なんですが、どの程度かと申します

と、平成26年度課税についてですので、25年中

の寄附ということになります。これについて、

今より規模は小さいと思うんですが、対象とな

る人数が22名、寄附金額が25年中でこれに該当

するものが229万8,000円。これに対する税のマ

イナスの金額ですね。これが市民税ですけれど

も、31万8,000円と、思ったほどではないなと

いう印象を持っています。以上です。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） わかりました。 

  それでは、もう一つの項目。保育所入所費負

担金というところで、今年度12月定例会から定

住促進ということで子育て世帯への負担軽減を

図るという観点で医療費等無償化となってござ

います。 

  いつもここは決算の場で話すべきなんでしょ

うけれども、決算委員会のときでそういった部

分で未納という事態が必ず発生する残念な事態

がありますが、今年度また27年より子育て世代

への支援が手厚くされる予算編成でございます

ので、その辺のところ、入所負担金の収納率向

上のためにどうしていくのかという決意をお伺

いします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

遠藤敏信委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 保育所

入所負担金の件でございます。今年度当初に盛

り込ませていただいた金額は9,700万円ほどご

ざいます。平成26年度当初ですと１億300万円

ということで600万円ほど減少しておるという

ことなんですが、こちらにつきましてはまず初
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めに支援新制度に基づきまして保育料が変わる

ということが一つございます。保育料が変わる

ということなんですが、負担を抑えるという面

から国の基準よりもおおむね67％程度抑えた保

育料の設定にしてございます。その影響もござ

いまして、昨年度より当初の入所負担金が落ち

ているということなんですが、ちなみに平成25

年度保育料現年度分の収納率につきましては

97.51％でございました。 

  今年度も、今現在につきましてはほぼ同水準

くらいで推移していると言えるかと思います。

平成23年度あたりに一時期96％程度まで落ちた

んですが、やはりこれではいけないと、やはり

子育て施策をするに当たっては歳入の確保とい

うところも当然必要だと考えますので、25年度、

26年度につきましては以前よりも夜間催告です

とか相談、国税徴収法に基づく徴収のさまざま

な手だてもできるんですが、やはりなかなか子

供さんがいらっしゃる、入所している場合であ

ればまだ交渉がしやすいという面がありまして、

できるだけ子供さんが入所している間に滞納を

解消しようということで、こまめに今年度につ

きましては夜間相談とか訪問を行ってございま

す。 

  今年度の予算につきましてはおおむね98％と

いう収納率で見ておるんですが、それを上回る

ように頑張っていきたいと考えてございます。

以上です。（「終わります」の声あり） 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 11ページの１の１の個

人市民税が大きな変化があるような気がします。

前年比でプラス4,517万円ということですが、

これは景気などよくなったと見てよいのかどう

か見解などお願いしたいと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

遠藤敏信委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 個人市民税の伸びの部分でご

ざいますけれども、基本的には納税義務者数は

減少しているという状態でありながらこういう

結果になっている、昨年と比べますと3.48％ほ

どの増と、現年度分ですが、見込んでおります。

これについては一番大きなのが給与所得の伸び

でございます。これが前年度当初予算で見込ん

だものに比べますと3.16％ほどの伸びというこ

とで、今回こういう結果になったものです。 

  各所得の中でも給与所得の割合は非常に高い

ですので、ちょっとした伸びでもそれが調定額

に反映するということでこのような予算になっ

ております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 給与所得者の給与の所

得が伸びたということでありますが、消費税増

税が４月から行われて、働く人たち、経済への

悪影響がかなりあったとよく言われておりまし

て、第１期いろいろ第２期延期とか言われる中

身が景気が悪くなって首相判断としはよくない

という判断したようで、消費税増税をすぐ続け

てやりたかったのを延ばすということにもなり

ました。そういう意味では見た目3.16％の給与

の伸びといっても消費税上がった、３％上がっ

た、またそのほかの物価も上がったということ

を考えると実質働いている人たち、ここに出て

くる税に係るところではふえているけれども、

実質家計を見ればマイナスというか、というこ

とになっているのではないだろうかと思うんで

すが、どうでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

遠藤敏信委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 一応、来年度の歳入予算の見

積もりをする際に各所得の伸びがどの程度にな

るのかということを検討してその中で予算を組

むわけでございますけれども、これにつきまし

ては26年度中の動き、あるいは25年度との違い、

そういったことを比較検討いたしまして見るわ
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けでございます。 

  消費税の影響ということでございますけれど

も、あくまでも給与所得の部分ですと買い物を

する前の給与でございますので、そこのところ

は直接は影響がないのかなと。その後、給与を

いただいてから消費税が影響するということは

あると思うんですが、事来年度予算の積算に当

たりましては考慮する必要はないのかなと思っ

ております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 買い物の前の所得とい

うことでそのとおりだと思います。物価が上が

っている分だけ周りにお金が行かなくなるわけ

ですので、それが営業所得が余り伸びない結果

になっているような気がするし、また一方で給

与所得は伸びたけれども、農業所得は大幅に減

しているし、年金所得を見てもかなり大幅に所

得が減っている。そういう中で買い物をしたと

きにさらに買い控えということになるだろうな

と私は想像するわけでありまして、できるだけ

市民の方に公平に税を納めるときの節税もでき

るということも国民全国共通してあるものは市

民にお知らせして、買い物に行くときは控えね

ばならないような苦しい思いを少しでも抑えら

れるような優しい手だてが必要だろうと思いま

す。 

  例えば、一つとして障害者控除認定書の発行

人数を私調べました、お聞きしました。そうし

たところ、26年度は、介護を受けている方です

よね、要介護者の障害者控除認定書を市で発行

する人数なんです。それから、介護度が重いと

かいう場合はさらに障害者控除の重い、控除が

大きい認定があるんですが、その人数が21件と

お聞きしました。 

  これはほかの市などを見ると介護度、介護者、

26年度952人とすると新庄市は２％なんです。

ほかの市では67％も認定書を発行している自治

体もあるんです。同じ全国のこういう状況に対

して当市として市民の立場に立って節税を図り

つつ生活に回せるお金をふやしていただきたい

という立場から、そういう認定についてはでき

るだけ市民の立場に立って広げていく必要があ

るのではないかと思うのですが、それはどう考

えるかお願いします。 

遠藤敏信委員長 佐藤委員、質問の範囲が拡大し

ているんじゃございませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市税に関して、所得税

と市民税と両方連動して控除を受けられるもの

があるわけなんです。そういうものを市民にで

きるだけお知らせして買い物に回せるお金を多

く持って、市全体の経済が回るようにできるだ

けしてあげるということが、営業所得もふえて

いくだろうし、そういうふうに考えて全国どこ

に住んでいてもひとしく同じ行政サービスを受

けるべきだろうと思うんです。 

  そういう立場から、控除の制度について丁寧

に市職員税務課関係あるいは福祉関係の皆さん

が市民の立場に立って、税を集めるときの資料

になるわけですから、そういう意味で障害者控

除認定書の発行、それから紙おむつの使用者の

医療費控除になるわけですが、使用証明書、後

期高齢者医療保険料の扶養者の口座引き去り、

こういうことができるんだということを市税に、

徴収する立場としてよく把握して市民に丁寧に

お知らせすることで市民にとって優しい市民の

立場に立った税のあり方と、私は市民から喜ば

れるものだろうと思うんですが、そういう考え

をどう見るかお願いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

遠藤敏信委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 私ども税務課としましても、

やはり税の徴収は一番の任務ではございますけ

れども、市民の節税策あるいは暮らしを向上さ
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せるという面からもお力添えをするということ

は常日ごろから考えてございます。 

  したがいまして、今おっしゃいましたような

内容につきましては例えば申告書を事前に送付

する際にそういう控除の対象になるものがある

ということをお知らせしたり、あるいは申告会

場でもこういうものは持ってきていませんかと

お話をしたり、そういうことはやってございま

す。 

  それから申告期ではございませんけれども、

納税相談等おいでいただいた方についてこうい

う方法をとれば今現在ですと非常に納めるのが

厳しいという方であっても少し軽減になります

よという情報をお伝えするということは、日常

的にやってございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 税務課としての努力と

いうのは高く評価いたしております。しかし、

先ほど言ったように例えば障害者控除認定、特

別障害者控除認定書の発行の数を見たときに新

庄市が残念ながら要介護者の２％くらいなんで

す。自治体によっては66％、67％近く認定書を

発行している自治体もあるんです。それは新庄

市の税、やるのは税務課ではなくて福祉の担当

課だと思いますが、そこで市民の立場に立って

例えば基準は市で決めなきゃいけないですけれ

ども、その基準の内容からこの人は所得はわか

らないけれども、要介護認定、障害者控除認定、

特別障害者控除認定に当たるなという方に郵送

してお知らせするということをやっている自治

体は66％の発行数になっているんです。それを

見たときに新庄市の２％というのは余りにも低

い。どうして低いのかお知らせしていただきた

いと思います。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 一般質問

でもありました障害者控除の件でございますけ

れども、障害者控除につきましては原則として

障害者手帳をお持ちの方がその度合いによって

障害者控除ないしは特別障害者控除を受けられ

るということで、国税庁の運用の中で介護認定

なっている中での身体的な機能あるいは認知機

能、それでもって身体障害者の程度あるいは知

的障害者の程度ということであります。 

  ですから、要介護３とか４であっても該当し

ない場合もございます。そういう方につきまし

ては幾ら高齢であっても障害者手帳を所持でき

るものですから、税制面上では障害者手帳をお

持ちになって障害者手帳の度合いによって控除

を受けられるというのが正当な道ではないかな

と思います。 

  なお、パーセンテージのことがございました

けれども、そういった控除の要介護度によって

例えば１であるとすれば全く該当しないという

こともございますので、そういった率を要介護

者数の数から算出するのはいかがかなと思いま

す。 

  私どもとしても、そういった制度があるとい

うことはお知らせしているわけですけれども、

申告が必要でない方も当然おられるわけです。

そういう方に対してわざわざ証明書を発送する

とか、そういったことは今のところ考えてござ

いません。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 確かに、申告書が必要

でない低所得の方々もおられることはわかりま

す。でも、この間、私に相談に見えた方々は元

公務員だったりしている方で、比較的税申告し

なくちゃいけない方が全く知らなかったと言っ

ているんです。そういう知らないまま、もしか

したら認定書発行ということも認識しないし、
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わからないままで税金を払わねばならない、そ

して生活苦しいなと感じている、そういう方々

が新庄市で少なくないという現状があるなと私

は感じたんです。 

  そういう意味で、２％は少な過ぎるし、確か

に課長さんおっしゃったように介護度１ですぐ

認定書発行とはならないんだと、それはそうだ

と思います。そういう意味では市の基準がはっ

きりあるんだろうと思います。その基準に沿っ

て知らなかったという人がなく、生活苦しいな

と、介護しなくてならない人を持っている方々

は少なくない方が苦しいなと、その負担に苦し

いと、年金生活などしていればますます苦しい

とよくおっしゃるような気がするんです。そう

いう方々に対してあまねくというか、知らなか

った、わからなかったというまま税金少し取る

という形じゃなくて、それは節税できるんだと

いうことを市民のほうから知らせてもらったら

何ていい、温かい市だとありがたがられること

は間違いないと思うんです。申告書必要でない

方は要らないかもしれませんが、必要かもしれ

ない方々には全員送ってもいいんでないかと思

うんですが、どうでしょうか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 障害福祉

サービスにつきましては非常に多岐のサービス

がございまして、障害福祉サービスのお知らせ

ということで在宅サービスのお知らせというこ

とでホームページあるいは市報でトピック的に

出しております。 

  市報の紙面上全ての情報を発信するというの

はなかなか困難な状況でして、そうした該当者、

例えば障害者控除に該当するかもしれないとい

うことは言えるかと思いますけれども、介護４

であっても認知度あるいは身体機能によってそ

の組み合わせでもって障害者控除が受けられる

わけではございません。身体は身体、認知機能、

知的程度、知的障害者程度にということで分け

られてありますものですから、必ずしもその控

除を受けられるということではございません。

ですから、確実にその方が控除を受けられると

いうことを判明させるためには、やはり障害者

手帳をお持ちになるということが必要になって

きます。そのためには別に診断書とか経費のか

かることもございますけれども、そういうこと

をお勧めすることもできると思います。ただ、

やはり経費もかかるということですので、介護

認定を受けられるときにケアマネジャーあたり

からそういう制度もあるということを伝えてい

ただくということが現実的ではないかなと思い

ますので、ケアマネ会議の際にそういったとこ

ろも含めてお伝えしたいと思っています。以上

です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ケアマネにお伝えしな

がらというのはより現実的だと思いますので、

どうかお願いします。できれば、私は基準を決

めて必要かもしれない方には全員に送るような

指示になっていただきたいという要望で今回は

おさめたいと思います。 

  次に、同じく11ページ、１の１の１で個人市

民税の農業所得がマイナス４億円、個人市民税

がマイナス４億1,428万円となりました。この

理由はやはり米価暴落の大きい影響だと思うん

ですが、そう見ていいかお伺いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

遠藤敏信委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 個人市民税の右の説明の欄で

ございますが、農業所得の減少分の御質問でご

ざいます。前年度当初、前年度からこういった

形式で農業所得あるいは給与所得と所得別にき

ちんとしたものが掲載できるようになったわけ
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ですが、今回初めて比較できるようになります。 

  農業所得ですが、前年度当初の数字に比べま

すと64％ぐらいという減少幅、かなり大幅な減

少を見込んでおりました。この理由ですけれど

も、ただいま佐藤委員おっしゃいましたように

米価の下落が主要因であろうかと思います。 

  ただ、この間市内の農協の平均仮渡金の数字

等見ますと前年産米に比べますと8,500円くら

いですか、１俵当たり。ですから、全国的に見

ても70％から80％ぐらいに下落しているという

数字のようでございました。それをそのまま所

得に換算するのかということになりますと、差

し引きする経費の問題がございます。この間、

特に昨年ですが、肥料の価格であるとかあるい

は農薬の価格、それから非常に顕著だったのが

燃料が昨年秋ぐらいまで高どまり状態でござい

ました。そういった経費が直接所得から控除さ

れる、差し引きされるということで米価の下落

分以上の下落になるのかなと想定してございま

した。ただ、なかなか予算を見積もる段階でそ

の辺はっきりしたことはわかりませんでしたの

で、少し低目に見たということもございます。

そういったことでこういう数字になったと考え

ております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今の農家の所得に関し

てですけれども、大きな経済的に深刻な打撃が

新庄市にもたらされているという感じがします。

ＴＰＰ参加が今度の春にでも決まるかと言われ

ておりますが、これが参加になれば、農業振興

のためのさまざまな努力が無になってさらに米

価が下落してくると言われておりますし、壊滅

的な打撃を受けることになるんじゃないかなと

思うんです。 

  地域創生という言葉が言われますけれども、

新庄市の農業がさらに壊滅的な打撃が来るとい

うことになれば地域創生というの、吹っ飛んで

しまうというか、幾ら細かくやっても、そうい

う意味でＴＰＰに参加するのはだめだと思うし、

直ちに脱退すべきだという立場を市長として言

わねばならないような気がするんですが、いか

がお考えでしょうか。 

遠藤敏信委員長 質問の趣旨が一自治体の関係者

が述べるようなものでございませんので。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 自治体として真剣に新

庄の農業を何とかしようって市長も課長もみん

な頑張っているわけなんです。しかし、国の施

策によって、重大な打撃を受ける、この努力が

無になる、そういう時代になったときにやはり

市民の暮らしに重大な問題でありますので、そ

のとき市長としてそれを黙って見過ごすわけに

いかないなと思うんですが、そういう意味で、

私は市の事業に上からなぎ倒すような施策をや

っていいのかということを言うことは重要な仕

事だと思います、市政を預かる者として。そう

思わないかなと思うんですが、どうですか。 

遠藤敏信委員長 佐藤委員、平成27年度の新庄市

の歳入について質疑を行ってください。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今、私は新庄市の農業

所得がどうなるかという27年度の所得を見積も

る話について重要な問題を話ししているんです。

これを議会の場でふさわしくないという言い方

をすることは、私は市政を考える立場として無

責任だと思うんです。そういう発言をしゃべら

ないようにしましょうというあり方というか運

営でやられているとしたら、私は市民の立場に

立つ市議会のあり方として問題だと思うんです。

大いに市民の暮らしにかかわる農業の所得がど

う見積もられていくのかということにかかわる

問題として、重要な話を私はしていると思うん

です。国政の問題を話すなという言い方をしま
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すけれども、国政が市に与える影響が非常に大

きいんです。ですから、私は議論すべきだと、

重要なことだと思うんです。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

遠藤敏信委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 市長がどんな考えでやるかという

ことは12月における衆議院議員選挙、またその

前の選挙等におきましてＴＰＰ反対、賛成、国

を動かすことが大きかったわけですけれども、

それを推進するということは政権が左右されて

いるということの認識であります。今回の予算

はそれらを踏まえまして、見積もったというこ

とを御理解いただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういう意味では、さ

らにこのままいきますと多分この農業所得を見

積もったのも行かないかもしれないと考えられ

るのではないかと私は思うわけでありまして、

非常に重大だなと考えています。 

  次に、国庫補助ということで20ページ、14款

に国庫補助がありまして生活保護費の削減が行

われていると聞いております。その内容につい

てお願いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 ちょっと

内容ですけれども、生活保護の負担金ですか、

それとも補助金ですか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 生活保護の国庫補助で

20ページ、14款生活保護費のお金が出ています

が、２億7,203万4,000円と出ています。この中

で27年度は住宅扶助や冬季加算の削減が行われ

ると聞いていますが、確かですか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 ２億

7,000万円の件につきましては、14款１項負担

金についてかと思います。これにつきましては

生活扶助ないしは医療扶助、一時扶助もござい

ます。これらにつきましては、現保護人員の状

況から算出したものでございますけれども、一

時扶助につきましては削減の動きがあるようで

ございますけれども、この中では現段階での加

算額をもとにして計算してございます。以上で

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ありがとうございます。

一時扶助削減の動きがあるということで住宅扶

助も削減という動きがあるようです。これは貧

困の解決に逆行するものだと思いますので、中

止を求めるようお願いをして終わりたいと思い

ます。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５９分 休憩 

     午前１１時０８分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ございますか。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） 歳入ですね。 

  私からは１点だけ質問させていただきます。

予算書18ページ13、１、１項使用料ですね。７

目なんですけれども、体育館使用料に関して１

つ質問させていただきます。前回ですと、体育

館使用料400万円が今回は39万7,000円になって
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いると思います。体育館が工事に入ると思うん

ですが、それで正しいのかどうかお伺いいたし

ます。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 体育館使用料の大幅に減

額なっているわけでございますが、体育館につ

きましては現在のところ耐震化工事ということ

で５月10日までの使用として考えております。

そのため、過去５年間の４月分１カ月分の歳入

を平均しまして予算に計上しているところでご

ざいます。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） そうしますと、これま

で使われた方が使用できなくなるわけですけれ

ども、その分の収入、使用料はどのように回収

していくのか。というのはこれから小学校、中

学校にも使用料がかかってくると思うんですけ

れども、そういう減免などはこれからどうする

のかお伺いいたします。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 ５月11日以降、体育館が

使えなくなるわけでございますので、そのかわ

りとしましては山屋の改善センター、山屋セミ

ナーハウス、昭和活性化センターの利用を考え

ております。活性化センターと改善センターに

つきましては、毎週２日ございました休館日を

月１回に変更して利用者の用に供したいという

ことで利用者調整会議を開いたところでござい

ます。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） 済みません。聞いてい

いかどうかわからないんですけれども、こうい

う場合の調整役を全部市でしていただけるとい

う考えでいいのでしょうか。というのは、もし

よろしければ県の、要は高校の体育館とかもあ

いている場合とかございますので、そういった

場合使うときの使用の仕方とか、そういうこと

も踏まえて、もし答えていただけるならよろし

くお願いします。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 こちらで調整したのは先

ほど言った３施設でございます。ただ、利用者

については個々にかわりの施設としていろいろ

なところに話を持っていって、自分たちで確保

しているというところがあるようでございます。

実際にそれが高校の施設に行ったかどうかとい

うのは調べてはおりませんが、利用者個々に自

分たちで工夫をしながら場所を選定しているよ

うでございます。以上です。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  個人でやるということは、市が耐震化するの

は当然のことなんでしょうけれども、利用者が

１年間使うとなると、使うものがことしは使わ

れれなくなるのは非常に不便が生じますので、

そこら辺の市の配慮があってよかったのかなと

思っておりますので、そういうことでしたらわ

かりました。 

  ページ数で13ページになります。市たばこ税

なんですけれども、１款４目１項なんですけれ

ども、25年からも比べまして減っておりますけ

れども、たばこ税が減っていいのか悪いのか非

常に複雑な思いがしています。そこら辺もこれ

は税務課の課長に聞いていいのかどうかわから

ないんですけれども、減ってよかったのか逆に

ふえてよかったのか、非常に私も聞きづらいん

ですけれども、たばこ吸わない私としてはちょ

っと複雑な思いがありますけれども、今後どう

していくのか、そこで１点だけお伺いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 
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遠藤敏信委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 平成25年度４億円を超えると

いう財源としては非常に貴重なものでございま

す。それが減少傾向にあるということでござい

ますので、私どもとしては少なくともいい結果

とは申し上げられないとお答えしたいと思いま

す。 

遠藤敏信委員長 ほかにございませんか。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） 私からも短く一般質問

にならないように質問したいと思います。 

  20ページ、14款国庫支出金の中で民生費国庫

補助金が昨年から比べますと8,000万円から減

っています。恐らく、臨時福祉給付金事業の補

助金が減っているんだろうと思いますけれども、

この間の減額になった経過、原因等お話しいた

だけましたらお尋ねしたいと思います。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 20ページ、

14款国庫支出金２項国庫補助金の中の民生費国

庫補助金につきましては8,000万円減額、予算

上減っているわけですけれども、その中身とし

ては委員おっしゃるように、臨時福祉給付金及

び子育て世帯臨時福祉給付金の補助金が減って

いるという内容でございます。昨年度に比べま

して9,700万円ほど減ってございます。 

  その中身につきましては臨時福祉給付金、子

育て給付金につきましても基本的には１万円の

支出でしたけれども、これが今回27年度につき

ましては臨時福祉給付金が6,000円、子育て世

帯臨時福祉給付金、特例給付金につきましては

3,000円という大幅な減額となってございます。

また、臨時福祉給付金で5,000円の加算、障害

者でありますとか基礎年金だけもらっている方

につきましては5,000円上乗せになって実質１

万5,000円いただいた方が臨時福祉給付金の中

で60％おりました。そうしたこともございまし

て、予算が減ったというところが大きく影響し

てございます。 

  これにつきましては、臨時福祉給付金、子育

て給付金について減額になった背景としては消

費税10％の延期ということでの影響と、生活必

需品の影響度ということで10％が予定どおりな

りましたら１万円とかというところになったと

思いますけれども、８％のままということでの

影響を考えて、6,000円と3,000円ということで

減額になったと考えているところでございます。 

  今回、この民生費国庫補助金の中でそういっ

た減額部分9,700万円と今回児童の福祉費補助

金の中で保育緊急確保事業補助金が1,700万円

これは新規に出てきておりますので、8,000万

円の減額であったのかなと思っております。以

上でございます。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） 理屈をこねる気持ちは

ないんですけれども、消費税が８％になったの

は去年４月からですよね。５％で１万円と１万

5,000円だったわけですよ。だから、10％にし

ないで８％に抑えたから減額になった理屈は、

なかなか一般の受給者にとっては理解しがたい

理屈だと思います。 

  それでお尋ねします。市内において、臨時福

祉給付金の給付される人方の人数を教えていた

だけますか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 26年度の

臨時福祉給付金の支給状況でございますけれど

も、支給決定件数が4,590件ということでござ
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います。その中で、支給人数、件数ですから２

人の方もいらっしゃいますので、支給になった

人数ですけれども、6,657人。うち加算対象者

が4,128人ということでございます。以上でご

ざいます。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） やはり、市民税を減額

になっている人方について、所得の関係もあり

ますけれども、楽しみという言葉は語弊がある

かもしれませんけれども、楽しみにしている部

分もあると思うんです。 

  既得権とは言わないですけれども、今まで受

給していたものが減額になるというのは非常に

寂しいものがあると思うんです。それで、消費

税据え置き云々は差し置いて実際受給者は減額

になるわけですよ。これに対して、市の中でこ

れを補塡しようとかという話にはならなかった

のかお尋ねします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 国の一律

の制度でございまして、ほかの自治体の中でも

金額は少ないですけれども、それに補塡してや

るという動きについては把握してございません。

以上でございます。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） さまざま努力なさった、

くださったことに関してはすばらしいもの、感

謝をいたします。ただ、どうしてもこれからそ

の世帯がふえてきます。そのため、もう少し手

厚くしていかないと新庄、住みやすいまちとい

うことで努力をいただきたいと思います。 

  もう１問だけなんですけれども、これ、本当、

私、愚鈍でわからないんだと思うんですけれど

も、28ページ、20款諸収入の中で雑入が１億

4,372万9,000円減になっていますよね。全体費

で。これが、どういうふうにしてこういうこと

になったのか全然把握できないものですから、

教えていただけますか。 

小野 享財政課長 委員長、小野 享。 

遠藤敏信委員長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 雑入全体の考え方ですので、

財政課よりお答えいたします。 

  昨年より１億4,000万円ほど減額になってい

るという御質問でございますけれども、基本的

には２項雑入の部分で大きく変化があったとい

うことです。雑入に関しては細かい部分、かな

り積算しながら計上しているところでございま

すけれども、一つは昨年当初ではスポーツ振興

くじ助成券助成金が6,800万円計上されておっ

たものが今年度はゼロになったということでご

ざいます。 

  さらに、この雑入の一番下の項目にございま

す最上広域市町村圏事務組合事業費補正負担金。

これにつきましては、最上広域事務組合で起債

に対する地方交付税措置の案分金、いわゆる返

還金という形になりますが、この額が昨年当初

につきましては9,993万5,000円でございました。

これが今年度は2,600万円、2,700万円程度の額

になったということでございますので、先ほど

の6,800万円、それとこの7,300万円合わせます

とおおむね減額の１億4,000万円ほどの減額に

なっておりますので、よろしくお願いします。

（「わかりました。終わります」の声あり） 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） 私から１点お聞かせい

ただきたいと思います。 

  13ページ、市税入湯税。これ、見込みでは前

年度より120万円ほど低く見込んである。特に

奥羽金沢温泉に関してのウエートが大きいわけ

で、当市は監査の立場でもあるかと思います。
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その辺内容等も詳しく分析されているかと思い

ますので、お聞かせいただきたいと思います。

奥羽金沢温泉についてはことし入浴料が上げら

れた点もありましたものですから、それも含め

てどういう監査をやってこられたのかお聞かせ

いただきたい。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 入湯税ということで、市内に

は奥羽金沢温泉、温泉施設１カ所ということで

そこの監査役ということで副市長が当たってお

りまして、毎年事業報告受けているわけですけ

れども、なかなか現状としましては施設そのも

のの年々老朽化してきている部分、それからい

ろいろ個人個人の何ていうんですか、志向が多

様化してまいりましていろいろ温泉施設等ほか

のところに行かれる方がふえてきているかなと

いう部分で、あとは奥羽金沢温泉、ずっと利用

されている方々がどうしても高齢化してきてい

るというところでの利用者が減ってきていると

いう報告も受けておりますので、そういった状

況で頑張ってもらっている状況です。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） 施設的に老朽化は私も

存じております。しかしながら、やはり毎年市

でも補助金等でも金沢温泉に対していろいろ御

協力している中であります。 

  私が心配したのは、やはりそこへ利用して入

っていただくお客さんに対して温泉としての役

割というか、そういうものが非常に衰退してい

るのかなという感じでもあったものですから、

老朽化している施設はわからないわけでもない

んですが、そうした点を含めて市でも協力補助

金を出しているわけです。やはり、経営者に対

してそれなりの監査の立場からもっと利用客が

上がるような、指摘も当然、指導的な立場でも

あってしかるべきだなと私は思ってきたんです

が、その辺他町村にもいろいろな温泉施設が、

新しくリニューアルしたとかあるわけなんです

が、やはり入浴料がほかの施設より高くなった。

入浴料上げたものだから、そういう点もお客さ

んから利用してもらう点から見るとどうも利用

しづらくなったのかなと、その辺の監査的立場

でどうあったのか。その辺、もう少しお聞かせ

いただきたいと思います。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 入浴料を値上げしたのは今年

度４月からでございます。値上げするに当たっ

て、経営者側から経営状況を勘案した上での値

上げをさせていただきたいということでの26年

度４月監査のときにはお話がありました。１年、

間もなくたつわけですが、また４月に26年度監

査があるわけでございますので、利用状況、お

客さんの意見、そういうものがどういうもので

あったかを踏まえまして、料金についてまた監

査の際に意見を申し述べたいなと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） 課長から答弁いただき

ました。ぜひ、経営努力は当然やってもらわな

ければならないわけで、入浴者が見込みでは

1,200名、2,000名、このような減少を見込んで

の予算額で来ているわけですから、やはり逆に

入浴者が伸びる方向で考えてもらうには市の指

導監査的な立場から指導をお願いいたしまして

終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」の声あり） 

遠藤敏信委員長 それでは、ほかに質疑なしと認

めます。よって、歳入について質疑を終結しま

す。 

  次に、一般会計歳出について質疑ありません

か。 
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１５番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

１５番（小野周一委員） ３点ほど質問させてい

ただきます。 

  今年度の主要事業の重点プロジェクト事業で

あります子育て人づくりについてお聞きしたい

と思います。 

  54ページ、３款民生費１目児童福祉総務費、

その中の第３子以降児童の保育料免除事業の補

助金について、同じく54ページ、子育て支援新

制度の事業について、３番目は56ページ、３目

保育所費についてお聞きしたいと思います。 

  まず最初は、第３子以降の保育料免除事業費

については平成25年度ですから、これは主要事

業で初めて取り上げまして３年目を迎えている

わけであります。その間、この事業については

12月定例会にも佐藤議員から一般質問がなされ

たわけでございますけれども、今回の予算に

864万円ほどの予算が計上されています。 

  計上された理由として、25年度の決算を踏ま

えて、そして26年度の事業を踏まえての予算を

計上されたと思うんですけれども、実は３年間

同じ事業費なんです。そして、25年度の決算を

見ますと867万円のうち、実はこの事業費補助

金に使われたお金が230万6,000円ですね。そし

て獲得した児童数が、これはあくまでも要綱に

のっとった保護者の申請ですので、11名なんで

す。 

  私、何も予算を減らせと言っているわけでな

いんですよ。このような状態を踏まえて、恐ら

く26年度の実態も把握していると思うんですけ

れども、今回も同じ予算の枠でこの事業をやる

とすれば、要綱ですよね。要綱そのものに何ら

かの問題もしくはこれらに該当する保護者の

方々の周知等にちょっと足りないんじゃないか

と、私思うんですけれども、まずその辺のこと

をお聞きしたいと思います。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

遠藤敏信委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 第３子

以降保育料免除の予算についての御質問でござ

いますが、確かに864万円という予算、これは

３年間同じ数字を使ってございます。ちなみに、

委員おっしゃったように、平成25年度の決算で

ございますが、こちらにつきましては11人の

230万6,000円、こちらを補助金として交付して

ございます。 

  平成26年度でございますが、まだ最終ではな

いんでございますけれども、該当の児童数が23

名で補助金として532万5,200円ということで25

年度より倍増してございます。27年度の予算の

864万円でございますけれども、委員からも御

指摘をいただいたとおり25年度につきましては

周知不足というのもかなりあったと思われます。

26年度につきましてはかなり周知が進んできた

んだろうなと考えてございます。 

  864万円の積算根拠につきましては、保育料、

こちらの歳出補助金につきましてはいわゆる認

可外保育施設で保育料を免除した場合に、そこ

を補塡するという形でもって補助金を交付する

という形でございますので、認可外保育所さん

でもそういった扱いをしていただく施設がふえ

てきたということで、25年度26年度と比べまし

ても施設数も増加してございます。そういった

ところから全ての施設で免除事業を実施してい

ただければさらにふえることが見込まれるのか

なということでの864万円ということで御理解

いただきたいと思います。 

１５番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

１５番（小野周一委員） やはり、父兄の方々に

も周知されてきたから11から23ですか、対象児

童がふえてきたと。大変いいことですよね。 

  ただ、私、12月定例会の会議録の答弁書を見
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せていただきますと、何か前向きな答弁じゃな

いんですよね。例えば、26年度から寒河江市で

は新庄市と同様の制度でやると。我々も今いろ

いろな人たちと会っております。そういう中で、

特に若い父兄の方々から言われるのが、どうし

て９歳までなんですかと言われますね。９歳未

満でお姉さん、お兄さんがいて第３子が３歳未

満の方が保育料免除対象になりますよという新

庄市の要綱なんですよね。12月定例会で、慎重

に検証して時間がかかるということを言ったん

ですけれども、実は寒河江市のことを言ったん

ですけれども、今回の予算計上の中で、私も見

ているんですけれども、各市町村が本当に子育

てに対して優先的に事業を上げておりますよね。

だったら、26年度にやった、同じくやった寒河

江市はもうあれですよね、小学校６年生までの

お姉さんお兄さんがいた場合は第３子の３歳児

未満の保育料を免除しますよと予算化しており

ますよね。 

  やはりその辺、近隣の状態というか状況とい

うか予算づけというか、把握しながら新庄で産

み育ててよかったという政策を私はとるべきで

はないのかと思うんです。 

  例えば、検証すると12月定例会で言っている

んですけれども、お兄さん、お姉さんが小学校

６年生といえば話わかるんですけれども、それ

まで引き上げた場合第３子の３歳児未満が大体

どのくらい該当する人数なのか、把握していま

すか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

遠藤敏信委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 第３子

以降の保育料免除について例えば小学校４、５、

６まで引き上げた場合ということの御質問でご

ざいますが、この第３子以降の保育料免除につ

きましてはあくまでも申請でございまして、そ

の方々の所得要件ですとかそういったものも特

に必要としてございません。その中で、小学校

６年生まで実際のお兄さん、お姉さんがいた場

合の数というのは今のところ把握はしてござい

ません。 

１５番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

１５番（小野周一委員） 私、最初言いましたね。

要綱はあくまでも保護者の申請によってされる

と。だったら、もう少し小学校６年生まで上げ

た場合何人ぐらい出てくるか把握してくるのが

私は原課の市民に対するサービスだと思うんで

すけれども、私はほかの町村と比べて物を言う

わけでございません。あるところではもう18歳

まで上げましたね。これは、市長の政策の一つ

だと思うんですけれども、まだ２年しかたって

いないからこういうことでいいんだ。ただそれ

は12月定例会で言った寒河江の件はどうなんで

すか。もう、寒河江市は上げているんですよ、

もう。１年で。そういう市民サイドの政策とい

うか、ものを打っていかなくちゃと私思うんで

すけれども、要綱はあくまでも内部の要綱です

よね、要綱は。要綱を変えるということを考え

ませんか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

遠藤敏信委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 ちなみ

に、小学校３年生まで９歳までと限定させてい

ただいた理由といたしましては、幼稚園就園奨

励費、そちらの基準と合致させるために今のと

ころ９歳までとうたってございます。ただ、委

員おっしゃいましたように、新庄市として子育

てに力を入れるんだといったところで国なり県

なりの基準を上回った格好での補助を実施して

いくべきではないかということでございます。

確かにそのとおりだと考えてございます。 
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  ただ、今のところその要綱を変えるという考

えは、今のところですがございませんが、少な

くともほかの市、上山ですとか天童ですとか、

先行してしていらっしゃるところは確かにござ

います。そちらの状況を鑑みますと新庄市でも

何らかの手だてを打っていくべきなのかなとは

考えてございます。ただ、もう少し検討させて

いただければなと思います。以上です。 

１５番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

１５番（小野周一委員） やはり消極的な答弁で

すね、課長。たとえほかの市町村どうであろう

と、新庄はこうするんだよとやっていくのが私

は市長の子育てに対する姿勢だと思います。こ

れは私、要望ではありませんので、また他市と

比べて言うわけでございませんので、内部で要

綱が変えられるとすれば変えていただければ本

当に若い子育ての方々は喜ぶと思います。 

  次に２点目なんですけれども、実は県内13市、

ほかの市町村でも今度の新しい子ども・子育て

新制度の事業に取り組んでいます。新庄でもい

ろいろの面で取り組んでいます。先般の新聞で

この事業に取り組むことによって、市の負担が

増大するという記事が載っておりました。それ

に対して、県に要望してはどうかという話もあ

ったということが先般の新聞等に報道されたん

ですけれども、新庄市もこの新制度に取り組ん

でいるわけでございますけれども、例えば新聞

報道でなされたように幼稚園や子供に対する施

設型給付費、新庄市はどのくらい増加するのか

お聞きしたいと思います。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

遠藤敏信委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 施設型

給付費の増加ということでございます。今のと

ころ、新庄市におきましては平成27年度当初か

ら新制度にのっとって事業を始めるという施設

につきましては、幼稚園が１カ所ございます。

それ以外の認可外保育施設と呼ばれる施設につ

きましては27年度中に御準備をされて28年度か

ら新制度に乗るということでございます。 

  初めに、今現在民間に保育所として運営して

いただいています２所についてなんですけれど

も、昨年度ベースで考えますといわゆる補助金

という形でお話ししておったわけなんですが、

新制度に基づきまして業務委託料という格好で

試算をしてございます。こちらについては公定

価格ベースで計算しております。公定価格ベー

スで計算しておるということですので、若干の

ずれが出てくると思うんですが、公定価格ベー

スで１億6,300万円の業務委託料ということに

なります。昨年度当初で考えますと１億5,300

万円ほどでございましたので、1,000万円ほど、

少なくともこの２所についてふえてくるという

ことが言えるかと思います。以上です。 

１５番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

１５番（小野周一委員） それでは、1,000万円

ほどこの制度によりふえるということですよね。

それに対する県に対して要望活動というか、や

っていくわけですよね。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

遠藤敏信委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 国県に

対しては要望ということで新聞報道等でござい

ましたが、山形県内におきましても市長会等で

要望活動、既に要望事項として提案されている

ということでございます。 

１５番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

１５番（小野周一委員） 最後に、56ページの保

育所費についてお聞きします。 
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  これについては、今３つの保育所があるわけ

なんですけれども、そういう中で保育所数３つ

あるわけで、中部については32名の保育士さん

のうち、正規職員が８名しかおらない。あとは

嘱託職員と日々雇用職員でやられておる。南部

保育所については31名のうち８名が正職員であ

って、16名の嘱託職員と日々雇用職員７名、計

31人でやっております。泉田保育所においては

20名の保育士のうち６名が正職員であり、あと

は嘱託職員、日々雇用。正職員と日々雇用職員

の割合を見ると大体中部で25％、南部で25.8％、

泉田で30％の正職員の方が仕事をなされている。

形態は別にいたしましてもこの保育士の数で間

に合っているのかどうかお聞きしたいと思いま

す。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

遠藤敏信委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員お

っしゃるとおり、今現在正職員と嘱託、日々雇

用の割合が大体３対１くらいになっているとい

うのが現状でございます。 

  保育所の運営の基準というのがございまして、

いわゆる子供さんの数に対する保育士の割合、

そういった点からいきますと保育基準は満たし

ておるということでございます。 

１５番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

１５番（小野周一委員） 保育士の人数は、充当

している、間に合っているという答弁なんです

けれども、実はこの問題も金議員がこの議場で

質問されたことがございます。ということは同

じ兄弟が同じ保育所に入りたくても入れないん

だと、その解消策を何とかしてはどうかという、

それに対してやはり乳幼児の施設の解消やいろ

いろ今市長がそれの解消に努めてまいりたいと

いう答弁でありました。 

  しかし、実際に兄弟同時入所申込数が106組

いるそうです。２人組が98組、３人が８組。そ

のうち、105組が同じ保育所で保育を受けてい

るそうです。これは誰が聞いても当たり前です

よね。しかし、たった１組が別の保育所に分か

れてくださいという、そういうことを原課から

受けたという話を聞いております。それに当た

ってはいろいろな審査があると思います。しか

し、定数をどのくらい超えてのこのたった１組

の兄弟を離れ離れにしたのか、どうなんですか。

それは。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

遠藤敏信委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 定数の

問題もございます。確かにございますが、施設

の面での問題というのもございます。個別の事

案ですので、詳しいことは差し控えたいと思う

んですけれども、やはり未満児、特にゼロ歳児

ですとほふく室というものが必要になってござ

います。そのほふく室の面積１人当たり幾らと

いうことになるんですが、そちらを満たすこと

ができないということもございまして、この事

案の場合につきましてはこの保護者様がほかの

保育所でも構わない、いわゆる２番目の希望で

ございますが、そちらにもお書きいただいたと

いうこともありまして、申しわけないんですが

ということだったと思います。 

１５番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

１５番（小野周一委員） こういう子ども・子育

て支援に関しては質問するということが余り今

までなかったんですよね。しかし、余りにもひ

ど過ぎる。金さんがここで一般質問なされたこ

とも忘れているんじゃないかと私思うんですよ

ね。やはり、新庄の子育ては冷たいなという風

が通ります。 
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  私、聞いているところによりますと、今保育

室足りないというけれども、私聞いたことによ

りますと保育士が募集をかけても来ないからこ

のような問題が起きていると聞いております。

しかし、努力しているんですか、はっきり。現

に保護者が困っているんですよ。誰考えたって、

兄弟を別々の保育所に預ける、片方保育所に預

けて片方民間に預ける、それは事務的にはでき

るでしょう。でも送り迎えはいいとしても事業

が重なった場合どうするんですか。やはり新庄

で育てて新庄でこれからも定住したいという思

いがあるからこそよりよい子育て環境をつくる

ことこそが山尾市長初め原課の考え方でないで

すか。余りにも事務的です、これは。 

  もう１点お聞きします。 

  この課は、恐らく女性の職員が一番多くいる

部署だと思います。特に、日々雇用の方、嘱託

職員の方、いるんですけれども、採用に当たっ

てかつては日々雇用の方々が嘱託職員に採用さ

れる基準として妊娠をしている日々雇用の保育

士さんは採用しませんという、あったと私は聞

いておるんですけれども、この中でも相談受け

た議員がいると聞いております。それらの傾向

が今でもなされているのか、お聞きします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員

長、板垣秀男。 

遠藤敏信委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 前段の

質問で若干補足をさせていただきます。その方

の例の場合、ほかの保育所で同時入所可能だと

いうこともお知らせしていたところでございま

す。そこだけお話を申し上げたいと思います。 

  次の嘱託職員、日々雇用の採用の件でござい

ますが、今の私どもの採用のやり方としまして

は例えば妊娠ですとか、そういったものが予定

されているというところをもって採用を差しと

めるということはしておりません。 

１５番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

遠藤敏信委員長 小野周一委員。 

１５番（小野周一委員） 何か、私の質問の意図

を酌んでいただけないのかなという思いですね、

いつも。今まで何年間も同じ保育所に勤めた兄

弟が弟妹が入れないので別のところに行ってく

ださいとか今まで培われた子供同士のつながり

なくなるんですよ。本当に事務的ですよね。 

  これ総務課長にお聞きします。 

  これは今保育士のことも言ったんですけれど

も、ほかの現場においての嘱託職員、日々雇用

職員いるんですけれども、このようなばかくさ

いもので言って採用をしないということはあり

ませんよね。確認したいと思います。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 採用に当たって、女性職員、

性別、その他門地によって差別するような採用

の仕方はしてございません。（「これで終わりま

す。ありがとうございます」の声あり） 

遠藤敏信委員長 ただいまから１時まで休憩しま

す。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

遠藤敏信委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） それでは、歳出という

ことで主に３点お伺いいたします。 

  初めに予算書65ページ、４款２項１合併処理

浄化槽設置整備事業費補助金、その下の浄化槽

水環境保全推進事業費補助金、続きまして、予

算書66ページ、４款２項２目地域循環型生ごみ

収集事業費、予算書73ページ、農林水産業費１
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目１項５目多面的機能支払交付金についてお伺

いします。 

  初めに、予算書65ページ、合併処理浄化槽設

置に関する補助金、今２つありますが、これは

前年度までの考え方を踏襲して制度変更になっ

たという捉え方でいいんですかね。前に、９月

議会ですか、一般質問のときに例えば公共下水

道でやる方とあくまで個人で設置される合併処

理浄化槽整備した場合、受益者負担もしくは軽

減を図ってはいかがかという質問をさせてもら

ったんですが、そのときの答弁でも公共下水道

の計画の見直しがしかるべきときにされる。そ

れを踏まえて改善を検討していくという答弁を

もらったかと思いますか、今回27年度当初予算

の中では制度変更なしという捉え方でよろしい

でしょうか。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 合併処理浄化槽設置補助金、

水環境保全推進事業補助金、26年度同様の予算

措置ということで考えております。基数につき

ましては合併処理浄化槽36基、５人槽です。そ

れから６から７人槽で24基ということを基本に

しておりまして、国へ対する要求ということで

要求しております。 

  また、水環境保全推進事業につきましては５

人槽28基、６人槽以上については20基というこ

とで予定して要求しております。計画として進

めたいと考えております。以上です。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） わかりました。 

  続きまして、予算書66ページ、地域循環型生

ごみ収集事業費ということで、今年度予算の中

では恐らく農林と環境が原課２つに分かれてト

ータル1,000万円くらいの事業を組んできたと。

当初、この事業に関しましては生ごみの有効活

用という堆肥化ということで、リサイクルを図

る観点からモデル事業としてこれまで何年もや

られてきていると。 

  ただし、いろいろな決算委員会等でこの事業

が果たして新庄市全員のお金を使ってやるべき

かという議論をしてきたかと思います。当初の

予算を組む上でそういったことを踏まえてやら

れたのか。別な項目で広域の負担金という形に

なろうかと思いますけれども、焼却炉の補修と

いうことで大きなお金がかかる。その辺の兼ね

合いを含めて説明をいただければと思います。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 ただいまありましたように生

ごみ堆肥化事業、環境課におきまして生ごみ収

集事業と対の事業で26年度まで実施しておりま

した。27年度につきましては、農林課において

堆肥化、農業振興策という部分を環境課の環境

保全という部分に変えまして実施をすると話が

進んだところです。 

  実際に農林事業の中の堆肥化ということで堆

肥を使って農業振興策、これを環境課におきま

しては生成した、製造した堆肥につきましては

市民の活動の中で生かしていきたいと考えてお

ります。具体的には、新庄市全域にあります衛

生組合連合会の各地区ありますが、その中で花

いっぱい運動を実施しております。そちらのほ

うの植栽用に活用していただきたいという考え

があります。それから公共施設等であります花

壇であるとか、学校分野であります学校の植栽

部分、学校農園的なところで活用していただき

たいという考えがあります。さらには、新庄市

ＮＰＯ等各地域で活動しております社会教育団

体等において、植栽等の部分があればそちらで

も大いに活用していただきたいと考えておりま

す。 

  広域で処理していますごみ処理、こちらにつ

きましては兼ね合いもということでございます

ので、この２月に環境課長係長会議がありまし
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た。その席で平成14年度来運転していましたエ

コプラザの全体の検査、特にシーケンサ部分と

いうか、本体のほうですね。頭脳的な本体の検

査をするということで、これまで２炉、２つと

もとめたことがなかったらしいんですが、それ

を２つとめて全部点検した。それを再開すると

きに計量しながら焼却するということですけれ

ども、当初設置のときに片炉45トン、２炉で90

トンの焼却ができるということでありましたけ

れども、実質的にはその会議の時点では71トン

しか燃えていないということでありました。２

割程度の性能が落ちているという状況がありま

して、このたび再度広域に確認をしたところ、

現在は70トンを切っているということで厳しい

状況になりました。27年度において１億9,000、

２億円ぐらいで熱風排気管の修繕をすると、全

体にあっては３億円、４億円程度の修繕費が多

分出てくるだろうということです。 

  私ども環境課では生活系のごみを扱っている

わけですけれども、それに伴って分担金を精算

しております。分担金というのは、建設償却費、

ごみの重量に応じた分担金の精算をしているわ

けですけれども、新庄市の負担の割合が50％近

い状況にある経費を分担金としてこれまで支出

しております。そういうことに鑑みまして、相

当の経費をもって修繕をするということになり

ます。 

  ですので、今回こういうふうにして農林課か

ら移行した経費そのものの金額と今後新庄市が

負担すべきであろう焼却炉の負担ということを

比較しましたときにはやはりこれは環境課にお

いても堆肥化事業を推進すべきという考え方で

27年度より実施したいと考えております。以上

です。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） わかりました。これ、

一般質問にならないように気をつけなきゃいけ

ないんですが、お金の出し入れという観点でい

くと広域の負担金が50％近くあるので今のとこ

ろ1,000万円近く市税を使ったとしてももちろ

ん経費的には安くなる。これは納得できるんで

すが、例えば焼却炉の経年劣化という捉え方で

いいんですね。そうしていくとだんだん焼却量

が前に90トンを想定したところが70近くまで落

ちている。実際のところ、そこまで処理し切れ

ないのは一般論になりますが、生ごみは非常に

燃えづらいということで、処理の方法。 

  これまでの事業の中では先ほど申し上げまし

たけれども、560世帯、プラス事業系と合わせ

ると最終的にそれを堆肥にしたときに非常に割

高な堆肥であると、銀座価格とこの前の決算委

員会で発言した記憶がございますが、最終的に

もそういったこととはニュアンスがまた違った

事業で行くんだよということで、そうすると例

えば新庄市の今は560世帯ですよね。ですから

そこを広げて新庄市の生ごみの処理の方向性を

焼却からリサイクルにしていこうということは

ない、予算を編成する上で検討されたのかどう

かお伺いします。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 生ごみ収集の形態ということ

での御質問と考えます。現在560世帯、それか

ら事業系ということで総数で580施設含めまし

て収集しています。収集に対する経費そのもの

はコースもありますので、そこら辺は現在も市

街地、特に住宅密集地を対象にして収集効率の

いい収集方法ということで選択をしていると考

えていただきたいと思います。 

  これからどうするかということでございます

が、今収集しているバケツがありますけれども、

できることから始めるということで町内会等で

10世帯程度ぐらいでのバケツを配置させていた

だいて収集に協力していただければ、それはそ

のバケツを設置していくということで市街地で
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は対応してふやしていきたいなとは考えており

ます。 

  周辺地区につきましては、農地とか畑とか屋

敷を持っていらっしゃる方であれば、それは生

ごみ堆肥化事業の中で自家処理の中で進めてい

きたいと考えております。 

  集まった生ごみに対して堆肥化にするキャパ

シティーですけれども、それについては今後市

街地から集まってくる生ごみの量はどれくらい

集まるかというのはまだ未知数ですけれども、

そんなに極端には２倍とかそういう数字にはな

らないと考えておりますので、市民への啓蒙を

深めながら生ごみを資源として焼却しないとい

う考え方、この考え方自体は生ごみだけにとど

まらず生活系から排出するごみの資源化という

ところに通じると思いますので、それを一つの

きっかけとして生ごみ資源化を進めるという方

向性を持っていきたいと考えております。以上

です。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） 私ども絆の会で既に報

告書は事務局に提出してございます。誰でも見

られるような状態になりますが、生ごみ処理と

いうごみ処理という観点で富良野市もすごく利

活用が進んでおります。当然、そこに行き着く

までには20年近くの経過を踏まえて市民の皆様

方から御理解を頂戴しながら処理をしていると

いうことでございます。その辺のところも参考

にしながら新庄市においても推進していただけ

ればと思います。 

  続きまして、予算書73ページ、多面的機能支

払交付金のところでここの部分が一気に、これ

まで７億円ぐらいだった農林予算を10億円まで

引き上げてしまった大きな理由、９月、12月の

定例会の中でも同僚議員からいろいろな発言が

あった。地元の保全会を中心にしたところから

の御要望に応えての予算化と捉えています。 

  多面的機能支払交付金の中のその各事業は保

全会が行うわけでございます。当然、その範囲

で皆さん協議の上１つの事業を選択してやって

いこうという流れになろうと思います。基本的

にこの交付金を使って改修もしくは新設できる

というのは例えば改良区管理しております水路、

農道、農地、大きくてこの３点のところにしか

事業交付なりませんが、例えば農村の中では取

り扱いの難しい法定外公共物、水路等道路が含

まれるわけですが、その部分が今現段階では農

村としてこの事業を使って改修やってこれなか

ったのかなと昨今の異常気象という、７月ぐら

いの大雨で非常に災害発生しやすい状況になっ

ていることを捉えますと例えば事業の解釈によ

って農村または農村の付近に存する法定外公共

物、ここの改修にまでこの事業は使えるのかど

うかお伺いします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 多面的機能支払交付金の対象

となる農地は農業振興地域内農振農用地と定義

づけられております。ここにある受益面積掛け

る単価ということで交付金が交付されるわけで

ございますけれども、その農地に隣接されるレ

ーンにある法定外公共物、この管理については

基本的には利用者が維持管理することになって

おりますが、市との自治計画の協定の中におい

てあらかじめこのエリアにある農道であったり

水路等に補修していきますよとくくりを入れて

おけばそれは交付金の活動の対象等になります

し、そこに費用も支出することができますので、

その辺あらかじめ協定計画書に入れておく必要

がある。 

  もし、そのエリアが入っていないとすればそ

れは変更協定の中で対応していきたいと思いま

すので、個別案件については御相談いただきた

いと思います。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 
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遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） わかりました。災害を

前提にするわけではございませんが、計画当時

なかったものでもこれから５カ年の中で非常に

ゆゆしき事態が発生した場合、各保全会ごとの

個々の事例と今対応していただけるという答弁

をいただきましたので今後ともきめの細やかな

指導をいただきますようお願い申し上げまして

質問を終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございますか。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） それでは、70ページ、

６款１項３目お願いします。 

  中段にあります若者園芸塾ですけれども、前

回よりも今回は800万円ついております。前回

は1,150万円減額になっておりますけれども、

その理由をお聞かせください。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ここ、過去数年の実績を見ま

すと補助金としては1,200万円ほどあったわけ

なんですが、売り上げを差し引き、さらには塾

生のニーズによって不用になる研修支援金が出

てきますので、この辺精算すると800万円前後

で実績ベースでそのようなことになっておりま

すので、当初予算編成ではただいまの補助金か

らそこで販売される農作物の販売収入、研修支

援金等を精査してことしは800万円等で走って

いきたいということで、仮に不足するようなこ

とになれば、その辺については当然努力はしま

すけれども、９月補正あたりでまた御相談させ

ていただきたいなということでございます。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） 現在において塾生の数

はどのくらい集まっているんでしょうか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ただいまの３名でございます

が、今２次募集をかけているところで４名にな

るかどうかというところの状況でございます。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員）私もこれは前々から言っ

ていますけれども、やはり１回で集まらない場

合はもう少し周知なりやり方を変えていかなけ

ればならないとは申しているんですけれども、

それを今回はどのように予算編成のときにやっ

たのか。２次募集もしなければいけない事業だ

ったのか、改めて必要なものか私はちょっと感

慨深いんですけれども、そこら辺をどう考えて

今回はなさったのでしょうか。お伺いします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 募集については例年より１カ

月ほど早めまして市報、農業だより等で募集を

かけました。農業大学校、神室産業高校、この

辺にも直接出向いてお話ししていますし、また

各ＪＡの営農担当部署においてもそういった方

がいないかということの働きかけをしてこれま

でやってまいりました。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） でも、やはりなかなか

人が集まらなければやっている意味がないでし

ょうし、またこれからやる作物についてもかな

り研究する必要があるのではないでしょうか。

やっている作物の内容までは聞きませんけれど

も、もう少し考えてやらなければそれこそさっ

き石川委員のおっしゃるとおり、市の予算でや

るわけですからもう少し選択と集中、これから

なさるわけなので、考えていかなければいけな

い事業の一つだと私も思いますので、ぜひとも

その取り組み、実績を上げるような努力をさら

に一層高めてもらって27年度頑張っていただか
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ねばならない事業の一つだと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  次に、77ページ、７款１項２目になりますけ

れども、そこにありますＰＤＡとマスメディア

を活用した事業がありますけれども、ＰＤＡの

意味はわかるんですけれども、これからＰＤＡ

で行くんでしょうか。県の事業だからそういう

名前を使わなければいけなかったのか、そこら

辺どういう主体でこの事業をやるのかよろしく

お願いします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ＰＤＡとマスメディア

活用の事業でございます。442万6,000円でござ

いますけれども、ＰＤＡというのは情報端末と

いう意味でございまして、我々はスマートフォ

ンを考えた事業展開でございます。これにつき

ましては緊急雇用の事業でございますので委託

になっておるわけですけれども、新庄市内の会

社でスマートフォンを活用しましたアプリ、ア

ライザというソフトがございます、通常ＡＲと

言っておりますけれども、これは新庄市内の会

社が活用しましていろいろな情報を発信するの

に非常に有効だということでマスコミ等でも取

り上げられております。もう少しソフト的に改

良の余地もありますし、あとはもっと大きいヤ

フーとかグーグルとか、そういったところとの

連携も考えているものですから、こういった緊

急雇用事業を活用した事業を考えているところ

でございます。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） 済みません、確認なん

ですけれども、ＰＤＡとスマホは違いますよね。

実際的には。端末も違う、詳しいところはあえ

て言いませんけれども、ですからＰＤＡでいい

のかなと。スマートフォンなら話はわかるんで

すけれども、ノートパソコンならわかるんです

けれども、ＰＤＡを使う、最近使わなくなった

ので緊急雇用って名前がそういう形で使うのか

どうか、そこら辺が不思議だったものですから。

ただ、今ＰＤＡはおくれている時代になってい

ますので、そこら辺の不安があったものですか

ら、そこをもう１点確認したいと思います。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 別に他意はございませ

んで、時代は常に変化しているものですから、

おくれていると言われると私もそういう認識し

ておらなかったんですけれども、事業の狙いと

しては今スマートフォンが普及しておりまして

さまざまな活用されておりますので、目玉とし

ては今はスマートフォンごと上げることに考え

ている事業でございます。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） わかりました。ぜひと

もいろいろなものに使えますので、また10月に

も個人番号ですかできてこれからは特に必要な

情報端末になりますので、そういうところはし

っかりとマスメディアで勉強してこの事業を成

功させていただければなと思います。 

  次に78ページ、７項１目下のほうにいきます

けれども、下のほうにインバウンド事業がござ

います。これもまた減額になっておりますけれ

ども、減額の理由を教えてください。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 昨年から見ますと減額

をしておりますけれども、中身的にはインバウ

ンド、台湾をターゲットにしてやっているわけ

ですけれども、向こうの台湾に対して売り込み

をするための商談会にたくさん出席するという

こと。県知事も昨年は台湾に行きまして日台の

観光サミット等で直接の売り込みも行きまして

そういうことに随行するということで旅費がこ
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としは少し落ちておりますけれども、台湾から

受け入れるための事業ということでは中身的に

は変わっていない事業でございます。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） 行うに当たってことし

の目標みたいなのがございましたらお願いしま

す。なかなか計算できないみたいな答弁いつも

いただくんですけれども、ある程度この計画も

なじんできたというか、皆さんの耳にも入って

きておりますので、ある程度これくらいを目指

していたい、この新庄で受け入れたいというも

のがございましたらよろしくお願いします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 定住人口、交流人口を

拡大するということの対策の一つとしてインバ

ウンド事業、台湾ターゲットにして頑張ってい

るところでございます。ことし５月には日台の

サミットも開催されまして、日本全体としまし

ての東京オリンピック等に向けて1,200万人ぐ

らいの外国人がおいでだそうだけれども、それ

を2,000万人にするという目標を抱えておりま

すので、当市としてもそういったインバウンド

事業、外国人の招致に向けて頑張ってまいりた

いと思います。 

  現実のところ、例えば蔵王とか銀山と戸沢の

船下り等にはお客さんはある程度来ております

けれども、新庄は素通りされるということでご

ざいますので、例えば戸沢に行く、船下りに行

くまで、銀山の間でお昼、昼食等でも活用した

いということでも考えておりまして、台湾人が

好むような食事の提供を今実際に提供しており

ます。好評を得ておりますので、そういったこ

とで頑張っていきたいと思っております。 

  あとはやはり雪と紅葉の時期に非常に多くな

る。実際に、ゆめりあの案内所にもその時期に

なると外人の方が訪れて、行き方とか名所とい

うことを非常に聞かれております。雪というこ

とをテーマにしてうちでは頑張っていきたいと

思っていまして、飯豊町の先進事例などを研究

しているところでございます。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） わかりました。同じよ

うなことばかり狙ってやってもいけないでしょ

うし、これからは雪とか紅葉ということを課長

のお言葉から聞きましたので、ぜひとも同じこ

とをやっていてもお客様は来ません。違うこと

を次々仕掛けていかなければなりませんので、

インバウンド事業をまだまだ続けるようなので、

そこら辺のところにも選択と集中、計画をしっ

かり練って続けていくならばやっていただきた

いと思いますし、その検証も来年度以降、決算

のときにでもしっかり数字としてお聞かせ願え

ればと思っております。 

  次でございます。79ページ、７款１目下段に

なりますけれども、エコロジーガーデン推進費

についてお聞きします。その中でもエコロジー

ガーデンは今北と南に分かれておりますけれど

も、ある程度一体化したほうが事業も組みやす

いと思うんですけれども、そういう考えはこれ

からあるのかないのか、まずその１点をお聞き

します。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 エコロジーガーデンに

つきましては、今現在北辰小学校に通じる市道

を挟みまして南と北ということでございまして

建物のあるほう、南側については文化財として

の建物の保存、キトキトマルシェ等で活用して

おります。北側に関しましては主には農林課で

いろいろな活用しておりますけれども、先ほど

申しました雪の活用で例えばスノーモービルを

するとか、あるいは夏の間でも観光的な農園と

いうんでしょうか、そういったことなどにも活
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用していきたいという計画もございますので、

一体的にできるところはやっていきたいという

ことを考えておりまして、ことしは工学院大学

に調査と研究をお願いしているわけですけれど

も、計画を立てていただく年でもありますので、

その辺も含めた計画を策定していただくように

お願いしているところであります。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） これから、なぜ私がそ

ういうことを言いますかというと、次の80ペー

ジに移っていただきますと建造物ランドスケー

プ等調査事業委託料、これが多分工学院大学さ

んで調べてもらうものなのかなと思います。ラ

ンドスケープですと都市と自然との再定義とい

うんですか、それを含めた大きな課題がありま

すし、それを含めたものでなるならば要は北と

南と統一したほうがやりやすいのかなと思いま

す。ですから、せっかくの場所を利用するには

離れるのでなくて、商工課がもしやるなら商工

課が一気に引き受けていただいて、それを定義

していただいたほうがよりやりやすいのかなと

思ったものですから質問させていただきました

けれども、そういう考えではどうなのかなと思

います。 

  そのお金も若干減っておりますよね、前回と

比べまして。30万円ぐらいですが、今回ランド

スケープ調査、減っていますけれども、そこら

辺の兼ね合いはどうなのか。お伺いします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 委託につきましては、

平成26年度と27年度の２カ年で調査が主に26年

度で、27年度は詳しい調査は残っている部分が

ありますが、計画をつくっていただくという部

分がありますので、中身が多少違うだけで２カ

年一体としてそもそもお願いしているものです

から、金額の多寡については中身がちょっと違

うだけだということでございます。 

  一応、先ほども申しましたが、北と南でエコ

ロジーガーデンの計画があるわけですけれども、

やはりこれまでの経過もありまして、南と北と

いうのを分けた形の計画になっているわけなん

ですけれども、委員おっしゃるように一体的に

やれるところはしていきたいと思いますので、

この計画の中でもそういった観点も取り入れな

がら進めていきたいと考えております。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） わかりました。今回は

工学院さんもしっかりと入っていることでしょ

うし、またエコロジーガーデンには青学さんも

入っていますし、学生が入るということで非常

にいいことですし、その取り組みをしっかりと

していただいて、その間をとるのが役所の役目

ですから、そこら辺のつなぎ役をしっかりとし

ていただいて、新庄の魅力、特に工学院さんは

まちづくりに関してはたけている学生だと思い

ますので、そこら辺もこれからはあそこを起点

にして広くやっていくという考えももっと持っ

ていただいて、うまく活用していただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

  80ページ、下段のほうに都市田舎交流促進事

業がございますけれども、その下段のほうにグ

リーンツーリズム推進協議会があります。これ

は多分前８万円でしたかね、ついたのが今回こ

こに移ってきて93万円でついていますけれども、

移動した経緯とこれからどういうことをまた始

めるのかお伺いします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 グリーンツーリズムの

今回負担金のことかと思いますけれども、これ

は26年度も７款に置いております。金額的には

26年度60万円の負担金で今回は93万円というこ

とで増額になっております。 
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  増額になった分というのは田植えとか稲刈り

ツアーをやっておったんですけれども、それを

エコロジーガーデンの交流拡大事業の中でやっ

ておったんですが、都市と田舎という観点から

進めるということでその部分をふやしたもので

ございます。 

  結局、都市と田舎の事業の中で農家、民宿等

進めるということでの負担金ということでござ

います。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） 済みません、私農林課

からのグリーンツーリズムと勘違いしておりま

して、そこのものが移ってきたのかなと思って

いたものですから、ちょっと変な質問して済み

ませんでした。 

  その中でですけれども、去年あたりも農家民

泊なりまして、祭りで新庄まつりのときの塾な

どの開催が今回は入っていなかったような気が

するんですけれども、それは今回はしない形な

のか。それとも私が予算書の見るのが間違って

いるのか、そこら辺指摘がありましたら教えて

いただければと思います。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 祭り塾につきましては

いろいろ方法を考えているところですけれども、

必ずしも負担金という形で予算化しなくてもで

きることがあると考えておりますので、予算化

はしていなかったということでございます。 

  農家民泊につきましては、今御質問のグリー

ンツーリズム協議会負担金の中で今取り組んで

いる事業です。協議会をつくって進めている事

業ということでございまして、実際に営業の許

可をとってやる、農家民宿の方をふやしていき

たいということで、正式にはまだ今現在おりま

せんので、新たに設けていきたいということで

取り組んでいる事業でございます。 

  その前段としましてことし５月に仙台から中

学生が40人ほど訪れるわけですけれども、特に

山屋地区の方が協力的でございますので、そち

らで農家民宿とはまだ言えませんので、ホーム

ステイ的なことをしながら取り組んでいきたい

と考えておりますので、この中、協議会負担金

の中でも費用は一部使わせていただくというこ

とを考えております。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） わかりました。ぜひと

も農家民宿の可能性が高いものですから、しっ

かりと予算づけをして取り組む必要性がある一

つの事業だと思いますので、そこら辺はしっか

りと取り組んでいただきたいなと思います。 

  最後になりますが、104ページですか、10款

４項６目亀綾織が文化財保護財に移転した理由

をお知らせください。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 亀綾織の予算につきまし

ては、今年度商工観光課にありましたが、来年

度から社会教育課に移るということでございま

す。 

  亀綾織の伝承協会の目的といたしましては亀

綾織を新庄市の特産品として振興を図ることは

大きく期待してございますが、実際はどうかと

いうと売上高にして150万円、160万円、織り手

にしても今現在協会に加盟している方が４名と

いう状況でございます。この状況を見ますと、

特産品として売り出すというよりもむしろ伝統

工芸として維持保存していかなければいけない

という類いのものになっているのではないかと

いうことでございます。 

  そうした観点から商工観光課として特産品と

して売り出すよりも、むしろ伝統文化の継承と

いうことで社会教育課の予算がふさわしいので

はないかということで社会教育課の予算として
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移してきたものでございます。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） ということは、これか

らは特産品としてではなく文化財としてやって

いくという方針でよろしいんでしょうか。とい

うか、これから伸ばす、これからこういうもの

をやはり伸ばす必要があると思うんですけれど

も、そこら辺の強化としてはこの金額でいい、

もし伸ばすならこの金額で妥当かどうかよろし

くお願いします。 

  私としてはもう少し力を入れて特産品でなく、

伝統工芸品でなくてしっかりとした枠組みを必

要ではないかと思うんですけれども、そこら辺

の取り組み、どうでしょうか。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 亀綾織の予算につきまし

ては伝承協会の補助金50万円とその上のほうに

育成事業費委託料ということで241万5,000円ご

ざいます。 

  これにつきましては今緊急雇用の事業を活用

しまして、亀綾織の織り手を育成するという目

的での予算化になります。先ほど、今織り手が

４名ということもお知らせしましたが、その人

方をまずふやしていかないと事業の発展はない

ものと思っておりますので、そうした事業に取

り組みながら進めてまいりたいと思っていると

ころでございます。 

８ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

遠藤敏信委員長 佐藤卓也委員。 

８ 番（佐藤卓也委員） 亀綾織は見る人にとっ

てはとてもすばらしいものでしょうし、しっか

りとその織り手の方をふやしていくためにはあ

る程度費用は仕方がないのかなと私は思ってお

ります。ぜひとも、大分年齢の高くなっている

方がおりますし、その方がやめる方が多いのも

私も承知しております。ですから、若い方が引

き継ぐような形、はっきり言ってしまえばこれ

で生活できるくらいまでなっていただかないと、

ましてやこれが伝統を守るためには必要な経費

と私は思っておりますので、ぜひともそこら辺

を鑑みて亀綾織を世界に発信できるようなもの

にしていただければなと強く思っているもので

すから、そこら辺の予算編成をもう少し考えて

いただければなと思いましたけれども、今後に

おいてその織り手の方を、４人いらっしゃると

いうことですけれども、いずれはどのくらいま

でしたいという考えがもしありましたら、答え

にくいでしょうけれども、よろしくお願いしま

す。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 織り手何人ぐらいという

目標ははっきり言えばまだ今のところ持ってお

りませんが、ただ今の織り手４人につきまして

も前は５人いたんですが、お一方亡くなったと

いうことでございますのでそうしたこともござ

います。また、今回今のところ商工観光課の予

算でもう事業が進んでいるわけですが。その織

り手を募集したところ24歳の方が応募されたと

いうことで非常に期待しているところでござい

ますが、なかなか大量生産のベースに乗るとい

うのは難しい事業のようなので、一人一人地道

に織り手を募集していくことが必要なのかなと

思っております。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

遠藤敏信委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） それでは、私から幾つ

か質問させていただきます。 

  予算書33ページ、２款総務費１項総務管理費

職員研修事業費、昨年の予算書では80万円増と

なっておりますが、今回減額されています。こ

の説明をお願いします。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 



- 194 - 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 今年度予算の研修費につきま

しては平成26年度と比べまして40万9,000円ほ

ど減額になってございます。その主な理由とい

たしましては昨年度、特に外部講師を多目に委

託をいたしまして、４つほどの研修に外部講師

をお招きいたしました。そういったこともござ

いまして、来年度につきましては外部講師もし

くは専門講習を受けた職員を内部講師として活

用して職員のそうした人に伝える力、スキルア

ップということも考えまして、内部講師を登用

ということでまずその分で32万円ほど減額にな

ってございます。 

  それからこれも一昨年度から始めたものでご

ざいますが、技師専門研修を行ってございまし

た。これは全国建設研修センターというところ

に研修派遣させていただいておるわけですけれ

ども、これについても実績に基づいた金額を計

上させていただいているということで、この減

でございましたり、あとは職員の自主研修研究

活動助成金がございますが、これまで２事業に

ついて職員提案を受けてそれを事業採択として

提案事業に対して１件につき５万円交付差し上

げておって、それが２件10万円の予算計上、今

年度までございました。 

  来年度につきましては提案事業そのものが少

し減ってきたということもございまして、何年

か続きましたので、来年度につきましては１件

に絞ってさせていただくといったことが続いた

という反面、新たな増分もございまして説明指

導者の養成研修所、東北自治研修所に増額をし

ておりますし、また新たな研修といたしまして

統計分析活用に関する職員について派遣研修を

新たに設置したということ。そういう増分、減

分を差し引いたものを結果としてこのくらいの

40万9,000円の減になっているということでご

ざいます。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

遠藤敏信委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） よくわかりました。職

員の数が減少している中で研修が減ってくるの

ではないかと心配したものですから、そういう

事情ならよくわかりましたので、これからも職

員の研修の充実には骨を折っていただきたいと

思います。 

  続きまして、49ページ、３款民生費１項社会

福祉費社会福祉総務費の生活困窮者自立支援事

業費。これ新規の事業だと思うんですけれども、

説明をお願いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 生活困窮

者自立支援制度につきましては平成25年度に生

活困窮者自立支援法が施行されまして、全市町

村、全市、福祉事務所のある地域におきまして

生活困窮者を支援する事業を始めるということ

が義務づけられました。 

  新庄市におきましては、新庄市福祉事務所と

いうことで立場で進めるということと、それか

ら郡部の町村におきましては総合支庁、県の福

祉事務所で行うということになってございます。

内容につきましては生活保護に至る前の方々の

相談支援、これを強化していきましょうという

ことになります。主には就労という部分もござ

いますし、自立した生活というところの面もご

ざいます。 

  具体的には、新庄市の場合現在予定している

ところが旧友愛園のところで障害者の就業生活

支援センターがございます。そこのところと同

じ場所に生活困窮者の相談の支援の事業所を立

ち上げるという経費ということになります。 

  新庄市ばかりでなく、郡内の町村も含めて新

庄市と総合支庁の県の福祉事務所と合体して委

託するという形になります。今回の予算につき
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ましては一体的にやりますので、一体的な経費

は当然ございますけれども、人口割で新庄市の

場合最上郡内の47％の人口だということで47％

の予算を計上しているところでございます。 

  中身としては、いわゆる生活保護には至らな

いけれども、例えば貯金があるから200万円300

万円貯金があって収入はないんだけれども、あ

るからまだ生活保護に至らない人については就

労の支援をするという形になっていきます。ま

た、閉じこもりがちな人で今まで１回も働いた

ことがない方については、生活の支援という面

での身だしなみでありますとか挨拶という基本

的なところを指導するという機関ともなってご

ざいます。 

  今までその狭間のところの支援が不足してい

たということで、全国的にことし４月から行う

という事業となっているところでございます。

以上でございます。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

遠藤敏信委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 説明はよくわかりまし

た。 

  そこで、就労準備といいますけれども、これ

は例えばですけれども、一般就労になるのか移

行型ＡないしＢになるのか、そこら辺も説明お

願いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 就労移行

の事業所と申しますと障害者となりますので、

障害者の方でそういった立場にある方について

は、同じ場所になりますけれども、障害者就業

生活支援センターを通じてそういった事業所に

進めたりすることがあるかと思います。 

  この場合の就労準備支援事業につきましては、

自分でハローワークに行って働き場所を探せる

人は対象となりません。あくまでも、今までの

生活経歴からして指導が必要なところを、そこ

の事業所あるいは友愛園の事業所において模擬

的な就労経験をするということで、今まで就労

経験がない人を一般就労できるようなところに

育てていきましょうという事業になりますので、

いわゆる一般的な就労支援とは違うところにな

ってくるかと思います。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

遠藤敏信委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） ありがとうございます。

よくわかりました。 

  続きまして、ページ戻るんですけれども、37

ページ下のほうの、２款総務費地域づくり支援

事業費の自動車購入費とあります。自動車を購

入して使い道と申しますか、購入する意味を教

えていただきたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

遠藤敏信委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地域づくりを全般的に進

めるに当たりまして、ここに支援モデル事業、

中段にございますが、その委託料あるいは下段

にあります地域づくり推進交付金とありますけ

れども、人口減少化の中であるいは高齢化する

地域の中にあって、それぞれの課題を整理して

資源を活用したりあるいは課題を乗り越えてい

こうとさまざま地域性に応じた中で進めるに当

たって、さまざま私どもにも御相談をいただく

場合が多くなっております。 

  したがいまして、今言った２つの事業を活用

しながらそれを進めているわけでございますが、

そのときに地域の中に入って職員が行く場合も

多うございますので、これまでも軽自動車をこ

の地域づくりの形の中で専用車両を設けており

ましたが、その老朽化に伴って新規購入という

ものでございます。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 
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     午後１時５９分 休憩 

     午後２時０８分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

遠藤敏信委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） では、次の質問に移ら

せていただきます。51ページ、３款民生費障害

者自立支援費の中の地域活動支援センター事業

委託料、これが前年と比べて大幅減額になって

おります。この説明をお願いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 地域活動

支援センターにつきましては、旧来小規模作業

所という部分の事業所でございましたけれども、

今年度まで該当していたのがタンポポ作業所、

明和病院で運営しておりますふぁーの木、この

２カ所でございました。タンポポ作業所につき

ましては障害の自立支援給付の就労継続支援Ｂ

型事業所に移行することになりまして、この部

分がなくなったということでふぁーの木１カ所

の予算となっております。以上でございます。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

遠藤敏信委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。 

  それでは最後の質問をします。 

  平成27年度主要事業の概要の７ページ、事業

名が女性消防団活動事業。これは一般質問で私

が答弁いただいたことに関連してあります。目

的内容は読めばそのとおりわかるんですけれど

も、消防団の報酬や出場手当等、女性消防団活

動服、これは30人分と思うんですけれども、こ

れで間違いないですか。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 主要事業の女性消防団員活動

事業での報酬出場手当等でございます。この中

の報酬としましては班編成といいますか、２班

１部長を置きます編成になります。ですので、

消防団員としての報酬、部長が３万3,000円、

班長が２万3,000円、団員が１万7,000円の報酬、

これにのっとりました30人分でございます。そ

れから活動服、半長靴等につきましても30人分

の靴等につきましての備品類でございます。以

上でございます。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

遠藤敏信委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） ＡＥＤを使った応急処

置の普及活動と同様に書かれてあります。ＡＥ

Ｄの普及のためにはそれに伴う備品が必要だと

思うんです。例えばデモ用のＡＥＤであったり、

心肺蘇生を行うための人体模型、そして簡易式

のマウスピースとか普及のための配布するパン

フレットなり、そういうものの予算はどうお考

えなんでしょうか。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 平成27年度から編成します女

性消防団員の研修の備品等ということだと思い

ます。当初からすぐに研修会、指導等というこ

とでありませんので、消防本部等に随行しまし

て研修を学習して積み上げていただくというこ

とで、実際にはどういったものが必要かという

ことはその中で検証して対応させていただきた

いと思います。以上です。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

遠藤敏信委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 本年度は具体的な活動

ではなくて備品の整備と団員の学習と解釈して

よろしいですか。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 
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小嶋達夫環境課長 平成27年度当初予算案で要求

しております主要事業につきましては、編成当

初の初期経費ということでお考えいただきたい

と思います。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

遠藤敏信委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） それでは、次年度から

の活動はまだ予算化されてはいませんけれども、

ちなみに30人の団員の編成に関して一般質問の

答弁の中では年齢制限がない、そうお伺いして

おりますけれども、ただ活動服や靴をそろえる、

そして手当、報酬を支給する限りであってはや

はりそれなりの人員の整備というのが必要だと

思うんです。 

  前回は年齢制限のことしかお伺いしなかった

んですけれども、このぐらいしかるべき予算を

組むということですから、やはり対象となる団

員、そういう制限とかは若干もうちょっと必要

かなと思われるんですけれども、そこら辺は前

回の答弁と同じように年齢のことだけなんでし

ょうか。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 女性消防団員の採用に当たり

まして、基本となるのは新庄市の消防団条例に

伴う団員の要件でございますが、その中で資格

要件等は持っておりません。女性消防団の募集

の際にも18歳以上という最低年齢だけで募集を

かけた状態でございます。 

  また、幸いにも現在30人の女性消防団員とい

うことで平均年齢が37歳の若い女性さん方の女

性消防団ということになりますので、割合研修

等にもなじんで講習等できるようになるのでは

ないかなという期待は持っております。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

遠藤敏信委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。積極的

に新庄市の安全に向けて頑張ってほしいと思い

ます。以上で終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） それでは、私からは今

まで歳出の質問、聞いておったんですが、私と

意を同じくする場面が数ありました。同じ質問

を繰り返します。答えは同じだと思うんですが、

私は私なりの意見、考えを言わせていただきた

いと思います。 

  主に、毎年予算化されますが、私はこの辺で

この事業は中止すべきでないかと思い続けてい

るのがございます。それから申し上げますので、

執行部側としてはこれを今後どういうふうに、

なぜ続けなければならないか、どういうふうに

これを持っていくのか、その辺の核心の部分を

お答えをいただきたいと思いますのでよろしく

お願いします。 

  初めに、66ページ、衛生費４款２項２目。先

ほどありましたが、循環型生ごみ収集事業です。

これはかなりこの事業を始めて久しくやってい

ますけれども、これといった成果が見られない

と私は思っています。これを当初はスタートす

るときには試験的にという考えでやったはずで

す。途中いろいろと皆さんからも質問があった

んですが、思うように成果が出てこなかったん

じゃないかと私は思っていますし、今質問して

も先ほど答弁ありましたんですが、これでいい

かどうか非常に疑問を感ぜざるを得ないと思っ

ています。 

  これに関しては、今後どういう形でこれを進

めていくのか。27年度もう予算化したわけです

から目的を持って予算に上げているはずです。

したがいまして、今後の方針、このために27年

度も続けるというものをきちっとしたものが納

得できるものがなければならないと思っていま

す。私は頭からこれをやめるべきだと思ってい

ます。そういうことから、もう１回同じ答えで
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もいいですから、核心、続ける理由、何で長年

続けておるか。さっきの答弁で大体はわかりま

すけれども、一番の核心、肝心なところをひと

つ答弁願いたい。 

  次は70ページ、６款１項３目若者実践塾。こ

れも私も何回ももうこれいいんじゃないかと。

去年も予算委員会のときに申しました。はっき

り言うとこれも廃止すべきという私の考えです。

効果が出ない、これも同じく。必要な新庄市の

将来を考えたときにはこの実践塾は効果が出な

い、不必要な事業であると私は判断している。

答弁は、同じことですけれども、お答えはなぜ

続けていかなきゃならないかというものをお答

えいただきたい。 

  次に、78ページ、商工費１項３目インバウン

ド誘致キャンペーン、減額して載っているけれ

ども、中身ということで質問があったんですが、

これも私はもういいんじゃないか。前にも何回

も申し上げましたんですが、県で盛んにやって

いますね、この事業。新庄がそこへ乗り込んで

いっても成功するはずがない。相手が大きくて

負けるでしょう。消えてくる、消されてしまう。

だとすればもう少し頭を使って一緒にやったら

どうです。少しお裾分けをいただくほうがずっ

と利口です。やり方としては。これに何百万円

も突っ込んでも、どうにもならないと私は思っ

ています。 

  150万円のっけた理由、目的、効果、どうい

う狙いがあるか、まずはこの３点をお答えいた

だきたいと思います。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 生ごみ堆肥化事業、地域循環

型生ごみ収集事業費ということでの質問でござ

いますけれども、先ほど石川委員よりの質問に

もお答えしましたとおり、従前は農林課で行っ

ていた事業でございます。農林課の堆肥、農業

振興という部分から環境課に移りまして、環境

課におきましては堆肥の活用部分については先

ほど申し上げましたように市全域に活用策を見

出すということで、衛生組合連合会の中での活

用、公共施設等の花壇植栽等に活用していただ

く、社会教育団体等で植栽等に活用していただ

く、さらには生ごみ堆肥事業について関心を持

っている農業経営者の方から使っていただきた

いということでそちらを頒布していくという考

えでございます。 

  もう一つ、要件として申し上げました広域で

管理しております焼却場です。こちらの管理経

費につきましては、申し上げましたとおりだん

だんと能力そのものが低下してきているという

状況にございます。 

  新庄市、現在生活系のごみが6,000トンを超

えております。6,000トンを超えている中に現

在、生ごみ堆肥化事業として収集しております

生ごみの量が132トンでございます。能力が落

ちているところに生ごみの大半が水分というこ

とで132トン、これは一般ごみとしては相当の

倍率で負荷がふえるような考え方になろうと思

います。できるだけ施設の延命化を図るという

環境課、廃棄物担当課の考えとしましてはエコ

プラザの負荷を軽くし、しかも生活系から出て

くるごみの減量化、資源化を図るという観点で

27年度から堆肥化事業を進めたいということで

予算をお願いしているところでございます。御

理解いただきたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 若者園芸実践塾については農

業担い手の育成という点では非常に効果がある

と思っております。例えば平成24年度卒塾生の

動向を見ますと、２名が園芸農業に新たに取り

組んでいる、もう１名の方が農の効用というこ

とで農業者の農家に実践という形で入ってそこ

で一生懸命働いている、もう１名は２年目とい

うことで今年度も学ばれているという形で、そ
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れが繰り返されているというわけでございます

ので、担い手の育成という意味では非常に効果

があると、そういう気持ちで進めているところ

でございます。 

  しかしながら、ああいうスタイルで今後続け

ていくかというのは検討の余地があるというこ

とでありますので、27年度、28年度ハウスの耐

用年数のこともありますし、その辺も含めなが

ら今後どういった形で担い手の育成をしていく

か、行政としてどういった形で育成していくの

かということを検討を進めていきながら、今後

も担い手の育成に力を入れていきたいと考えて

おります。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 インバウンド事業につ

いてでございますけれども、インバウンド事業

につきましては理由、目的、効果ということで

ございましたけれども、やはり交流人口を拡大

していきたいといことが一番大きな目的でござ

いまして、特に山形県内に多く訪れております

台湾をターゲットにと考えているところでござ

います。 

  県も台湾、最近はシンガポールとかも東南ア

ジアを含めた対応をしておりますけれども、や

はり県はトータル的な形で全体を見てするわけ

ですけれども、やはり地域に人を呼び込む、外

国人旅行者を呼び込むにはそれぞれの工夫が必

要でして、先ほども申しました昼食の件とか雪

を活用した事業とか、そういったことはやはり

その市町村独自の工夫を凝らしながら住民と一

緒にやっていくということですので、経済効果

が出るように取り組んでいきたいと思っており

ます。 

  旅行者が多く来るということは当然でござい

ますけれども、実はバス事業者も一昨年になり

ますか、市民号で一緒に行ったときに行ってい

ただきました。その商談会の中でバス事業者の

方が参加したことにより、仙台空港を起点とす

るバスの利用が非常にふえて、ほぼ独占的みた

いな感じで事業、仕事を引き受けているという

ことも効果としてはあると考えております。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） いろんな続ける理由を

見つけて探して言うには簡単ですけれども、市

民が何を求めているかということもよく念頭に

置きながら事業進行というものをすべきじゃな

いかと私は思っています。効果のないものは英

断をもって早く無駄にならないうちに切りかえ

る。それから、やっても先が見えないものには

方法を変える。手を変え足を変えということも

ありますけれども、いろいろ方法を変えてみる

ということも必要。同じことを繰り返しても出

ないものは出ないんですから。私はそういうふ

うに見ましたので、これは中止すべきだと申し

上げておるんです。 

  一々言うと時間ばかりかかって言いませんが、

ひとつ集中と選択、言葉に出してみんな言うわ

けですから、その辺を確実に実行しながらいい

事業をやっていただきたいなと思います。 

  いろいろけちをつけるときりがないのでその

辺は終わりますけれども、長年、１回でなく長

年続けてそれなりの効果、目的に沿った効果が

出ていないわけですから、私が言った３件は。

だったらば、やはり思い切った方法をとってい

ただく。そうでなくても財政がそんなに豊かに

なったわけでないので、いろいろやらなければ

ならないことがいっぱい、めじろ押しにあるわ

けです。私も、議会が予算ができたから政策提

言というのを出してやったので、これは実現、

27年度は無理だろうとは思うんですが、いろい

ろ市民の中から要望の多かったものを提言とし

て出しているわけですから、これはよく皆さん

じっくり見ていただいて、こういうものを予算

を集中してつけていただきたい。それが市民の
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ための行政となるんだろうと思います。 

  主要事業の中に、関連して除雪の問題があり

ましたね。27年度主要事業の中に、16ページの

雪総合対策事業の中で、金沢地区の流雪溝用用

水の導入事業というのが新たに載っていますね。

こういうのを市民が待ち望んでいるわけですね。

27年度は3,255万4,000円の事業でスタートする。

430メートル。流雪溝が210メートルと載ってい

ますね。こういうのをよその事業費よりも私が

言っている、自分が言う消雪溝の、流雪溝の事

業はここで一時中止すべきだと。水がないのに

流雪溝をつくっても何も意味がないと何回も申

し上げてきました。 

  導水事業は実際に水が流れてくるわけですか

ら、こういうものを先行してやれば市民が納得

するし、冬期も安全で安心して暮らせるとなる

んです。間違いなく。こういう直接効果がある

ものはどんどん進めていただいて、余りないも

のはやはりカットすべきですよね。 

  27年度予算に対しては今申し上げてもどうに

もならないんですが、ひとつ十分に検討してい

ただきたいと思います。 

  この予算の立て方も逆ですよね。この事業が、

皆さんの待っている市民の待っている予算に

3,200万円しかつけないで、効果が出ないもの

に逆に4,044万円となっていますが、これはや

り方が逆です。私から見ればですよ。逆だと思

います。どうか御検討いただきたい。 

  次に、道路改良事業、83ページ、５款５目２

款道路、83ページ市道の舗装補修業務委託料と

いうのがございます。400万円。これは補修事

業ですから、あちこち冬に傷ついたところを穴

埋めしていくんだと思いますが、市道の中に新

設依頼または改良依頼ですね。 

  長年たっていて補修がし切れない道路がある

はずです。そこを毎年補修費かけて何十万円、

何百万円かけて繰り返しをやっているというの

が見られます。課長、ありますね。もう限度が

来ている。やってもやっても毎年補修しなきゃ

ならないという道路が必ずあるんです。そうい

うものに対しては今後どういう計画を立てて改

良事業をやるか。何メートルとか具体的に今計

画があるものを教えていただきたい。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 舗装の問題につきまして

はやはり毎年今の時期、ちょうど雪解け時期か

ら始まりまして雪の始まる前まで歩道、舗装の

補修が行われるということでございます。この

市道舗装補修業務委託、これにつきましては前

は請負という形でやっていたんですけれども、

業務委託としてスピードアップを図る意味から

危険度を把握しまして、その都度その部分につ

きましては応急的にすぐ対応するということで

ございます。 

  舗装についてもう一つ同じ予算の中に道路の

維持管理、維持関係の請負修繕等がございます。

それにつきましてもこれでできない部分につき

ましては大規模的な修繕とか工事請負という形

でしております。 

  27年度予算で特徴的なのは仕様概要、主要事

業の概要にも述べておりまして、14ページに道

路長寿命化事業という事業も新たに設けており

ます。この中の舗装関係でございます。 

  市道横前大福田線という形の舗装補修事業と

いう形ですけれども、これについては補助採択

を受けまして道路ストック総点検による効果促

進事業という形で上がっている事業でございま

す。ですから、この事業を活用しまして大規模

な舗装補修が必要な場合、舗装関係ですね、そ

れにつきましてはこの補助金を使いまして計画

的にやっていきたいと思うわけです。 

  特に、この事業につきましては主要幹線道路

を中心に今までどうしても金額的に張って事業

ができなかった部分についてはこれを割り当て

ていきたい。それから並行的に今申し上げまし
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た市道の舗装補修業務委託、それから道路維持

の修繕、請負工事、これに基づきましてやって

いきたいという形で、これにつきましても計画

的に緊急的なやつについては補修業務委託とい

う形で対応していきたいと考えております。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 今、道路の長寿命化と

いうことで課長から説明があったんですが、14

ページ。この路線だけではないわけですね。舗

装が必要な改装が必要なところはもっといっぱ

いある。新庄市の場合は、どうも凍上災害の申

請がおくれるか少ないか、何か知らんけれども

余り利用されていないように思うんですが、そ

れで今課長どう考えていますか。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 舗装につきましての事業

の進め方、いわゆる財源の確保という形だと思

います。凍上災につきましては災害でございま

して、ことしでいいますとこの雪の状況、気温

の状況によりまして国の基準がございます。そ

の基準に合致した県及び地区が指定されるもの

でございまして、これについては指定されれば

当然それの申請をするという話が建前かと思い

ます。 

  もう一つ、今言われましたが、先ほど御説明

いたしました市道の舗装の道路ストック総点検

につきましては、長寿命化という流れの中でひ

とつ舗装について、これも国からすれば道路の

長寿命化に伴った補助制度という形でございま

して、これにつきましては24年度25年度におき

ましてはともに繰越明許でございますけれども、

舗装の点検を行いまして合致する部分を探して

ございます。それに基づきまして、今後主要幹

線道路について実施したいということでござい

ます。 

  これは、あくまでも補助採択を受けまして補

助事業と社会資本整備総合交付金という形の財

源を確保した上でまずは市道的な道路そのもの

についてやっていきたいと考えています。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） 同じページの道路新設

改良のところの二枚橋線のところの事業。これ

も主要事業の中の15ページに書かれてあります

が、27年度は防雪柵Ｌイコール120メートル。

長年これも続けておいてなかなか完成まで至っ

ていない。開始したり引っ込めたりいろいろ過

去にも出し入れあったんですが、いつの完成を

見込んでいますか。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 泉田二枚橋線につきまし

ては、やはり今回現在進めている箇所につきま

しては２期工事という形でございます。泉田地

区いわゆる往還から始まりまして二枚橋までの

間という形で、今回２期事業分を進めていると

いう形でございます。期間についてはやはり28

年度という形で現在進めてございます。 

  ただし、この部分につきましては先ほども話

が出ました流雪溝の関係がございます。同じ社

会資本整備総合交付金の中の一つのパッケージ

の中に、この泉田二枚橋線の防雪柵の事業その

ものも入っているという形でパッケージの中に

いわゆる雪寒事業が盛り込まれているわけでご

ざいまして、その内示額そのものが少ないとい

う形になりますとどうしてもそれぞれ事業が進

む年度が先延びになってくるということであり

ますけれども、いずれにしましてもやはり総合

交付金につきましての内示額を国に要望しまし

て、雪対策という形で今後とも財源を確保した

形で進めていきたいと考えています。事業その

ものについては、そういう形で多少ずれるとい

うことも御理解願いたいと思います。 

１６番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 
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遠藤敏信委員長 新田道尋委員。 

１６番（新田道尋委員） さかのぼりまして、87

ページですか、８款雪対策費除排雪。ここで毎

年除雪が必ず必要なんですが、除雪のやり方を

見てみますと他の自治体をよく聞くんですが特

に尾花沢だったか大石田ですね、非常に住民か

ら喜ばれている除雪をやっているという報道が

ありました。ということは各人の入り口に雪を

どっさり置かないという方法をとっている。非

常に喜ばれていることは事実。当たり前ですね。

見ても見なくても置かないんですから。やれば

できるんですね。 

  毎年膨大な除雪費を費やしているわけですか

ら、一番困っているのが市民が頭を痛めている

のが雪の問題ですね。ですから、我々も政策提

言の会の第１番目に雪処理の問題を御提案申し

上げておるわけです。 

  私も道路状況をよく見ているんですが、どう

も管理者である者が見ていないんじゃないかと

いう気がするんですね。状況を、余り、パトロ

ールカーってあるんですが、走ってるのに余り

会ったことがない。除雪というのは皆朝早いか

ら早くパトロールしないと状況をつかめないん

ですけれども、どういう指導をなされているか。

その辺もお伺いしたい。それから、私のところ

に来れば轟音立てて除雪に来るので寝ていても

目が覚めるぐらいの大きな音。私は黙って聞い

ています。何でしたかわかる。終わりか。 

遠藤敏信委員長 ただいまから暫時休憩いたしま

す。 

 

     午後２時４６分 休憩 

     午後２時４７分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

７ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美

子。 

遠藤敏信委員長 髙橋富美子委員。 

７ 番（髙橋富美子委員） 103ページ、10款４

項４目図書館費の中の図書館管理運営事業費の

中の修繕費281万6,000円とその下の学校図書館

支援ネットワーク業務委託料770万2,000円につ

いての詳細をお伺いします。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 図書館管理運営事業費の

修繕料につきましては緊急修繕20万円、冷却塔

と配水管の更新ということで223万6,000円、駐

輪場の花壇の修繕として30万3,000円、また車

検の整備ということで７万7,000円を計上して

いるところでございます。 

  また、学校図書館支援ネットワーク業務委託

料につきましては、緊急雇用の事業でございま

すが、学校図書館員が地域コーディネーターに

変更されましたことから、図書館以外の業務を

学校図書室以外の業務も加わっておりまして、

図書室の事業が限定されているということで、

そのため職員２名を雇用いたしまして学校図書

館の整備活用に向けて研修を通してスキルアッ

プしながら学校を回って支援を行う、それとと

もに市立図書館との蔵書の共有化に向けた事業

を行うということでございます。以上です。 

７ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美

子。 

遠藤敏信委員長 髙橋富美子委員。 

７ 番（髙橋富美子委員） わかりました。 

  前々から要望していたというか、ネットワー

ク化ということで連携が密になるということで

２名の方がことしからということを今お伺いし

して、ますます充実した図書館と学校関係と連

携がとれるのではないかなと思っております。 

  続きまして、主要事業概要の中の６ページな

んですけれども、この中で、がん患者用のウイ

ッグ購入助成金とあります。こちらも県の補助

金が半分ありまして市で半分ということが出て
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おりますけれども、これも大変望んでいたこと

でありますけれども、このウイッグ購入費なん

ですが、値段というかさまざま種類もあると思

うんですけれども、大体どれくらいの方、人数

というか、ウイッグ購入ぜひと手を挙げたとき

に何名くらいの方が適用されるものでしょうか。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 26年度より実施している事業

でございます。何人ぐらいということで、この

医療用ウイッグを必要とされる方ということで

県で試算しております各市町村ではこれぐらい

の方が最大必要とするのではないのかなという

数字、新庄市では22名ということで予算化して

おります。以上です。 

７ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美

子。 

遠藤敏信委員長 髙橋富美子委員。 

７ 番（髙橋富美子委員） わかりました。 

  それでは、続きまして主要事業10ページです。

地域特産品のコンシェルジュ育成事業委託料

487万1,000円。こちらも県補助金で緊急雇用と

出ていますけれども、こちらの詳細というか人

件費を含めてだと思うんですが、どのような内

容となるんでしょうか。お伺いします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この事業は、今お話があった

ように地域人づくり事業雇用拡大プロセスとい

うもので、この事業を活用して行うものでござ

います。６次産業化の取り組みを映した農業生

産関連事業ということでいろいろあると思うん

ですが、こうした多種多様な生産者、６次産業

化事業者、製造事業者にとってプラットホーム

になるべく地域に根差した事業とそのスキルを

担った担当者を育成していくということで、予

定としては最上物産協会の自社社員として雇用

を図って新規に農産物分野に着手していくため

の地域特産物のコンシェルジュの育成を図って

いくということでございます。 

  もともと、コンシェルジュというのはフラン

ス語のようでございまして、集合住宅の管理人

という程度の意味しか持たない単語でございま

したが、解釈を広げまして、ホテルの宿泊客の

あらゆる要望や案内に対応する総合世話係、究

極のパーソナルサービス係という職務を担う人

の職名として最近使われるようになってきてい

るようでございます。 

  こういったきめ細かなサービスが注目を集め

て今では観光案内所、駅、百貨店、病院など多

くの業界企業にコンシェルジュという言葉と制

度が広がっているようでございまして、物産課

の中において農産物についてそういった詳しい

案内、説明、要望に応えられるような自社社員

を育成していくという事業でございます。 

７ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美

子。 

遠藤敏信委員長 髙橋富美子委員。 

７ 番（髙橋富美子委員） わかりました。 

  コンシェルジュで、さまざまな分野で私も耳

にするんですけれども、やはり研修とか行かれ

ましてすばらしいスキルを身につけてこちらの

事業の６次産業化の拡大につなげていくという

ことで解釈してよろしいんでしょうか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 そのようなことで解釈お願い

したいと思います。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分休憩いたしま

す。 

 

     午後２時５５分 休憩 

     午後３時０５分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

７ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美
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子。 

遠藤敏信委員長 髙橋富美子委員。 

７ 番（髙橋富美子委員） それでは主要事業概

要９ページ、防災対策推進事業、ただいま４年

前の東日本大震災のことを思い浮かべたところ

でしたけれども、その中で総事業費が1,173万

1,000円で自主防災組織育成補助事業補助金、

ことしもまた230万円ついております。 

  本市は山形県内の中でも組織率の低下という

ことでいつも新庄市は上がっていると思うんで

すが、現在自主防災組織率というか、去年１年

間でどのくらいの町内の方が組織を確立できた

か。また、今年度どのくらいの方が自主防災に

備えての組織づくりをしようとしているか、わ

かる範囲でお願いしたいと思います。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 自主防災組織の組織率としま

しては36.4％という数字で現在動いております。

来年度につきましては見込みとして４町内でこ

ちらに相談に来ているというところも含めまし

て、内容につきましては新規で10地区、20万円

の補助金、それから既存で補助金の該当を受け

なかったところから補助金の要請があった場合

ですと10万円ということで、230万の計上をさ

せていただいております。 

  平成26年度ですけれども、６地区程度という

ことで結成されているという経過がございます。

以上です。 

７ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美

子。 

遠藤敏信委員長 髙橋富美子委員。 

７ 番（髙橋富美子委員） 36.4％までアップし

たということですけれども、やはり災害はいつ

起こるかわかりませんし、もっと組織率の向上

に向けていかなければならないと思います。 

  私もワークショップとかフィールドワークに

参加させてもらったんですけれども、やはりそ

ういうフィールドワークとかもっと地域に拡大

していかないとなかなか組織率の向上には結び

ついていかないんじゃないかと考えております。

そこで、市でもそういう組織率の向上に向けて

出前講座とかでよく伺うんですけれども、その

ほかに何か組織率の向上に向けた取り組みがあ

ればお伺いしたいと思います。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 組織されていない町内会に対

しての啓蒙と周知ということでの御質問と思い

ますが、これまで委員おっしゃいましたように

出前講座、区長協議会の総会での説明とかこれ

まで行ってきております。区長さん方、環境課

にさまざまな用件でおいでになるときがありま

すので、そういうときも防災に対する考え方を

出前講座を開いていただいてということでお願

いしている経過がございます。 

  さらに、平成27年度から総合政策課という範

疇にはなりますが、地域リーダー講習会という

ことでさらに進めるという話をしておりますの

で、そちらでこれまで結成されていないところ

あるいは結成されたところでもなお充実したい

ということで進めたいと考えております。 

７ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美

子。 

遠藤敏信委員長 髙橋富美子委員。 

７ 番（髙橋富美子委員） よろしくお願いしま

す。 

  もう１点だけですけれども、事業内容の中で

災害用備蓄用毛布とか非常食、さまざまこちら

出ておりますけれども、まだまだ少ないと思い

ます。自助・共助・公助といつも言われまして、

自分の身は自分で守るそれは当然のことなので

すけれども、まだまだ少ないような気がします

けれども、今後どのように備蓄用品とか考えら

れているんでしょうか。お伺いします。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 
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遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 おっしゃいましたように、自

助・共助・公助という考え方で防災対応という

考え方があります。今、市民の方にお願いして

いるというのは、３日間程度の食料品であると

か衛生品であるとか、そういうものは自助の範

囲の中で用意をしていただいて避難をしていた

だきたいということでございます。 

  ここに書き上げている毛布とかそういうもの

につきましては、一括集中しておきながら必要

なときに集中して活用するということでありま

して、年次を追って備品類については備えてい

きたいと考えているところでございます。以上

です。 

７ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美

子。 

遠藤敏信委員長 髙橋富美子委員。 

７ 番（髙橋富美子委員） ぜひ整備を進めてい

ただきたいと思います。やはり、災害はいつや

ってくるかわからない。そういう時代に備えて

本当に命と暮らしを守るために備えあれば憂い

なしとありますので、しっかり防災、さまざま

な災害に向けてしっかりと準備をしてまいりた

いと思っておりますので、どうかよろしくお願

いします。以上で終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございますか。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） 48ページ、３款民生費

社会福祉総務費、下から民生委員児童委員活動

事業費とございますけれども、さきに一般質問

させていただきましたときに市内において民生

委員の不在箇所があると私指摘しまして質問さ

せていただきましたときに、２カ所ありますと。

災害ばかりでなくてふだんの日常生活の中でひ

とり暮らし独居老人、あるいは体の不自由な方、

なかなか施設等に入れないでいらっしゃる。そ

れを巡回してくれたり声をかけてもらう、市民

の安全、命を守る立場の応援をしてくださる民

生委員の不在。これは解消されたのでしょうか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 民生委員、

定数81名のうち、２地区不在の民生委員の地区

がございましたけれども、１地区につきまして

は解消いたしまして、残り１地区ということに

なってございます。これにつきましては区長で

ありますとか前の民生委員に当たりまして地区

内で選出していただきたいということをお願い

しているところでございます。以上です。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） 再三にわたって委員長

から一般質問にならないようにということであ

りますので、予算化してございますので、ぜひ

早急に対策してその解消に努めていただきたい

と思います。 

  続きまして、先ほどの佐藤卓也委員の話とダ

ブってしまう可能性があるんですけれども、御

了解いただきまして質問に答えていただきたい

と思います。 

  80ページ、７款商工費主要事業概要の中にも

ございますが、12ページ、都市と田舎交流促進

事業。これも何回か質問させていただきまして

これの進捗状況どうなんだという話を再三して

いますけれども、先ほどの佐藤委員の質問に対

しましても積極果敢的にやっていると御答弁あ

りましたけれども、私どもから見ますと数値が

見えてこないんです。 

  さっき課長が仙台の中学生をホームステイと

いう形の中で約40名すると。前に課長にお話し

したときには組織化していく、山屋の地区の中

で関心の高い方が多いので山屋地区を中心にし

てやっていく。それで山屋のセミナーハウス等
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も活用して宿泊施設をとっていきたいと答えて

いただいたんですけれども、どこまで、どのく

らいの農家民宿に興味を持たれる方がどのくら

いおられて、いつごろになったら組織化されて

具体的にステイとは言わないですけれども客を

招致できるまでいくのか。その辺の目標数値、

目標時期等を教えていただかないと、毎年予算

化していくんですけれども、結局消化し切れな

いでいく。いつごろまでこういう事業をやって

いくのかという点を教えていただければと思い

ます。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 農家民宿の件でござい

ますけれども、特に先ほども申しましたように

山屋地区の方が集落的には興味を持っておられ

る方がたくさんおられるということで、今足を

運びながら話を進めているところでございます。 

  前にも申しましたが、飯豊町に、夫婦で対応

しないとならないわけですので、夫婦で実際に

農家民泊をして体験をしてきたという方々もお

ります。２組だったんですけれども、その方々

を含めますと、そういう意向をある程度持って

いるという方は五、六軒の方は今いらっしゃる

と考えております。 

  それとやはり山屋セミナーのほうもまだ大事

だという地区としての考え方もあるようでござ

いまして、セミナーハウスの運営と民泊と一緒

になっている部分がございまして、何といいま

すか、足を運んで話を聞きながらぜひ資格とい

いますか、民宿としての許可をとっていただき

たいとお願いしているところでございます。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） 最初、農家民泊の話を

一番最初に私が一般質問させてもらったのは、

新庄まつりにかけてしたという記憶があります。

滝川クリステルのおもてなしという心の中で東

京オリンピックの招致ができたと。そういう気

持ちで、新庄まつりに来てください、ただ泊ま

るところがありませんでは不親切でしょうとい

う話。 

  ですから、別にイベントにこだわらず、新庄

まつり260年やるわけですよ、ことし。大イベ

ントとして。市長がこの間行政報告の中で話し

されたように。その中で近隣に泊まるという、

それはそれで結構なんですけれども、やはり新

庄まつりで新庄に泊めて、前にもお話ししまし

たけれども、経済効果は宿泊なんですよ。宿泊

させることで経済効果はどんと違ってきますか

ら、そういう方向でもっと、急ぎませんか。も

う少し急ぎませんか、そういうもの、宿泊施設、

民泊もそうですけれども、セミナーハウスは今

活用できますよね。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 山屋セミナーハウスも

祭りの時期になりますとさまざまな団体さん、

市の関係もございまして満杯状態でございます

ので、山屋地区の方々に相談しますと祭りのと

きはセミナーハウスのほうに手をとられるので

個々の農家民宿というか、そういう形では人が

足りなくなるという話もされております。 

  ただ、おっしゃるとおり祭りのときに限らず

宿泊施設ということで農家民宿というのは大変

有効だと思っておりますので、例えば前の一般

質問でも提案があったかと思いますけれども、

いものこマラソンの方々を泊めるとかあるいは

仙台の中学生をホームステイさせるとか、そう

いうことを練習といいますか、体験しながら少

しずつ実際の許可をとるような人をふやしてい

くということで今相談をしているところでござ

います。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） これ以上申し上げます
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と一般質問になりますので、そういう対応をし

ているんだということを知らしめなきゃいけま

せんし、ある程度数値で見えないと。やります

やりますと、それはわかりますけれども、こう

いうふうにしました、こういうふうになりまし

たという報告がなるべく早くできればよろしい

かと思います。 

  関連しまして、主要事業のその隣に、13ペー

ジ、新庄まつり振興事業、予算書でいいますと

78ページ、商工費の中の新庄まつり実行委員負

担金2,968万3,000円。この中で概要の中にも書

いてありますけれども、うち新庄まつり260年

記念事業分1,000万円。これ、1,000万円ふやし

たという解釈でよろしいですか。去年と比べて。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 新庄まつり実行委員会

負担金は2,968万3,000円で計上させていただい

ております。26年度は1,564万円でございます。

26年度の1,564万円には260年に向けました100

万円もございますので、通常ベースでいきます

と1,464万円というベースでございます。それ

に今年度は260年ということの節目の年という

ことで1,000万円を増額しております。 

  そのほか500万円ほどにつきましては、まつ

り委員会が主体としていましたけれども、新庄

市でもテレビのコマーシャルとかチラシとかポ

スターというのは新庄市の一般会計の予算で組

んでおった部分が500万円ほどございまして、

実行委員会ですので、それらを全て実行委員会

の予算にするということで260年の記念事業の

1,000万円も含めました2,968万3,000円を計上

したところでございます。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） 意地の悪い質問させて

もらいます。1,000万円の根拠は。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 260年の記念事業につ

きましては、記念事業の委員会を構成しまして

計画を練っております。委員の構成としまして

は祭りを実際にする３団体、事務局を担当して

おります商工会議所、市、それから観光協会の

３団体の６団体で副会長、事務局長レベルの人

方を構成員としまして検討してまいりました。

どういった事業をするかということでいろいろ

話し合ったわけですけれども、一応２つの事業

をするということで考えております。 

  一つはちびっ子山車ということでプレイベン

ト的に子供たちの山車、神輿とか保育所、幼稚

園も含めましてやる事業が１つ。 

  もう一つは夜間運行を25日、２日目の夜もや

ることで考えております。夜は宵まつりという

ことで２日目は宵行列と一緒になって10時くら

いから回って３時くらいで解散するわけですけ

れども、もう一度駅前通りからアビエス等にか

けて夜間運行するということで山車連盟からの

提案でございまして、全20山車が全て回るとい

うことでございます。アビエスにも入ってきま

して、観覧席を設けますので、その収入も差っ

引いて２つ合わせて1,000万円ということで計

上しています。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） 残念です。全く残念で

す。課長の答弁に残念な思い。期待したのは20

台の山車に１台50万円ずつと、それで1,000万

円という答えが出てきたらうれしいなと思った

んですけれども、そうではないわけですね。 

  それで、正直な話をお尋ねしますけれども、

この前山車つくって、総務やっていらっしゃる

方、責任者ですけれども、その方としゃべる機

会があったときに、いいですか、課長、課長、

金がない、ものがない、山車をつくる人が、引

っ張る人がいない。ないない尽くしの新庄まつ
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りの山車なんだよとその人は言ったんです。 

  今回、今までですと山車製作に対して負担町

内に27万円ぐらいですね、助成がおりていくの

は。今回、1,000万円の増額をすることによっ

て各町内の山車製作にどのくらいのお金がおり

ていくのか教えていただけますか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 先ほど申しました夜間

運行につきましては、内訳、先ほど２つ言いま

したけれども、予算上の積算といたしましては

ちびっ子山車分としては75万円。残りの山車運

行については925万円となるわけですけれども、

先ほど申しましたように観覧席の収入もあるわ

けでございますので、屋台１台につき50万円を

交付すると考えております。 

  これ、20台ありますから、これだけで1,000

万円になるわけですけれども、事業費としまし

てはトータルで山車運行だけで1,400万円ぐら

いあるわけです。それから観覧席の収入等も差

し引きますと925万円ということでございまし

て山車には25日と夜間運行分で１台につき50万

円行くということでございますので、そういう

意味で山車の製作経費にも回していただけるの

ではないかと考えています。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） 確認させてもらいます。

今までだと二十六、七万円くらいのお金が町内

に行ったわけです。今までの。ことしの1,000

万円についてはプラス50万円という解釈なんで

すか。それともそうではなく総トータルで50万

円という解釈なんですか。ちょっと今わからな

い。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 260年記念事業として

今年度50万円上乗せでございます。（「上乗せ、

80万円なの」の声あり） 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） 済みません。本当に課

長確認しますよ。これは各町内で、沼澤委員も

最後の一般質問で新庄まつりすごく懸念されて

質問されたわけですから、26年度事業で上乗せ

で50万円ね。前行っている分で大体二十六、七

万円行っていますので、七十六、七万円、約80

万円ぐらいの助成がされるということでいいん

ですか。確認です。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 そのとおりでございま

して、合わせますとそういう形になるというこ

とでございます。これは250年の記念事業のと

きもやった額と同じように50万円を上乗せとい

うことでございます。 

４ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

遠藤敏信委員長 佐藤義一委員。 

４ 番（佐藤義一委員） 市の執行部の英断に感

謝して質問を終わります。 

 

 

散      会 

 

 

遠藤敏信委員長 以上をもちまして本日の審査を

終了したいと思います。 

  次の予算特別委員会は、あす12日木曜日午前

10時より再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  どうも御苦労さまでございました。 

 

     午後３時２８分 散会 
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予算特別委員会記録（第３号） 

 

 

平成２７年３月１２日 木曜日 午前１０時００分開議 

委員長 遠 藤 敏 信     副委員長 石 川 正 志 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   石  川  正  志  委員     ４番   佐  藤  義  一  委員 

  ５番   奥  山  省  三  委員     ６番   沼  澤  恵  一  委員 

  ７番   髙  橋  富 美 子  委員     ８番   佐  藤  卓  也  委員 

  ９番   小  嶋  冨  弥  委員    １０番   清  水  清  秋  委員 

 １１番   小  関     淳  委員    １２番   遠  藤  敏  信  委員 

 １３番   下  山  准  一  委員    １４番   平  向  岩  雄  委員 

 １５番   小  野  周  一  委員    １６番   新  田  道  尋  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 主 査 白 谷 美津留 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第２６号平成２７年度新庄市一般会計予算 
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開      議 

 

 

遠藤敏信委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  これより、３月11日に引き続き予算特別委員

会を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、３月11日にも申し

上げましたが、再度確認のため、審査及び本委

員会の進行に関しての主な留意点を申し上げま

す。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。 

  質疑は、答弁を含め１人30分以内といたしま

す。 

  質問の際は、必ずページ数、款項目、事業名

などを具体的に示してから質問されるようお願

いいたします。 

  また、会議規則第116条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について、

特段の御理解と御協力をお願いいたしまして、

これより審査に入ります。 

 

 

議案第２６号平成２７年度新庄市

一般会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 初日の審査に引き続き、議案第

26号平成27年度新庄市一般会計予算を議題とい

たします。 

  それでは、一般会計の歳出について質疑あり

ませんか。 

１１番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

１１番（小関 淳委員） おはようございます。 

  それでは、当たり前の質問をしていきたいと

思います。 

  ２款１項総務費総務管理費の33ページ、目は

厚生費のところでございます。職員厚生事業費

503万4,000円とありますが、この中に健康診断

業務委託料等々が載っていますが、職員のメン

タルヘルス的なところは充実しているんでしょ

うか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 おはようございます。 

  厚生事業費のほうでは、ただいま御指摘いた

だいたとおり、健康診断等についての経費を計

上させていただいておりますが、メンタルヘル

ス関係については、主にそのメンタルヘルスに

関する職員の周知という面に重点を置いていま

して、研修費のほうにメンタルヘルスのための

研修経費を置かせていただいております。それ

で、年に必ず１度は研修を行うという格好で行

っておるところでございます。 

１１番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

１１番（小関 淳委員） 市役所の中の構造とい

うか、そういうものも正職員、非正規、嘱託、

日々雇用、いろんな職員の方々がいらっしゃる

わけですから、非常にその辺は気を使っていた

だいて、精神面の健康を守っていただければと

思います。 

  次に、その上になります、職員研修事業費

221万2,000円とあります。きのう伊藤 操委員

からも質問がありましたので、それについては

いいんですが、職員の法令を守る、法を守る、

コンプライアンスという観点についての研修な

どは充実させていますか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 
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野崎 勉総務課長 法令文書につきましての研修

の問いだと思いますので、法制執務関係で研修

をさせていただいております。その面では、そ

の法制執務、コンプライアンスのもともとの土

台になるのが、その法制、法律もしくは条例に

対する理解であろうというふうに思っておりま

すので、基本的にはその法制執務上の課題整理

としてその研修を行ってございます。 

  主に、千葉の幕張にございます市町村アカデ

ミーでございましたり、県の研修所、もしくは

東北自治研修所、そういったところへの派遣研

修として実施させていただいております。 

１１番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

１１番（小関 淳委員） そういう研修も充実さ

せていただきたいんですが、職員一人一人の法

令を守るという意識、そういうことを充実させ

る、そういう研修はなさっているかという確認

です。もう一度。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 法制執務というよりは、その

コンプライアンス自体の研修はどうだというふ

うなお話であろうというふうに思いますが、コ

ンプライアンスにつきましては、特段そういっ

たテーマを設けて特に研修ということはやって

ございませんが、定例の課長会議等でそのコン

プライアンス等については、その周知徹底を時

あるごとに各課長を通じて全職員に行っている

ところでございますが、なお、体系的なその研

修のあり方については、来年度検討させていた

だきたいというふうに思います。 

１１番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

１１番（小関 淳委員） 去年よりも予算は減っ

ているということですけれども、金額の多寡で

はないということだと思いますけれども、職員

一人一人が地方公務員法第30条・33条をしっか

り常に心にとめておいて、そこから外れないよ

うな職員を養成していただきたいと思いますが、

いかがですか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 もちろん地方公務員として法

令遵守というのは基本的な持つべき素質であろ

うというふうに思っています。そういった面で

は、体系的にどのような研修のあり方がいいの

か、もう少し研究・検討させていただければと

いうふうに思います。 

１１番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

１１番（小関 淳委員） ぜひ有効な研修をして

いただいて、市民の福祉向上に努めていただき

たいと思います。 

  次に、77ページ、７款１項３目のところから

いきますか。観光振興対策事業費１億1,209万

2,000円とあります。これは、この予算の中で

は主にどこに比重を置いてやっているというこ

とでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 観光振興ということで

ございますので、新庄市の観光を通してＰＲも

含めて事業展開していくというところでござい

まして、一番はやはり新庄まつり、これは市と

しての一番の事業というふうなことで考えてお

ります。 

  そのほかも、人的な交流人口が拡大するよう

な事業としてさまざまなイベントとかＰＲを含

めてやる事業ということで計上しているところ

でございます。 

１１番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

１１番（小関 淳委員） 観光全体ということで

予算化しているという認識でよろしいですね。 

  私は、新庄まつりをもっともっと、市民の祭
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り、さらには最上郡内、山形県内、東北、それ

を代表する祭りに仕上げていっていただきたい

と思うんですが、バランスよく全体的に新庄全

体を俯瞰して観光振興対策事業費という名前に

ふさわしい予算にしていただきたいと思います。 

  その上にあります、目が違いますが、商工振

興費の中のちょうど真ん中、77ページの真ん中

に説明が書いてあります。商業地域空き店舗等

出店支援事業費補助金50万円となっていますが、

これについては、この金額でいいのかなという

ふうな、少し消極的な数字のように思いますが、

これの中身というか、この根拠というか、数字

の。それを教えてください。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 この補助事業につきま

しては、空き店舗を活用するときの店舗の改装

費とか広告宣伝費ということで対象にするとい

うことで、要項を定めておりまして、補助率３

分の１、上限を一応50万ということで定めてい

る要項がございます。 

  26年度につきましても、当初予算から50万ず

つ、ちょうど空き店舗の活用が図られましたの

で、補正のたびに５件分を計上させていただき

ました。 

  27年度の当初予算では、話はございますけれ

ども、この事業は決まったというものはござい

ません。まだ当初予算でございますので、まず

は１件を該当させたいということで、１件分の

上限の50万を計上させていただいたということ

でございます。 

１１番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

１１番（小関 淳委員） わかりました。まず、

とりあえずという数字ではないかと判断しまし

た。ぜひ、中心商店街というか商店街というか、

あそこのエリアというのは、駅前の十字路の通

りから中の川の橋まで全て建物がなくなってい

る状態なんですよね。そういうことも含めて、

来年度はいろんなことを、あのエリアのことを

考えていただきたいと切にお願いします。 

  それで、次に移りたいと思います。 

  79ページ、同じ款項目です。それの観光基盤

整備事業費というところでございます。これに

ついては142万6,000円という数字がありますが、

市長の施政方針など、いろいろな答弁の中で、

交流人口の拡大というところを、そこに重きを

置いて市政を進めていきたいというふうなこと

がありますが、その中に観光というところをか

なり強目におっしゃっていたかと思います。 

  それにしては、観光の基盤整備事業費142万

6,000円というのはどうなのかなと思うわけで

す。きのうも質疑の中で農家民宿とかそういう

話にもなっていました。やはり新庄全体、新庄

全域を捉えながら観光基盤整備事業を進めてい

かなくてはならないと思いますが、その辺はど

のように考えますか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 御指摘のとおり、観光

の基盤となる名勝とかですね、そういったとこ

ろを整備していくということは重要なことかと

思います。 

  ただ、今のところ、じゃあ具体的にどこをと

いうことになりますと、なかなか、例えば最上

公園を整備していくとか、そういうことになり

ますと非常な事業もかかりますし、相当の下か

ら積み上げた計画も必要になってきます。 

  それはそれとして考えなければならないとは

思いますけれども、今現在は、エコロジーガー

デンとか、それから最上川という資源、あるい

は雪といったところで対応しながら、ここには

計上してはございませんが、そういった過去か

ら引き継がれている文化、遺産、そういったも

のを取り組みながら進めていきたいというふう

に考えております。 
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１１番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

１１番（小関 淳委員） 観光の基盤の整備につ

いては非常に重要であるということは認識して

らっしゃるわけですね。ぜひですね、交流人口

を観光によってふやすという大看板を掲げてい

らっしゃるんでしたら、本気で整備を進めてい

ただきたいなと。 

  といいますのは、やはり観光地に行って興ざ

めをする観光地もあるわけです。それはどうい

うところで興ざめをするのかなというと、そこ

の観光地の周辺になってくると、先ほど課長も

名勝と言っていましたけれども、名勝の近くに

なってくると、名勝はきれいなんですよ、しか

し名勝手前の１キロ、２キロあたりに廃棄物が

山積みになっていたりするのをよく見かけるわ

けですよね。せっかくエコロジーガーデン関連

で、大学の、よそからの目の、大学生も入れて

何か事業をやるわけですから、それで「ランド

スケープ」という言葉もお使いになっているわ

けですから、エコロジーガーデン周辺だけでな

く、新庄全体を見ていただいて、いろいろなこ

とを総合的にメークして組み立てていただくと

いうか、そういう気持ちも持ってほしいと思い

ます。 

  それはそれとして、次に行きたいと思います。 

  107ページ、10款４項の社会体育費、ちょっ

と説明は上のほうにありますけれども、スポー

ツ指導員報酬、これはどういう報酬なのか。人

員、指導種目、あとは目的等々を教えていただ

けますでしょうか。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 スポーツ指導員につきま

しては、県縦断駅伝新庄最上チームの強化対策

事業として配属されますスポーツ指導員に対す

る報酬を計上したものでございます。 

  対策事業費から人件費の半分相当額が市町村

に交付される仕組みでありまして、現在のとこ

ろ２名を予定しておりまして、そのうち１名、

新庄市に配属する予定でございます。もう一名

については、舟形町の教育委員会に配属する予

定で予算計上しております。 

１１番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

１１番（小関 淳委員） わかりました。ぜひ駅

伝も頑張っていたただきたいと思います。 

  それでは、最後に、108ページ、10款４項12

目体育施設費の中での質問です。ずっとこれに

ついては質問をさせていただいていますので、

慣習化しているみたいになっていますけれども、

市民スキー場管理運営費4,057万3,000円とあり

ますが、その下、修繕料も981万、約1,000万円

ほどの予算が計上されています。 

  今シーズンはまだ終わってないのかな。どれ

ぐらいの利用者があったか、使用料はどれぐら

い、今の時点で結構ですので、教えていただけ

ますか。それと修繕料については、どういう修

繕か、お願いします。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 スキー場の今シーズンの

使用料については、470万弱といったところで

報告をいただいております。なお、３月１日が

最終営業でしたので、今シーズンは終わってお

ります。 

  ただ、利用者の人数については、ちょっと集

計上、手元にございませんので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  また、27年度予算の修繕料につきましては、

主動力機能、プロペラシャフト修繕ということ

で、これが一番大きくて790万ほどの予算にな

っておりますが、そのほか、滑車部のゴムライ

ナー、振動測定検査ということで予算計上して

おります。そのほか、緊急修繕50万ということ

で、981万という要求にしております。 
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  よろしくお願いします。 

１１番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

１１番（小関 淳委員） わかりました。 

  実は、東北索道協会の速報という資料が手に

入って、県内の重立ったスキー場、あとは山形

県に近い秋田のスキー場のリフトの利用者数の

数字が手に入りました。これを見てみますと、

私が今まで予算委員会等々で繰り返してきた思

いを考え改めなければならないという数字が出

ております。 

  神室スキー場、郡内では赤倉温泉スキー場と

市民スキー場と３つありますが、リフトの利用

者数からいうと非常に善戦していると。委託さ

れた側、委託側の努力というのが非常に見えて

きます。県内でも苦戦しているところはかなり

多いですけれども、新庄市民スキー場に関して

は非常に数字がいいということですが、修繕費

のことも、先ほど申し上げましたように、これ

からどんどん経年劣化してくるはずでございま

す。多くの修繕費がこれからかさんでいくと思

います。運営的には非常に善戦しているという

ことがわかりましたので、修繕費と、あと今後

のスキー人口等々の推移なども考えて、将来的

なコストも考えて、この先のことを進めていっ

ていただければと思います。いかがでしょうか。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 スキー場の修繕費につき

ましては、通常ですと壊れたら直すということ

でやっておりますが、人命等の考慮もあります

ので、壊れる前に定期的にやっている、定期的

に計画的に進めているということもございます。

それで、ほかのところよりも、だめにならない

うちに手を打っているということで御理解いた

だきたいと思います。 

  また、スキー人口ということでございました

が、最近はスノーボードが大分多くなっており

まして、それでも県内の他市から見れば善戦と

いうことでうれしくは思っておりますが、こち

らのほうで、スキーリフト乗り人数に対して貢

献しているのが小学校のスキー授業かと思って

おります。委員の質問に対して何度もお答えし

ておりますが、非常に緩やかなスキー場で、私

もスキー授業については講師として行ったこと

がございますが、初めてスキーを履いた子でも、

もう１回乗れば転ばずにおりてこられるような

緩やかな斜度で、結構楽しめてスキー授業をや

っているものと思っております。そうしたこと

が将来的にはスキーやってみたいなという継続

性が上がってスキー人口をふやすものとも考え

ておりますので、今後とも、リフト、だめにな

らないうちに早目の修繕をしながらスキー人口

をふやすために努力してまいりたいと思います。 

１１番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

遠藤敏信委員長 小関 淳委員。 

１１番（小関 淳委員） その辺のあんばいをし

っかり見きわめながら進めていっていただけれ

ばと思います。 

  今まで質問をしてまいりましたが、数字はや

っぱり、数字自体が物を言うことはないと思う

んです。しかし、その数字というのは、数字を

組み上げる人の信念とか信条とか、そういうも

のが出てきますよね。あるいは心根というか、

そういうものも数字には出てくるというのが予

算だと思います。ぜひ、新庄市民のことを考え

て、一生懸命予算化をして事業を進めていただ

きたいと思います。終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） おはようございます。 

  それでは、私のほうから、70ページの農林水

産業費の農業振興費の戦略的園芸産地拡大支援

事業。次に、93ページの教育費の中の目３の教

育指導費の中で、いじめ問題対策協議会。次に、
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106ページの、これも教育費のほうで、社会教

育費、目のわくわく新庄工事請負費について。

次に、107ページ、これもまた教育費の中で、

目11の社会体育費のほうの国際親善ソフトボー

ルと東日本の軟式野球大会について。この４点

についてお聞きいたします。 

  それでは、まず初めに70ページの農林水産業、

農業費の目、農業振興費、戦略的園芸産地拡大

支援事業費の補助金652万円ですか、この予算

について少し詳しくお聞きしたいと思いますの

で、お願いいたします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 おはようございます。 

  この事業につきましては、次期農林水産業の

元気再生戦略に基づいて、園芸産出額のさらな

る拡大と地域の園芸振興をリードする競争力の

高い経営体を育成するということでの県の事業

でございます。 

  内容としましては、当初予算に計上させてい

ただいたのは、にら生産部会の動力噴霧器です

とか、あるいはアグリロードという組織ですが、

このサトイモの掘り取り機、けば取り機、トル

コギキョウのハウス、ストックのハウス、トマ

トのハウスなどで、総事業費として650万ほど

予算を計上させていただきました。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） これ、県のほうでも非

常に力の入れている事業とお聞きいたしました

が、これ、地域重点プロジェクトですか、そん

な中で、この最上地域というところに、最上伝

承野菜など、このようなものが取り上げなけれ

ばいけないということでございますが、最上伝

承野菜の中で、最上地区に、この新庄市に代表

されるというか、これに含まれている野菜など

は幾らぐらいあるのでしょうか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 当地における伝承野菜としま

しては、畑地区にある畑なすですとか、野中地

区の金持ち豆とか、こういったものが伝承野菜

に分類されるものでございます。そういった作

物に対して取り組む場合にもこれは対象になり

ますが、市としては、方向性としては、いわゆ

る産地を形成していくと、産地をブランド化し

ていくという意味で、ある程度振興品目を絞っ

てですね、12分の１のかさ上げをさせてもらっ

ているところでございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） この伝承野菜でござい

ますけれども、例えばこれを審査とか、販売実

績とかそういうものが審査の対象になるとか、

そういうことでなくて、昔から引き継がれてい

る、そんな野菜とかそういうものをエリアにこ

れからも入れていくというようなことはできな

いのでしょうか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 県の３分の１の助成につきま

しては、いわゆる目標とする販売額1,000万以

上の農家をつくっていくと、生産規模について

は所得額が1.2倍になるような取り組みを目標

として掲げてやっていただくというふうなのが

基準となっております。 

  市のかさ上げにつきましては、ただいま申し

上げましたように、重点振興品目として12品目

ほど指定して限定して市のかさ上げをさせても

らっているところでありまして、その辺の伝承

野菜も別の形での生産振興というふうなソフト

的な事業もございますし、その辺の動向を見な

がらですね、さらに市全域として取り組む品目

ということで、各ＪＡ等の意見を聞きながら、

その辺は動向を注視していきたいなと思ってお

ります。以上です。 
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１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） よくわかりました。市

内でもやはり、小月野とか月岡、梅ケ﨑方面で、

セリですね、セリがずっと以前から伝承野菜と

してつくられているということでございまして、

一時はちょっとやめた人も今はつくっていて、

二、三人セリに専念しているということでござ

いまして、あそこは水もよく非常にセリがおい

しいということで、今こうやって栽培している

人たちは伝承野菜に取り上げていただきたいな

と、このように思っていると言う人もおります。

そんなわけで、これはさまざま基準があるのか

なということをお聞きしましたが、これ、基準

とかそういうものはなくて、農家の人たちが市

との窓口に相談ということをしたいと言ってお

りますので、これはひとつぜひ取り上げていた

だきたいなと、このように思うところでござい

ます。お願いします。 

  次に入りたいと思います。 

  それから、93ページの教育費の中で、教育指

導費の中でいじめ問題でございます。 

  川崎市の多摩川河川敷で中学１年生の男子生

徒が殺害された事件で今、毎日のように報道さ

れて、心を痛めている人が本当に多いと思いま

すが、あのとき先生が、あのとき学校が、あの

とき親が、あのとき地域がなどと言われており、

最後にはうやむやになってしまって、被害者も

加害者も本当に不幸に落ちて泣かなければなら

ないという羽目になると、そんなことが目に見

えております。 

  我が新庄市の教育指導、いじめ問題対策はど

うなっているのか、ひとつお聞かせください。 

長谷部 薫学校教育課長 委員長、長谷部 薫。 

遠藤敏信委員長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 新庄市のいじめ問題に

ついての取り組みについてですが、川崎市の事

件については大変当市としても重く受けとめて

おりまして、理由のわからない７日以上の登校

していない児童生徒と、それから児童生徒に身

体及び財産上の被害を与えるような団体等との

かかわりがないかどうかにつきましては、全て

調査をしたところ、該当ないということで今現

在把握をしているところでございます。 

  また、先ほど御質問ありました、いじめ問題

対策連絡協議会につきましては、条例で認めて

いただきました規定にのっとりまして、来年度、

５月と１月に連絡協議会を開くことにしており

まして、そこには、学校の教職員、ＰＴＡの代

表の方、それから人権擁護委員の方、それから

警察から市の関係職員等を含めまして15名以内

で委員会を立ち上げまして、市のいじめ問題の

防止については取り組んでいくところを考えて

おります。 

  そのほかにも、その協議会の対応等について

審議していただく専門委員会の開催や、各学校

につきましては、いじめアンケートや教育相談、

それから授業の中やさまざまなかかわりを通し

まして、子供たちの心を育てて、いじめの未然

防止について取り組むところを行っているとこ

ろでございます。 

  また、今年度、生徒会・児童会の取り組みも

進んでおりまして、中学校におきましては、生

徒会が中心になっていじめをしないような会議

を設けたりとか、あと小中一貫教育の視点に立

ちまして、小学校と中学校の児童生徒がそれぞ

れ、いじめをしないための取り組みとしてどの

ようなことができるかということを相談してい

るという事例もございまして、そういうところ

を広げていきたいと思います。 

  なお、市民につきましては、毎年11月の第２

日曜日に行われます教育の日を活用させていた

だきまして、いじめ防止についても広く啓蒙を

図っていくところでございます。以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 
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１８番（森 儀一委員） どうもありがとうござ

います。 

  これから卒業シーズンですか、それから春休

みですね、それから県内初の小中一貫教育校の

萩野学園の開校など、教育現場ではもう本当に

慌ただしくなると思いますが、15人体制ですか、

頑張っているということでございますので、こ

れは大変いいことだなと思っているところでご

ざいます。萩野小の閉校式でも、最後に６年生

の生徒が「児童は少なかったけど、思い出は宝

物です。学んだことを忘れず、新しい仲間と頑

張りたい」と、このように言っております。ぜ

ひ、この夢と希望に満ちあふれた子供たちに、

当市がかつて全国的に話題になった苦い経験が

あるので、二度と起こらないようなことを願っ

ているところでございます。 

  次に、それでは３番目の106ページ、款、教

育費の社会教育費の目10のわくわく新庄のわく

わく新庄運営事業費の工事請負費3,800万円ほ

どでございますけれども、これは太陽光発電設

置というふうに聞いておりますが、２年ほど前

から、あの造成地に火力の強いプロパンガスを

設置していただきたいという多くの利用者、団

体者の声が市にもおおむね届いて了解している

ということを聞きましたが、これらの工事など

もこの予算の中にも入っているのかもお聞きし

たいと思いますので、どうでしょう。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 来年度の予算で要求して

いる3,800万円につきましては、太陽光発電、

再生可能エネルギーの設置工事の費用になりま

す。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） プロパンガスのほうは

入っていない。今何て言ったんだ。入ってる、

入ってない。入っていない。はい、わかりまし

た。 

  これは、市内、学区でも最大の避難所にも指

定されておると思いますので、火力の強いプロ

パンガス設置なども必要かと思いますので、こ

れも後に検討していただきたいなと、このよう

に思いますので、どうですか。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 確かに有効な避難所の一

つとして認識しているところでございます。た

だ、大規模な調理については、近くに日新小学

校もございます。ただ、あそこのわくわく新庄

の調理設備については、以前から御指摘されて

いるのはわかっておりますので、今、簡易的な

調理室の検討を行っているところであります。

今ついておりますＩＨですと、非常に火力が弱

いということで、２階の水屋になりますが、そ

ういうところにプロパンガスを設置してやろう

という検討をしております。 

  ただ、それにつきましては、設備について、

どういったなべがどのくらい必要なのかという

ことで、わくわく新庄の職員を通して利用者に

聞き取りをしているという状況でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 課長ね、「何かあった

ときはすぐ学校がある」、すぐにそういう言葉

が出てくるということを団体の人たちが言って

ましたよ。何かあったとき、何もなければ一番

いいんですから。例えば料理の講習なんかもし

たいということでございますので、ぜひ、もう

二言目には日新学校あっからいがべや、あそご

あっからなんとかって、そういうことを聞こえ

るっていうことをみんな言ってます。どうかひ

とつ検討していただきたいと思います。 

  次に、107ページ、10款教育費、これは社会

教育費でございます。社会体育費の下段のほう

で、これは新庄ジャパンカップ国際親善ソフト
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ボール大会負担金80万ですか、これはどのよう

な大会かということと、それから下のほうの東

日本軟式野球大会、これの負担金25万円につい

てもお尋ねします。会場、それから何チームぐ

らいが予定されているのか、それから市内に宿

泊されるのか、それから、もし宿泊されるにつ

いて何日間ぐらい滞在していくのか、それから

交流される人口など、およそでいいですけれど

も、何名ぐらいに予想されているのか、その辺

わかる範囲内でお聞きしたいと思います。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 ソフトボール大会につい

ては、何チームということでは、十三、四チー

ムを設定しておりますが、今年度の熊本大会で

は８チームでございました。その前では14チー

ム、台湾を含めて14チームということで報告は

いただいております。ただ、新庄は、新幹線も

直通で通っておりますので、非常に便利がいい

ということで、十三、四チームの参加を期待し

ているところではございます。 

  それから、宿泊については、新庄市内に泊ま

っていただきたいということをこちらから申し

上げたいと思っておりますが、どちらのほうに

泊まるか、まだわかってはおりません。 

  あと、試合の日数については、参加チームに

よって日数的には変わってくるのかなと思って

おります。 

  あと、人数については、300人から400人とい

う、非常に大ざっぱな数字ですが、ソフトボー

ル大会についてはそんなふうに試算をしている

ところでございます。 

  あと、軟式野球の東日本の大会でございます

が、平成30年に73回の天皇杯ということがござ

います。その前段の大会ということで、県内８

会場で開催されますが、参加チームとしては29

チームということで全体では押さえております

が、そのうち、新庄には何チーム来るかはまだ

詰めてはいないところでございます。 

  あと、宿泊についても同様に、応援の方も含

めていらっしゃるということで、選手は20名以

内ということらしいんですが、社会人でありま

すので、奥様とかいろいろ来られるという話も

聞いておりますので、多くの方の御利用を期待

しているところでございます。また、最終的な

決勝戦等については、山形市のほうで、山形中

山のほうで開催される予定と聞いておりますの

で、こちらでは二、三日といったところかなと

は思っているところでございます。以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 市民球場のあの整理も

整いまして、やはりここに訪れる野球チームで

すか、それから愛好家、それから応援の人たち

なども数多く今利用されていると思いますので、

本当に雪解けが楽しみだなと、このように思っ

ております。 

  先ほど課長が申されました、平成30年ですか、

30年に天皇杯、全国からチームあるいは応援の

人たちがこの新庄に来ると思います。ぜひ、こ

の前哨戦でもある大会を、こちらの大会を成功

させて、そして全国に発信していっていただき

たいと、そして交流人口をさらに広げていただ

きたいと、このように思うところでございます。

よろしくお願いしたいと思います。終わります。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５１分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  一般会計の歳出について、ほかに質疑ござい

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 60ページの４の１、特

定不妊治療費助成金250万円に増額されており

ます。その内容についてお願いします。 

  あともう一つは、同じ60ページの４の１で、

最上地域保健医療対策協議会負担金が60万

8,000円となっております。この内容はどうい

う内容かお願いします。 

  続いて、32ページの２の１で職員給与費があ

りますが、1,700万円の減となっています。こ

れにかかわって正職員の数、それから減らす理

由、これからの計画、嘱託の人数、日々雇用の

人数などをお願いします。 

  また、次に、98ページの10款の３目で小学校

給食管理運営事業費9,860万6,000円があります。

これにかかわって、北辰小の給食調理について、

直営自校方式をなくすというか変えると聞いて

おりますが、本当なのかどうかお願いします。 

  それから、85ページの８の１で住宅リフォー

ム総合支援事業費補助金4,000万がありますが、

今年度の件数と総事業費額はどのようだったの

か、お願いします。以上です。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 おはようございます。 

  健康課のほうの質問ということで、特定不妊

治療費助成金につきまして、増額した内容とい

う御質問でございました。 

  昨年まで女性の方の不妊治療の助成というこ

とで対応しておりました、26年度ですね。新年

度、27年度につきましては、不妊治療の中で男

性の場合も不妊治療を受けることがございます

ので、男性につきましても不妊治療についての

助成をしたいということで予算計上しておりま

す。あわせまして、不妊治療をなさる方々につ

きましては、精神的な負担、それから費用的な

負担、結構な額の負担になるわけでございます

ので、その辺を勘案するために、不妊治療の場

合、市町村がその不妊治療費の要項を上限10万

円ということで設定することによって、市町村

がその不妊治療にかかわる方々に対して非常に

金銭面の部分での応援をしっかりしてるんだと

いうことで、県のほうでも、あわせまして応援

しますよというところとうまくタイアップしな

がらですね、不妊治療で金銭的な負担を強いら

れている方々に対しての負担を少なくしていけ

ればなということで、対応するということで、

10万円を上限ということで25回分ということで

の予算計上をしております。 

  それから、最上地域保健医療対策協議会の負

担金ということでの御質問でございます。 

  この地域、医療保健部分というんでしょうか、

いわゆる医療関係ではお医者さんも少ない、あ

るいは医療機関も少ないというような状況で、

お医者さんの確保、看護師さんの確保、また地

域全体でこの医療について地域の中でいろいろ

対応できないだろうかということで、最上地域

保健医療対策協議会というものができておりま

す。 

  内容としましては、お医者さん、先生方、そ

れから歯科医師会、薬剤師会、それから病院と

かさまざまな診療所、そういったところも含め

まして医療機関に携わる部門、それから行政部

門で、市町村、総合支所等々が入っております。

さまざまな分野でこの地域医療を充実させてい

くということで行っている取り組みでございま

す。 

  せんだって行いました地域医療を考える地域

住民のつどいなどにも一緒になって主催という

ことで、この地域医療をよくしていこうという

ことでの取り組みを行っております。あわせて、

ちょっとＰＲになりますが、医学生が、きょう

あすと研修ということで県立新庄病院と最上病

院とに研修に来たりしております。そういった

ところの支援なども行って、この地域の医療関

係をよくしていきたいなというところでの協議

会でございます。各市町村と分担している負担
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金でございますので、よろしくお願いしたいと

思います。以上です。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 私のほうからは、職員数に関

する御質問についてお答えさせていただきます。 

  まず、予算書上の職員数についてでございま

すが、予算書上は、一般職の職員数、編成時の

職員現数291人、それと特別職３名を加えて294

名ということで予算計上させていただいており

ます。 

  実際には、今年度内の年度末退職者14名いら

っしゃいます。来年度、新規採用職員11名と今

のところ予定しているところでございまして、

その結果、３名減ということになります。290

名、現職員数でございますが、３名引いて、４

月１日現在では287名の一般職の職員体制とい

うことになります。 

  また、それに加えまして、再任用職員につい

ても２名の方の御応募がございまして、２名の

方の予算というぐあいになってございます。そ

の結果、正規職員数としては289ということに

なります。 

  それから、定員管理計画上の数値、職員数の

お尋ねでございますが、平成32年を目途に、今

現在の職員数を、その年度で275人を目指して

計画ということになってございますが、その減

少させる理由といたしましては、やはり中期財

政計画にもございましたとおり、なかなか歳入

の見通しが立たない中で、その事業費等を確保

していく、その一番の中心的な手法の一つが内

部経費をいかに節約、抑制していくかというこ

とになろうと思います。その一つとすれば、人

件費というのは内部経費の中の一番大きな割合

を占めるところでございまして、そういった意

味からも、まず、いかに抑制していくかという

ものがあるんであろうというふうに思っていま

す。 

  このたびの定員管理計画につきましては、既

に確定している減、そういったものを中心にし

た職員数の減ということで、無理のない計画と

いうぐあいに考えております。 

  それから、嘱託・臨時職員についてのお問い

合わせでございますが、嘱託職員については94

名、日々雇用職員については77名を予算計上し

ているところでございます。以上でございます。 

長谷部 薫学校教育課長 委員長、長谷部 薫。 

遠藤敏信委員長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 北辰小学校の給食調理

につきましては、平成28年度より沼田小学校と

の親子給食になるということで実施を予定して

いるところでございます。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 リフォーム補助金につい

てでございます。ページ数85ページでございま

すけれども、住宅リフォーム総合支援事業費補

助金ということで、27年度は4,000万というふ

うな形で計上させていただいております。 

  御質問の今年度の実績について申し上げます。

１月末現在の数字ですけれども、住宅リフォー

ムの一般分、これにつきましては、155件、

2,433万3,000円ほどでございます。また、同じ

く住宅リフォーム補助金のうちの耐震改修分、

これにつきましては、これも同じく１月末現在

で２件分、151万円ほどでございます。 

  翌年度、27年度につきましては、住宅リフォ

ーム補助金の一般分として3,000万、耐震改修

分として1,000万、合わせて4,000万を計上させ

ていただいております。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいま丁寧にありが

とうございました。いろいろ勉強になりました。 

  さらに、もう一回お聞きしますが、最上地域

保健医療対策協議会のこの間の会議で、この会
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議の後ですが、市長のお話もありましたが、県

立新庄病院建てかえの方向に向かうという話に

なっております。その中で、要望として、どう

いうような内容でしていくことに、この新庄市

の地域内の医療の課題だと思うんですけれども、

どういうような課題、要望を上げられておられ

るのか、つかんでおられるのか、お願いします。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 １月19日に地域医療を考える

住民のつどい、400名近くの皆さん、最上地域

から参加していただいて、多くのパネラー、５

名の方から、いろいろなこの地域医療について

の提言、住民としての役割、もしくは医療機関

とか、そこら辺の連携、あわせまして県立新庄

病院の早期改築、内容の充実というようなこと

での意見等が出されまして、その後、翌週にな

りますけれども、県知事のほうに、この地域住

民の代表というんでしょうか、市長を初め20名

ほどで県知事のところに出かけまして、新庄病

院の改築、機能充実ということでの御意見を申

し上げましたところ、県知事のほうから「最上

地域の皆さんの思いは熱く胸にずっと受けとめ

ていました」と、「新年度につきましては、こ

の最上地域の住民の声を今度は新庄病院の改築

に向けてどのように受けとめていくかというと

ころで、いろいろ県のほうでも動きたい」とい

うことで、「県立新庄病院について検討委員会

を、地元の声を酌み上げるというようなところ

での検討委員会を設立します」というようなこ

とで県知事のほうから明言していただきました。

新聞等でも報道されております。 

  それに向けまして、まだ具体的な内容とか、

あるいは市のほうでどうなんだというようなと

ころについては、まだまだこれからかなとは思

いますけれども、私ども、今までいろいろ県立

新庄病院に対する思い、そういったところも声

を出していきながら、より充実した内容の改築

に向けた協議に向かえるような方向で進めるよ

うに、私たちのほうでもいろいろ、人選のほう

はどうなるかちょっとわかりませんが、声を上

げていきたいなというふうに思っております。

具体的なものについては、まだこれからかなと

いうふうに思っております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 具体的な内容について

は、これから市民にお聞きしていく方向になっ

ているという今のお答えでありました。 

  私どもが市民にアンケートを現在お配りして

お聞きしていたら、こういう声があったんです。 

  １つは、救命救急センターの設置ということ

でした。夜間、救急で行っても、脳神経外科の

先生がいないために診てもらえず、命を落とす

とか、助かっても後遺症になり寝たきりになっ

てしまうなどの例が見られるということで、救

命救急医が複数いて、夜間もすぐ来てくれれば

そういう悲劇が起こらないと考えられるという

ことでありました。 

  また、総合病院として歯科、口腔外科という

のはないんですね。精神神経科、心臓外科、血

管外科、呼吸器外科など、あとがん患者のため

の緩和病棟、こういうのも必要でないかという

声もありました。そういう充実の方向でという

市民の声がありますので、ぜひ市民の声をよく

聞いて、県は同じ県民です。酒田や山形に行か

ないといい医療が受けられないということでは、

お金のない人は受けられないという、そういう

不平等な最上地域になっては困るなというのが、

これは新庄市民の気持ちだと思いますので、そ

の気持を酌み取れるように、ぜひ検討をお願い

したいと思いますが、どうですか。 

遠藤敏信委員長 佐藤委員、質疑から外れて要望

になっています。その辺のところをうまく配慮

して質問していただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市民の声を先ほどは披

露しましたけれども、そういう声が拾えるよう

に、県民は平等に本当に扱えるようにという立

場で頑張っていただきたいと思いますが、その

ことについて、市民の声をどのように聞くかと

いうことではお考えがありますか。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 先ほどお話ししたとおり、検

討委員会が設立されるということでございます

ので、その中で、市民、地域住民の要望を話し

ていく、伝えていくというような状況になろう

かと思います。よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に行きます。 

  職員定数の今お話がありました。嘱託の職員

の皆さんというのは、ほとんど正職員と同じく

らい仕事が、時間的にも拘束されている時間な

ど、あるいは立場的にも、これが本当は正採用

であってもいい、あるべきなんでないかなと思

われます。 

  これから275人にするという計画ですが、そ

の具体的な内容は、私たちがお聞きしていると

ころでは、まず神室荘がこの４月、民間にいく

と。それから、南部保育所は１年後に民間に。

先ほど北辰小学校の直営自校の調理給食ですが、

これが親子になるという形で減らされて、つま

り民間にいくということだと思うんですが。そ

れから、いずれ給食調理を全部民間にという方

向なのかどうか、そこら辺をお聞きしたいんで

すが。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 職員数のお話の中で、このた

びの定員管理計画によって削減したその内容を

お尋ねでございましたが、確かに来年度、民営

化されます神室荘７名分については既に決定事

項でございますので、その７名については減と

いうふうに考えてございます。 

  それから、委員のほうからるる、いろいろな

その民営化もしくは委託かというふうなことで

の減というふうなお話でございましたが、我々

が今のところ算定してございますのは、従来か

ら続けてまいりました現業職員、これの退職者

不補充によって賄うといいますか、それによっ

て15の職員削減を今考えているということでご

ざいまして、南部保育所の民営化に伴う減分と

いうふうな委員のお話でございますが、今のと

ころ定員管理計画ではこの減分については見込

んでおりません。そういったことで、従来これ

までその民営化等によって見込んできて、５年

間の中で40人、47人という大幅な職員数の削減

を行ってきたわけでございますが、今後５年間

については、今の中で、今の段階で確実に見通

せる民営化等についてのカウントをしたという

ふうなことで、そういった意味では、これまで

のような削減ということよりも、むしろ職員数

の抑制と言ったほうが適切なのかなと、増分を

抑制するというふうなニュアンスに少しこのた

びの定員管理計画から方向が転換したものとい

うふうに思っているところでございます。以上

です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、続いてちょっと

お聞きしますけれども、公的な職場で働く人の

ワーキングプアが非常にふえていると感じます。

市長を先頭に、若者の不安定雇用、貧困化を推

進しているような気がいたします。定住促進と

言うならば、正採用を減らし過ぎだと私は思い

ますし、ふやす立場にいくべきではないかと思

うんですが、どうでしょうか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 
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野崎 勉総務課長 正規職員数の抑制につきまし

ては、先ほど来お話ししたとおりでございます。

やはり事業費をいかに確保していくか、財政と

の兼ね合い、それと行政サービスの担い手であ

る職員をどう確保していくかというところのバ

ランスをどう調整していくかということになろ

うかと思います。 

  そういった意味では、正規職員が担うべき役

割、それと嘱託・臨時職員の方が担うべき役割

をやはり明確にした上で、それぞれの事務の仕

事に応じた報酬のあり方について検討していく

べきであろうというふうに思いますし、ワーキ

ングプアというふうな話がございます。公的ワ

ーキングプアというふうな言われ方もされます

が、例えば我々の今の嘱託職員の報酬というふ

うなことを考えますと、35時間で14万8,500円

ということでございます。38.75時間という一

般職の職員に換算しますと16万を超えることに

なります。この金額というのは高卒の初任給を

２万ほど上回る金額になっております。それで

も金額的には低いというふうなこともあれば、

その周りの雇用状況なり環境を考えながら、そ

の都度見直しを図ってまいりたいというふうに

考えてございますので、よろしく御理解いただ

きたいというふうに思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 人件費、行政サービス

と節約という、バランスということであります

が、人件費節約と言うならば、例えば市長や課

長みずから嘱託職員として働けるのかというこ

とを考えていただきたいんです。４年後なり何

年かと再雇用されるかも不明なまま、この嘱託

職員の身分で市民のために市長や課長らは働け

るのかとお聞きしたいんです。どうですか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 今の時点で働くかどうかとい

うよりも、我々は我々の任務がございますので、

その任務に従って、それを全うするということ

だと思います。嘱託・臨時職員の方々について

もそれぞれのその職務がございますので、その

職務に応じて働いていただくということになる

んだというふうに思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 人件費というのは、ほ

とんどが市内の消費に回るわけです。経済地域

内循環という立場からも、本当は人件費という

のは非常にこの地域内消費にかかわる問題であ

りますので、私は大事に正採用にして、続けて

働ける方々をふやして、市民のために安定して

真剣に働ける方をふやしていただきたいなと思

う次第です。 

  次に、これは、98ページの10款３目ですが、

親子給食調理配送業務委託料7,281万3,000円に

ついてですが、保護者の負担する給食費、それ

から市税ですが、これはあわせて民間会社の利

益追求にさらされていくような気がするんです。

全額市民や子供のために使われる直営にすべき

ではないかと思うんですが、そういう考えで、

もう一度見直すべきでないかなと思うんですが、

どうですか。 

長谷部 薫学校教育課長 委員長、長谷部 薫。 

遠藤敏信委員長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 予算につきましては、

見積もり等をとって上げていただきながら、比

較的抑えた額で安全な給食を提供していただく

ということで、こちらのほうで審査等も行って

の決定でございますので、御理解いただければ

というふうに思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 会社に委託した場合は、

必ず会社というのは利益追求、会社の利益、株

などがあれば株主に配当とかって、そういうこ



- 225 - 

とが至上命題になってしまう。でも、直営であ

れば市民のために全額使えるわけです。そうい

う意味から、試算などをしてみてはいかがと思

うんですが、どうですか。 

長谷部 薫学校教育課長 委員長、長谷部 薫。 

遠藤敏信委員長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 この委託するに当たり

ましては、プロポーザル方式という方式をとら

せていただきながら、新庄市が求める安全・安

心の給食について、まず厳しい審査項目を設け

て選定をしているところでございます。それで、

委託になったからとか直営だからということで、

子供たちに対しての給食の質が低下するとか、

安全・安心の度合いが下がるということは絶対

ないようにということで指導を行っております

ので、これにつきましては、学校給食の提供の

観点からいいますと、直営・委託問わず、保護

者、子供たちについては満足いただけるものを

出すことができるんじゃないかなというふうに

捉えているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ほかの町で、実は民間

委託にした場合と直営にした場合とでの、どう

違うかということで試算を丁寧にやってみた町

がありました。そうしましたら、直営でやった

ほうがお金は節約になるという結論も出た町も

ありますので、ぜひそういう立場で見直すこと

も考えていただきたいと思います。終わります。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

５ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

５ 番（奥山省三委員） 予算書の36ページから、

総務費の１の総務管理費の37ページの協働評価

委員会委員報酬９万円、謝金というふうなのが

ありますけれども、1,394万のこの中身につい

て教えていただきたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

遠藤敏信委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地域づくり支援事業費の

中の謝金というようなことでございまして、こ

れは三本立てでございます。 

  １つ目が、一番大きいところで区長手当、こ

れが1,382万円で、２つ目が地域リーダー講座

の講師謝金、それともう一つが、これは新しい

分になりますが、協働推進事業の講座を開催し

てまいりますが、その講師謝金ということで盛

り込んでおります。ほとんどが、この区長手当

1,382万円というようなことになります。 

５ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

５ 番（奥山省三委員） 次、39ページの総務費

の総務管理費、市民生活対策費の修繕料514万

8,000円、ちょっとこの中身について教えてく

ださい。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

遠藤敏信委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 平成26年度から開始しており

ますＬＥＤの防犯灯ですね、防犯灯のＬＥＤ化

の事業でございます。 

  施政方針にもありましたように、通学路区域

内の防犯灯については優先的にＬＥＤ化を進め

るということで計画しております。以上です。 

５ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

５ 番（奥山省三委員） 次、42ページの総務費

の徴税費の市税還付金及び還付加算金1,500万、

お願いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

遠藤敏信委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 42ページの市税還付金及び還

付加算金の件でございますけれども、例えば修

正申告等ございますと、当初賦課いたしました

税額が減額になったりしまして、納付済みのも

のが還付の必要が出てきます。その場合に、還

付金そのものと、それから利子分になりますけ
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れども還付加算金分、この分の経費でございま

す。平成25年度の実績でいいますと、273件で

1,865万ほどになってございます。 

５ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

５ 番（奥山省三委員） 次、ページ数は44ペー

ジというか、総務費の選挙費ですけれども、こ

の中に職員給与費と時間外手当ありますけれど

も、その他の項目には時間外手当、イコール残

業というか、手当が出てきませんけれども、そ

の他の項目に関しては、残業についてはないと

いうふうに理解してよろしいのでしょうか。 

小松 孝選挙管理委員会事務局長 委員長、小松 

孝。 

遠藤敏信委員長 選挙管理委員会事務局長小松 

孝君。 

小松 孝選挙管理委員会事務局長 選挙の時間外

につきましては、各選挙費ごとに計上している

ところであります。例えば県議会議員選挙につ

いてでありますけれども、その項目の３段目に

なりますが、時間外勤務手当として685万4,000

円計上しております。そのほかの選挙につきま

しても、これと近い金額で計上しているところ

でございます。 

５ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

５ 番（奥山省三委員） これは職員何人が対応

してるんでしょうか。 

小松 孝選挙管理委員会事務局長 委員長、小松 

孝。 

遠藤敏信委員長 選挙管理委員会事務局長小松 

孝君。 

小松 孝選挙管理委員会事務局長 選挙のたびに

微妙に違うのですけれども、投票事務につきま

しては170人程度、あと開票につきましては70

人程度を見込んでおります。以上です。 

５ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

５ 番（奥山省三委員） これはいいですけれど

も、普通の職員が時間外手当というのがこの項

目にはないもんですから、選挙に関して以外と

いうか、残業というふうにはやっていないとい

うのか、それをお聞きしたかったのでした。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 選挙も含めて、このたびの予

算の中に時間外手当を幾らか見込んでいるかと

いうふうなことであろうと思います。 

  予算書112ページをごらんいただきたいと思

います。 

  ここでは、この一般会計に占める人件費等に

ついてまとめたものでございまして、112ペー

ジの下段の表、時間外手当、この表の真ん中あ

たり、手当のところの真ん中あたりにございま

す。前年度4,072万2,000円のものが、来年度は

5,733万8,000円の予算を計上させていただいて

いると。1,661万6,000円の増でございますが、

これは主に、ただいま選挙管理委員会事務局長

のほうから答弁のありました、選挙関係に関す

る時間外手当の増に対応しているものでござい

ます。以上です。 

５ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

５ 番（奥山省三委員） それで、この時間外手

当ですけれども、１年間で何課が一番多くて、

金額的にはどのぐらいか、あと、時期的にはい

つとか、わかったら教えてください。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 金額というよりも、時間数で

お知らせいたしますと、やはり商工観光課、そ

れから都市整備課、これは除排雪関係、こうい

ったところでの時間数が多いということになり

ますし、時間数で申し上げますと、商工観光課

では１年間で1,670時間ほど、それから除排雪

関係では１年間で2,600時間ほどになります。
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以上です。 

５ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

５ 番（奥山省三委員） わかりました。 

  次、108ページの社会教育費の体育施設費、

これは、この工事額で４億3,000万ほど数字が

載っています。そのほかに、上の段に修繕料と

して1,122万6,000円と載っていますけれども、

この内訳についてお願いします。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 社会施設の管理運営事業

費の修繕料ということでございますが、修繕料

の内訳としては、体育館の工事、下水道の切り

かえ、あと野球場については、人工芝の張りか

え、屋内練習場の照明交換、あとプールについ

ても25メータープールの塗装、あと福田の運動

広場については、高圧コンデンサーの交換、運

動広場のベンチ等の予定をしております。 

５ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

５ 番（奥山省三委員） どうもありがとうござ

います。 

  ページ数ではちょっとあれなんですけれども、

この中に業務委託料というのが結構出てきます

けれども、この業務委託に関して、ちょっとだ

けお尋ねします。 

  これは、ほとんど、金額にもよると思います

けれども、入札で行うのか、それ以外どういう

ふうにやっているのか、ちょっとその点お聞き

します。 

遠藤敏信委員長 奥山委員、業務委託いっぱいあ

るわけですけれども、例えば例を出して、款項

目を述べていただきたい。 

５ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

５ 番（奥山省三委員） じゃあ、41ページかな。

41ページの、例えば総務費の総務管理費、施設

管理業務委託料843何がしですが、これは警備

保障だと思いますけれども、まず、その決め方

というか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 施設管理業務委託料につきま

しては、これについては、入札ではございませ

んで、随意契約としてございます。 

  内容といたしますと、警備保障会社のほうに、

夜間それから休日等の警備をお願いしていると

いうふうなこれまでの実績、それから庁舎内の

ほうに機械警備のケーブルなども配線されてお

る関係上、アルソックという会社のほうへの随

意契約ということになってございます。以上で

す。 

５ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

遠藤敏信委員長 奥山省三委員。 

５ 番（奥山省三委員） 随意契約というふうに

今お聞きしましたけれども、ずっとほとんど同

じ会社の方がやっているようですけれども、変

更するということはないということなのでしょ

うか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

遠藤敏信委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 随意契約をやりながら、その

メリットがなくなれば当然次の契約先というこ

とになりますし、未来永劫こことその契約を結

ぶということではございませんので、その随意

契約するにはするなりの理由がございまして、

そういった理由がなくなれば、当然その随意契

約をするメリットがなくなるわけでございます

ので、選定の方法として入札になるのか、また

適切な会社について随意契約というぐあいにな

るのか、その都度考えていくものだというふう

に考えております。以上です。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  これから質疑を予定されている方はおりませ

んでしょうか。 
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  それでは、ちょっと時間的に早いようですけ

れども、午前中の質疑をこれで閉じたいと思い

ます。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  一般会計の歳出について、ほかに質疑ありま

せんか。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

遠藤敏信委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） ページ78、７款商工費

１項商工費の３目観光費、インバウンド誘致キ

ャンペーン実行委員会負担金150万円が計上さ

れております。この実行委員会における市の立

場といいますか役割、それを明確にお答えいた

だきたい。 

  それから、その実行委員会の総予算額と事業

内容をまず確認させていただきたいと思います。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 インバウンドの実行委

員会でございますけれども、構成といたしまし

ては、商工会議所、それから観光協会、それか

ら関係します旅館組合、旅行業者、ホテル等で

構成しておりまして、新庄市も入っておりまし

て、市としては一応会長を務めているところで

ございます。やはり市が主導となって主体的に

インバウンドを進めていくということを考えて

おりますので、委員の皆様の協力を得ながらや

っていきたいということで実行委員会をつくっ

ているところでございます。 

  あと、27年度の予算につきましては、150万

の予算をいただいておりまして、台湾のほうの

商談会等に出席参加するプロモーション事業、

それから向こうのほうから来ていただいたとき

の宿泊費、あるいは食事代、交通費などを助成

する事業費等で150万ということで予算を組ん

でおります。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

遠藤敏信委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） そうしますと、実行委

員会の総予算は全額市の負担金になるわけです

ね。 

  そして、市が主導して、事務局も持つという

ことなんだろうけれども、きのうも何人かの議

員が質問しておりましたし、一般質問でもこの

インバウンドの件、質問されています。これだ

け期待が大きいということですよね。ただ、成

果が見えないから、口の悪い人は「やめたほう

がいいんじゃないか」と言うの。私も去年「イ

ンバウンドじゃなくてアウトバウンドじゃない

か」というふうな言い方もしましたし、ある人

は、「バウンドなんかしてないよ」なんて言う

人もいます。嫌みを言うということはそれだけ

期待しているということを感じていただきたい。 

  よく課長も答弁の中で、その成果目標という

ものを一切出していないし、去年は三百何十人

かの外国人が立ち寄りました。何十人か昼飯食

っていきましたと、結果しか言っていない。実

際に、このインバウンドに関して、何人の方が

来ているかという成果というのはないんですか。

やっぱりそろそろ成果出さないことには、ずる

ずるべったりとやっていたのではいかがなもの

かと。 

  今は種まきの時期だというふうな形で言って

いますけれども、芽も出ないで一生懸命水かけ

たってしようがないでしょう。場合によったら、

もう種、カラスに食われているかもしれない。

だから、そろそろ芽が出るような形をあらわし

てもらわないとだめだというふうに思います。 

  だから、三百何十人の入り込み客の中にイン

バウンドの関係者がいるかどうか、その成果を

ちょっとお聞かせください。 
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東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 インバウンドの入り込

みにつきましては、今年度、26年度につきまし

ては、調査の方法としては、最上情報案内セン

ターのところに立ち寄った人方の数をまず１つ

は押さえておりまして、これは今現在で329人

ということになっておりまして、昨年の倍ぐら

いの人が来ております。これは、必ず、何人か

で来ても寄るのは１人とかということもありま

すから、寄らない方もいらっしゃるわけですか

ら、実際はもっといらっしゃるというふうに考

えております。 

  あと、宿泊につきましては、半期ごとにして

おりますので、今現在はまだ半分の９月までし

か今年度押さえておりませんけれども、宿泊数

で約30人ということになっております。 

  ただ、戸沢の舟下りでかなりお客さんが来て

いるということでございましたので、お聞きし

ますと、25年は3,800人ほど、26年につきまし

ては5,500人ほどというふうなことで利用して

いるというふうに聞いております。 

  何回か申しますように、この方々を新庄に１

回とどめるということが必要かと思っておりま

すので、例えば新庄でお昼を食べていただくと

いうようなことで、実際にことしも２グループ

来ていただきまして、ちょっとほかと違った形

で食事をできるというふうな試みもしておりま

す。それから、市内の高校での修学旅行で交流

をするとかというようなことで考えておりまし

て、やはりインバウンドというのは取っかかり

を見つけるといいますか、コーディネートして

くれる方を見つけるということも大変重要でご

ざいまして、やっとそのコーディネートしてく

ださる方をある程度確保できましたので、これ

から一生懸命取り組んでいきたいというふうに

考えております。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

遠藤敏信委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 課長の答弁を聞くと、

せっかくの商談会だの云々とやっていて、例え

ば旅行代理店が組んだツアーで、向こうから、

台湾から来た客がいるんですかということを聞

きたいのよ。舟下り何千人来たというんじゃな

くて、来た人の対応はできるとは思うけれども、

連れてくることをまず先に考えなきゃならない

でしょう。それがまだ全然出てないのよ、２人

来た、３人来たという話だけで。もう少し目に

見えないといけないんじゃないかなという気は

するの。一生懸命やっているのはわかりますよ。 

  だから、大体、旅の目的というのをもう一回

考え直してみたらどうかなと。やっぱり旅の目

的地として新庄を選んでもらうことなんでしょ

う、大事なことは。その人たちが何を求めて来

るのか。よくテレビなんかで見ると、買い物す

るでしょう、電化製品とかいろんなお土産物。

それから何かというと、食文化の体験ですよ。

そのほかに異文化交流とか異文化体験、そうい

うのを求めて来るんですよ。逆から言えば、旅

行代理店あたりの話を聞いて、こういうことが

できますよとか、何かこう話が進んでいかない

と。新庄だけを選ぶというのは難しいことだと

思うんですよ。よそへ来たの、昼間だけ来て、

飯食ってもらうだけでは、ちょっといかがなも

のかなという気はするの。わかりますか、言っ

てること。 

  だから、実行委員会で、市が会長して、事務

局も市になるんでしょうけれども、例えば新年

度、27年度の中で、その実行委員会の中でよく

議論して、目標年次とか目標数値をもう置くべ

きだと思う。ただ、こういう準備していますよ

だけではなくて、例えば28年度は500人の入り

込み客を見込んで、そのうち100人滞在しても

らう、宿泊してもらうとか、そういう年次ごと

に目標を立てないと、ずるずるべったりいくの

よね。そこら辺もう一回ちょっと答弁。新年度
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中にそういう目標設定をやるかどうかだけお聞

かせください。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

遠藤敏信委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 御指摘のように、新庄

だけということでツアーを組んでいただくとい

うことはちょっと不可能に近いということは自

認しております。ですから、例えば最上地域全

体で連携する、あるいは県内の中で立ち寄り等

をしていただくということでルートの中に入れ

ていただくというようなことを考えるべきだと

思って、そういう対策を考えております。 

  台湾の人方は、やはり雪とか紅葉、あるいは

温泉といったものを好んで参りますので、その

辺を特に今は雪国の体験といったことをメーン

に今実験をしながら、いろんなところを視察し

ながら考えているところでございまして、買い

物ということになれば、免税店をやりたいとい

う市内の業者も出てきておりますので、そうい

ったところを芽出しを少しずつやっていきたい

と思います。 

  成果目標ということでございますけれども、

目標を持つということは大変重要でございます

ので、なるべく27年度はある程度目標を掲げら

れるように頑張りたいと思っております。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

遠藤敏信委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） せっかくのいい事業な

んですから、市の活性化に結びつくような、経

済効果の上がるような事業展開をしてください。

みんな批判だけしているわけじゃなくて期待し

ているんですから、それは肝に銘じてやってい

ただきたいと思います。 

  次に、２番目ですけれども、ページ84、８款

土木費３項河川費２目の河川維持費の中で、測

量設計業務委託料50万円計上されていますが、

この詳細についてお知らせください。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 ページ数84ページ、河川

維持費、測量設計業務委託50万というふうな形

で計上させていただいております。 

  これにつきましては、今年度、平成26年度で

すけれども、矢目田川河川改修というふうな形

で調査を行いました。その調査の結果、補足的

な資料収集が必要になったためというふうなこ

とでございます。 

  それで、矢目田川の改修につきましては、こ

れは2013年ですけれども、７月８日でしたか、

時間雨量にしまして48.5ミリというふうな形の

相当の雨量が観測されまして、それに伴いまし

て、東山線の沿線ですけれども、冠水したとい

うふうな形でございました。それを改修する上

で、やはりこの矢目田川の改修については不可

欠であるというふうことで、まずは調査から進

めたいというふうな形で進めてまいりまして、

流域面積は相当300ヘクタールというふうな形

で大きゅうございます。また、東山地区につき

ましても、住宅開発が進めたというふうな形で

状況が変わってまいりまして、今回状況調査を

行いました。 

  その中で、ある程度の案が出てきたわけでご

ざいますけれども、いわゆるこれから河川の協

議、あともしくは沿線、ＪＲが横断してござい

ますので、ＪＲの協議が必要になってきます。

それの補足のために今回50万というふうな形で、

補足調査というふうな形でございます。 

  なお、この改修につきましての計画案等につ

きましては、やはり地元の方には情報提供が必

要だろうというふうな形で、ある程度方向性と

か考え方が見えた段階でお知らせして、皆さん

方に情報提供していきたいというふうに考えて

ございます。そのため、この50万円につきまし

ては、補足のための設計業務委託というふうな

ことで御理解願いたいと思います。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 
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遠藤敏信委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 大変ありがたい答弁を

いただきました。 

  これね、ずっと末広の区長さんを中心に、区

長と市長の語る会でも要望を出されていました

し、この13年の７月８日ですか、私、次の日は

見に行きましたけれども、やっぱりひどかった。

矢目田川が氾濫して、線路の下、あのトンネル

が小さ過ぎるもんだからのみ込めなくて、末広

アンダーのほうへどんどん流れ込んでくる。危

ないなと思いました。そして、数日たったら、

東山の方から「うちの車庫にも水上がりした

よ」という話も実は受けたんです。全部この矢

目田川が氾濫することによって、地域の水がも

う流れなくなっている。やっぱり、これ何とか

してもらいたいなと思って、やっと去年ですか、

10月から11月、調査が始まったということで本

当にうれしく思っていますし、早速末広の区長

に報告できるんじゃないかなと思っています。 

  ＪＲとの協議とか大変なことあるかとは思い

ますけれども、やはりあのゲリラ豪雨というの

は本当にたちが悪くて、そういうのを考えなが

ら、ぜひ一日も早く改修していただきたいとい

うことをお願いしておきます。 

  次に、ページ戻りますけれども、ページ48の

３款民生費１項社会福祉費の１目社会福祉総務

費、民生児童委員についてお伺いをしたいと思

います。 

  きのうも佐藤義一委員から民生委員会のこと

について質問がありました。何か足りないのは

１人だけだということで、ああよかったかなと

いうふうに思っています。本当に民生委員、児

童委員は大変な業務ですよね。１人で３つから

５つぐらいの町内を担当していると。たしか去

年の予算委員会でも民生委員の待遇をもっとよ

くしてやったらどうかというふうに申し上げま

した。無報酬が原則ですよね、たしか。だから、

もう少し待遇の改善策を考えていただきたいと

いうことを言ったんですが、例えば去年からこ

としの新年度の予算で、何か待遇の改善につな

がるようなものがあればお聞かせください。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 民生委員

の、基本的には無報酬というふうなことですけ

れども、市のほうから、48ページの下段のほう

になりますけれども、民生委員・児童委員の活

動事業費というふうなことで587万9,000円を計

上してございます。これにつきましては、民生

委員１人当たり６万3,200円というふうなこと

で、昨年度の予算の中で若干上げさせていただ

きましたけれども、これを支給しているところ

です。ほかには、各区の、民生委員の活動区を

４区しておりますけれども、その４区それぞれ

に８万5,400円というふうな活動費を計上して

いるところです。 

  そのほかに、毎年４月１日現在というふうな

ことで、これからになるんですけれども、高齢

者基礎調査というふうなことで、回って調査を

していただいております。その費用につきまし

て、高齢者の予算の中から支出しているところ

でございます。これは連合会のほうに支出して

いるところでございます。以上です。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

遠藤敏信委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 若干なりとも待遇改善

のためにお支払いする額もふえたということな

んで、いいかなというふうには思いますけれど

も、いろんな形で費用弁償する項目もふやしな

がら、もっとやりやすいような形で進めていた

だきたいなというふうに思います。 

  それから、町内の担当が３から５って、ちょ

っと範囲が広過ぎないかなという気がするんで

すよね。市内で八十何名でしたっけ、今。大体
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そんなものでしょう。そうすると、担当する人

数が多くなると大変だと思うんですよ。 

  それから、後任者を決めないとやめられない

みたいな変な慣習がはびこっているような気が

する。もうちょっとやりやすいような体制に変

えていっていただく努力というのをしていただ

けないかなというふうに思うんです。いかがで

すか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 民生委員

は、おっしゃるとおり３つとか５つの町内を受

け持っているというふうなことで、非常に大変

かなというふうに思ってございます。 

  それで、以前から健康福祉推進員というふう

なことで、健康福祉の地域でのリーダー役とい

うふうなことでお願いしているところですけれ

ども、その役目として、民生委員がちょっと気

づかない、ほかの町内であると、民生委員の出

身の町内であれば大体わかるんですけれども、

隣、その隣の町内ってなってくると、なかなか

わからないというふうなことで、今後は健康福

祉推進員の方、今回上げていただいております

けれども、それの全町内から上げていただくと

いうふうなことと、それからその名簿を、民生

委員が誰かということを健康福祉推進員がわか

ってなければなりませんし、また、民生委員も、

その所属町内の誰が健康福祉推進員かというふ

うなところも知らせていくようなことをやって

いきたいと思っております。 

  ３月20日に区長の行政連絡会がございますけ

れども、その集まりの際にも再度お願いして、

また民生委員の全員の連絡会も19日にございま

すので、そのこともお話しして、なるべく民生

委員の負担が高くならないような形でやってい

きたいというふうに考えております。 

  なお、民生委員につきましては、いわゆる特

別職の公務員というふうなことで、厚生労働大

臣の任命というふうな形になってございます。

それで、選出につきましても、年齢的な上限が

ございますし、そこら辺のところも市で決めら

れないところも当然ございます。ただ、全国ど

この地区におきましても民生委員が不足してい

るというふうな事態は変わりございませんので、

折あるごとに実情をお話しして要望していきた

いというふうに考えてございます。以上です。 

１３番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

遠藤敏信委員長 下山准一委員。 

１３番（下山准一委員） 本当に、民生委員、大

変だと思います。町内をまたぐとなかなか難し

いところあるし、今課長が言ったように健康福

祉推進員との連携を図っていくって大変いいこ

とだと思いますしね。逆に言うと、この健康福

祉推進員、どんどん講習を重ねて、いずれ民生

委員になっていただけるような、もう人材育成

にまで踏み込んでいったらどうかなという気が

するんですよね。答弁はいいですけれども。そ

こら辺まで考えていくと、うまく回っていくの

かなという気がしますので、ひとつ考慮願いた

いなと思います。 

  この民生委員の業務の中で、通常の業務の中

で、先ほど言われました高齢者の基礎調査と同

時に災害時要援護者支援事業というのが今まだ

やっていますよね。震災後、国からのたしか補

助金か何かで県を通して来て、予算化して名簿

をつくりました。当初は850名ほどでスタート

したわけですが、その都度、更新、新規のやつ

は情報提供するという話なんですが、あれから

ちょうど３年ぐらいになるんですが、１件もな

い。該当する高齢者の方は何かこう基礎調査と

ごっちゃまぜになっていて、何かそれで名簿に

登録しないのか。やっぱり一番怖いのは風化で

すよね、大震災のその風化が進んでいるのかな

という気はします。 
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  先日もテレビを見ていましたら、被災者です

ら80％以上の人がもう風化していると感じてい

るんですよ。直接被災していない人はほとんど

風化しているというふうになってしまうんじゃ

ないかなというふうな心配があります。 

  ですから、もうちょっとどんどん申し込める

ような、何かあったときに助けてもらえるよう

な、そのせっかくいい事業なので、もっとよく

していただきたいなというふうに思います。 

  例えば中身を見ますと、近所の応援者という

項目とかがあるわけですよ。意外とつき合いの

長いお年寄りの名前が書いてある。あれから３

年も４年もたって、まだそのまんまですから、

80後半の人の応援者が80幾らのおじいちゃんだ、

おばあちゃんだというのは、実際どうなのかな

と。そこら辺の見直しもちょっとかけていただ

きたいなというふうに思います。 

  それで、この事業をするに当たって、情報の

共有化という問題がありました。例えば防災機

関にこの情報を共有するか、今後の課題という

ことにしてあったんですが、実際、例えば消防

署とか消防団なりにこの情報を共有化されてい

るのか、開示しているのか、ちょっとお聞きし

たいなと思います。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員おっ

しゃるように、消防署とかに情報を提供しても

よろしいかというふうなことで、その同意を得

て名簿を作成したわけでございます。 

  それで、当時このプランを立ち上げて名簿を

作成したときに、消防署でこの名簿を持って活

用できるかというふうなところも当然あったと

ころで、当分の間はまだやらないというふうな

ところで実際のところやってきたわけでござい

ます。それで、25年度に災害対策基本法が改正

されました。その中で、災害時要援護者の名簿

につきましては、正式には「避難行動要支援者

名簿」というふうな名前になってございます。

この改正の法律の中で、警察も入れてください

というふうなことで、警察のほうに情報提供を

するようにというふうな改正になってございま

す。これにつきましては、御本人さんから警察

に情報を提供していいですかというふうな同意

はもらってございません。ただ、個人情報保護

審議会の中で同意をもらえればいいというふう

なことで、昨年５月に個人情報保護審議会を開

いていただきまして、警察の災害時の活動に使

うと、いわゆる犯罪捜査に使わないと、担当者

も見る人を制限するというふうな条件のもとに

許可するというふうなことで、その条件のもと

にその名簿につきましては、警察のほうに、担

当のほうにやってございます。これにつきまし

ては、法に基づくものというふうなことでござ

いますので、実際的に捜索というふうな状況に

なりますと、警察が主導権を握ってやるという

ふうなところに実際なるもんですから、そうい

ったところでの名簿提供は昨年度から行ってい

るというふうな状況になってございます。以上

です。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） じゃあ、私のほうから

時間のある限り、一般会計の質問は私で終わり

のようなので、少し時間を余計もらいたいんだ

けれども、そんなことできませんね。 

  そういう余談はともかくとして、市長、27年

度の施政方針を伺ってきたんですが、今年度は

昨年度より２ページほど多く市長の意気込みが

感じられたところでありました。 

  しかしながら、私が質問したい１点は、この

施政方針の中でもあります企業誘致に関して、

協和製材、集成材の企業が新庄市に立地される
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ということであります。企業誘致関連の質問に

なるかと思いますが、またそれに伴って、75ペ

ージの森林環境保全対策所有者等確認事業とあ

ります、６款１項１目林業振興費の中でですね。

これは、どういうふうな仕事をやるのか、まず

簡潔に説明願います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 森林環境緊急保全対策所有者

等確認事業につきましては、県の森林名簿と市

町村の森林名簿があるわけで、その突合を図る

ために、変更のあった部分について提出を願い

たいというふうな業務でございます。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） 今、私は聞きなれない

事業だなと思っておりました。 

  それはそれといたしまして、市長、やはり施

政方針の中で一番残念だなと思ったのが、こう

いう製材業者が来る、新庄市に。それに伴って

やはりここでは年間12万立方の製材を加工し製

品化する。そういうことも聞いております。そ

れに伴って、この森づくりに対してやはり新庄

市独自のこのたびは策があってしかるべきだと

私は思ったということでした。県では、再造林

とかいろんな事業対策を今掲げて、大学校に森

林科というか、そういうふうな科を設けると、

10人程度の。そういう積極的に県が動いている

さなかに、当新庄市がこういう会社に来ていた

だくことに対してどういうふうに受けとめてい

るか、市長、ちょっとその辺お聞かせいただき

たい。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 協和木材の誘致につきまして

は、直接雇用ということで、工場での従業員約

60名、それに付随する森林作業員、それを運搬

する作業会社、もろもろ合わせますと170名ほ

どの雇用が生まれるというふうに想定してござ

います。そのためには、やはりその約３分の２

ほどの森林所有者、林業家が、アンケートをと

りますと、今の状態のままでいいとか、あるい

はなかなか手をつけられないから販売したいと

いうのが現状の実態でございます。この辺のミ

スマッチの部分と、いわゆる年間12万立方メー

トルの素材を使って３万6,000の集成材をつく

っていくという、この部分のやっぱりマッチン

グ作業としまして、今ある既存の国有林も含め

て民有林の林家と広域森林組合等との連携をし

ながら、広域的に木材を搬出して、さらに、切

るだけではなくて、地ごしらえ、植林、そして

下刈り、保育と、いわゆる木材年齢、林齢から

すると60年から70年で１つの材ができるわけで

ございますけれども、こういう長いスパンの中

で、いかにいわゆるその所得が回るかという部

分も含めまして、現在総合支所の中では、森林

林業木材産業振興ビジョンというものを今つく

ってございます。この案の中で、そういう林家

の育成から、その森林組合の育成、そしてその

資産的所有をしている所有者とどうやって結び

つけていくか、その辺も総合的に今後振興を図

っていくための策を今練っているところでござ

います。 

  きのうの新聞には、農業大学校に、ただいま

お話しありましたように約10名程度のいわゆる

林業家を育成していくということで、平成28年

４月から学科新設ということで行っていますの

で、この辺ともあわせまして、農林課としても

やっていける分については力を入れていきたい

と、このように考えてございます。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） 私が聞きたいことは、

市の、市のですよ、市のこういうふうなことが

きちっと定まってくるということで、もう決定

しているわけですよ。県は県、県と一体化なっ
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てやっていかなきゃならない事業もあるわけ。

それはそれなんですよ、課長が言っているのは。

それはそれ。新庄市にこういう会社が来てくれ

ることは決定しているんですよ。それに対して、

材料、木材、いかに使っていただく体制づくり、

また今後の木材生産するための対応、そういう

ものが、さっぱりこの森づくり事業の中に何も

盛り込まれてないのが残念なんですよ。私はそ

ういうことに対してどういうふうな市の考えが

あるのかないのかですね。なかったら、これか

らこういうふうにしていきたいと思いますとい

うぐらいは言わなきゃだめだ。 

  この予算書に全然そういうものが見当たらな

い、そういうふうな対応するというか、そうい

うふうなものに木材を提供してやる体制づくり

というのがなってない。今後検討してください

よ。そうでなきゃ、せっかくこういう会社が来

ていただくことに対して、本当に私から言えば

失礼ですよ。そこまで言わせて、私は建設的に

言っているつもりなんですが、どうぞこれは今

後の対応を私はじっくり注視していきたい。 

  次に、除雪関係ですね。これは、施政方針の

中でも市長が、12ページですか、触れておりま

す。下段のほうで、「ここ数年の大雪で、高齢

者の冬の暮らしへの不安が増しております」と。

これだけ市が高齢者の雪に対する不安を察知し

ているわけですね、市長も。そうしたら、その

高齢者に対してどういう手だてをしてやれば、

この雪国の高齢者に対する除雪というものを、

こういうふうにやっておりますよと言えるもの

があったら、お聞かせいただきたい。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 高齢者の

雪対策というふうなことで、新庄市では、所得

の少ない、あるいは応援の期待できない高齢者

に対して、雪おろしと、あとそれから玄関前除

雪につきまして支援しているところでございま

す。 

  なお、社会福祉協議会でやってございます除

雪ボランティアにつきましても、その制度でで

きなかった部分につきまして支援しているとい

うふうなところでございますので、今後、ボラ

ンティア等につきましても拡大していこうとい

うふうなことで、今回包括支援センターのほう

にボランティアを育成する生活支援コーディネ

ーターというのも配置いたしますので、そうい

った面での支援を強化していきたいというふう

に考えてございます。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） 福祉課長のほうからそ

ういうふうな対策も講じているということであ

りますが、私が１つお聞きしたいというか対応

していただきたいというのは、やはり新庄市だ

けじゃないんですね、道路の除雪した場合、除

雪業者がして。玄関先に雪の塊を置いていかれ

るというのが物すごく今、新庄市だけじゃない、

各自治体でもいろんな話題提供されている。こ

れに対してやはり真剣に目を向けていかないと

ですね。やはり高齢者がいかに困っているか。

市道だったら朝１回除雪、国道だったら頻繁に

来る。県道も朝１回か２回、そういう除雪体系

が今組まれているわけですけれども、この高齢

者の玄関先に雪だまりを置かれていくというの

が物すごく今、本当に高齢者が困っているとい

うことを聞いております。これに対してのいい

策は考えていないのか、お聞かせいただきたい。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

遠藤敏信委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 除雪に関して、間口に、

戸口に雪が置かれるというふうな形で、実際、

やはり雪の降る時期になりますと、そういう苦

情、あとそれから連絡等が入るわけでございま
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す。 

  やはりこの問題につきましては、今年度１月

ですか、山形新聞のほうにも特集というふうな

形で記事が載ってございますけれども、やはり

それぞれの市町村、非常にこの問題については

苦慮しているというふうなことでございます。

委員のおっしゃいました高齢者に対しては、特

に大変だというふうな形で聞いてございます。 

  なお、またそれに伴ってどういう対策がある

かということで、いろいろ私どもも検討してい

るところでございます。現在につきましては、

いわゆる高齢者、要支援者ですけれども、それ

に対しましては、オペレーターのほうに指示い

たしまして、なるべくその雪は間口に置かない

ような形で協力をしていると。ただし、昨今、

やはり雪そのものについて、その家庭そのもの

についてはいいんですけれども、ほかの反対側

とか隣もしくはその先の方々から逆に不満が出

るというふうなことがございます。そうします

と、やはり地域全体としての取り組みというふ

うな形が必要になってくるかと思います。いわ

ゆるそういうふうな高齢者、もしくは弱者に対

しての除雪の配慮を御理解いただくというふう

なことが非常に大変かと思います。 

  その辺で、私どもとしましては、やはり地区

のほうに話す機会を設けまして、いろいろ話を

しながら、それぞれその地区その地区に合った

支援体制を考えたいと思います。 

  なお、ここにつきましては、やはり高齢者対

策というふうなことでございまして、機械除雪

に伴わず、別の方策もないかどうか検討したい

というふうに思っているところでございます。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） やはりそういうふうな

困っている老人世帯を市でもちゃんと把握して

いるわけですから、把握してて対応できないと

いうのはどうかなと。やはりこれは、今の機械、

幾ら立派な機械でも、雪をそういうふうに置か

ないでいくというのは技術的にも今のところで

はちょっと無理かなと。そうした場合、やはり

人的に排除してやる対応というのしか今のとこ

ろないと私は思うんですよ。その地区その地区

で話し合ってとか体制づくりとか、そんなこと

じゃない。各業者さんへ除排雪を委託している

わけですから、やはりその分、高齢者、除雪車

が行って置かれた場合は、やっぱり人的に排除

しなきゃならない。そういう対応策しか今私は

ないと思うんです。そういう対応をぜひ検討し

ていただきたい。 

  あと、70ページの６款１項３目、若者園芸塾

実践事業、これ、今どういうふうな成果が上が

っているのかお聞かせいただきたい。また今年

度も募集して、今その事業に進まれようとして

いるわけですが、どういう成果があって、そし

て今年度、今の状況、どういうふうに進んでい

るのかお聞かせいただきたい。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

遠藤敏信委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 若者園芸実践塾につきまして

は、平成22年10月から今の場所において開設さ

れました。これまで塾生としましては十数名の

方が卒塾なさいまして、ほとんどは園芸農家と

して頑張っていただいているところでございま

す。あと、27年度につきましては、現在募集中

でございますが、３名の方を内定しまして、も

う一名今入りたいというふうな意向でお越しい

ただいているような状況でございます。 

  あと、カリキュラムについては、やはりその

塾生のやりたいような作目を、希望を聞きなが

らできる範囲の中で対応していきたいというよ

うなカリキュラムで今編成しているところでご

ざいます。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） この若者園芸塾の最初
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の出発は、きちっとした名目を立てて始められ

た。イチゴ栽培を園芸作物として取り入れると

いうようなことが最初の出発だったわけですが、

何らそのような事業化はなっていない。何が実

践なんだと言わざるを得ない。 

  これは、若者園芸塾というのは、もう以前、

何年前か７年間やった事業なんです、これ。ま

た再復活してやってきた、その再復活したとい

うところの重要さが我々に伝わってこないんで

すよ。もう少しきちっと園芸関係、７年間も以

前やった、あの経過はきちっと踏まえていると

思うんです、把握していると思うんです、行政

も。今、そういうふうな、ただ実際あそこで勉

強して、家に帰ってそれを実践しているから、

それが成果的なことを言われるんだが、そうじ

ゃないんですよ、あそこの若者園芸塾、我々が

捉えているのは。市長だってそうじゃないでし

ょう、最初ちゃんと名目を立てて事業を始めた

わけですから。 

  もう少し建設的に言わせてもらうと、この若

者園芸塾で、私は今言われている６次産業、い

いですか、６次産業、こういう事業をあそこで

繰り広げられると。それが実践なんですよ、実

践。そのぐらいのやっぱり計画目標を立ててや

るくらいの、公金を使ってやるわけですから。

あそこでモデル的な、あそこでちゃんとつくっ

ているわけですから。そういうものを目指して

やってもらう事業のほうがずっと、これからリ

ーダー的にあそこで、人材育成も入っているわ

けですからね。そういうことも視野に入れてや

っていただければなと私は思います。 

  あと、ページ104の10款４項６目、名勝本合

海保存管理計画図面作成業務委託料80万、船舶

借上料10万、この辺の内容等お聞かせいただき

たい。 

伊藤洋一社会教育課長 委員長、伊藤洋一。 

遠藤敏信委員長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 国文化財指定登録事業費

でございます。本合海の奥の細道の風景地の一

つとして指定されたものでございますが、現在、

全国で24カ所指定を受けております。その包括

的な保存活用計画、文化庁の指導のもとに26年

度で作成されるということであります。これを

受けまして、個々の風景地がその保存管理計画

を作成するという事業でございます。 

  船舶の借上料につきましては、その保存管理

計画の現地調査の際の船の借上料ということで

ございます。よろしくお願いします。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） 私のところでこういう

計画が展開されると。図面作成の業務だけれど

も、船舶借上料、あそこはやっぱり最上川舟下

りの会社が昨年、松尾芭蕉が乗船した地から舟

を流したいということで、川開きもやった。当

然、市長、議長も出席していただいておるわけ

であります。あそこのところが、本合海のあそ

この川の地形が、ここ数年変わってきているん

です。なかなか松尾芭蕉の乗船の地まで上って

くるのが大変な状況下にあるんですよ。という

ことは、水がそれなりに増量というか、あれば、

そうやぶさかでないんですが、夏場になると渇

水状態になったりすると全然上ってこられなく

なってくる。こういう状況で、日程予定を組ん

でも、最上川舟下りのほうに上ってこれない。

それでキャンセル、計画を中止した例が、今年

度明けた去年の夏場、何回かあった。中学生と

か小学生とかを対象にして、あそこでエコロジ

ーなんか一生懸命企画したんですが、なかなか

実施することができなかったわけです。 

  こういう点を考えますと、やはり川底をある

程度下げてやらないと、上ってこれない状況が

あるわけですから、その辺も十分に踏まえて、

ひとつこの計画を立てることになればですよ、

その辺をいかにして国交省あたりと相談をしな

がら、川に機械を入れてそれなりに川の流れを
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変更すること……。今の最上川舟下り、鶴岡で

やっている舟下りすら、渇水時期になると重機

を入れて川底を下げたりしてやっておる状況な

んです。だから、そういうことも頭に入れて、

ぜひ舟下りが本合海の地から常時流すことがで

きるんだといえば、これはすばらしい観光地に

なるのは間違いないんですよ。そういうことも、

ぜひ課長ひとつ、視野に入れて、この業務策定

もきちっと計画どおり舟下りができるように取

り組む姿勢をつくってもらいたい。 

  もう一つ、これを言って終わりになるかもし

れません。あと一つ、36ページの２款１項７目、

これが最初言いたかったんだけれども、最上町

村会負担金105万5,000円。これから最上開発協

議会、最上地域の町村会負担金、これはどうい

う建前でこのぐらいの予算が計上されたのかお

聞かせいただきたい。内容がどうなのかです、

まずは。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

遠藤敏信委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 今年度は105万5,000円、

昨年度が102万3,000円ということで、３万円ほ

ど上回っていますが、現分も事務費なんかを含

めてあるわけですけれども、増加となっている

主な要因といたしましては、最上地域政策懇談

会、これに用いられる連絡運動費、この部分が

増額になっておりまして、それが反映されてお

ります。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） 前からも町村会負担金、

これは市長が出席されるような会議が多いわけ

ですね。これは前からオブザーバー的に、今も

あるんでしょう、オブザーバー的に市長が出席

した会議は、新庄市は。町村会で会議した場合。 

  こういうふうな会議の持ち方はどうも我々か

ら見ると、前も先輩議員が言われた点も頭に残

っているわけで、こういうふうなオブザーバー

的な会議じゃなくて、もっとやっぱりきちっと

した会議の場を、うちの市長が出席して会議を

きちっと同じテーブルで話し合えるような場を

つくるべきだと私は。ましてや、定住自立県構

想なんて。他町村と何回かもう、担当者は話し

合うことはわかるんですが、首長がやっぱりそ

こできちっと大筋のことも話し合ってこそ、こ

の事業化がスムーズに進む方向性が出てくると

私は思うんです。その辺はどう思いますか。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

遠藤敏信委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 オブザーバーでありますが、町村

会の一員として発言権も持っております。さま

ざまな今回の政策提言、議員の、職員のもあり

ます。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時００分 休憩 

     午後２時０９分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、討論の発言を許

可します。 

  初めに、反対討論として、佐藤悦子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 2015年、平成27年度一

般会計予算に反対討論を行います。 

  まず、評価できることについてですが、住宅

リフォーム補助事業の継続、不妊治療への補助

が拡大、市有施設の耐震化工事、学校図書館に

職員を配置する事業、生活道の排雪への補助の

継続、中３までの子供の医療費の無料化、学童
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保育が小６まで拡大されたこと、個別学習指導

員の配置、特に萩野学園に３名配置とのこと、

消防団員の報酬の引き上げ、特別会計では、水

道料の引き下げも図ったということで、こうい

った姿勢には高く評価したい。それから、再生

可能エネルギーも拡大ということで、こういっ

た姿勢には賛成して評価するものです。 

  では、反対の理由について述べさせていただ

きます。 

  １番は、介護保険料の引き上げです。平均

14.7％、一般会計の繰り入れで値上げを抑制す

べきであったと思います。 

  不規則発言はやめてください。 

  第１段階の保険料も引き上げられております。 

  反対の理由の２つ目は、平成26年度に国民健

康保険税が11.83％増税した結果、１人当たり

の国保税が、県内13市中、第２位となったこと

です。 

遠藤敏信委員長 佐藤委員。国保税については、

まだ審査してません。 

１ 番（佐藤悦子委員） これについても一般会

計とかかわるわけですので、黙って聞いていた

だきたいと思います。 

  税について、市独自減免を拡充し、医療費窓

口負担の減免制度を使えるものに改善を図るべ

きです。 

３ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

遠藤敏信委員長 石川正志委員。 

３ 番（石川正志委員） 予算特別委員会を、最

終的に進行を取り計らう委員長に対する侮辱と

今の発言は捉えて、暫時休憩を求め、議会運営

委員会の開催を求めます。 

遠藤敏信委員長 ただいま石川委員から緊急の動

議が出されましたが、いかが取り計らいますか。

（「同意を求めろ、同意」の声あり） 

  石川委員の動議に賛成の方、挙手をお願いし

ます。 

   （賛成者挙手） 

遠藤敏信委員長 よって、ただいまから緊急議会

運営委員会を開催いたします。 

  暫時休憩します。 

 

     午後２時１３分 休憩 

     午後２時１７分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  先ほど石川委員より佐藤悦子委員の反対討論

に対して、侮辱しているんじゃないかというふ

うな緊急動議が出されました。動議に対して賛

成者があり、動議は成立しました。 

  ここで皆さんにお諮りします。 

  先ほどの発言をめぐって、議会運営委員会の

開催に賛成の皆さんの挙手をお願いします。 

   （賛成者挙手） 

遠藤敏信委員長 賛成多数により、議会運営委員

会の開催を認めます。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後２時１８分 休憩 

     午後２時４０分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 ただいま緊急で議会運

営委員会を開催させていただきました。 

  理由につきましては、一般会計の反対討論を

している最中に、内容的にまだ採決をしていな

い内容になった際に、委員長が制止をしたと。

制止をしたのにもかかわらず、制止を振り切り

発言を続けた、反対討論を続けたというところ

で、石川委員のほうから動議が出されました。

２名以上の動議の賛同があり、議会運営委員会

を開催する方向になりました。 

  議会運営委員会の中では、やはり委員長の制
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止を振り切り構わず反対討論を続けたというと

ころに、議会の品格、議会の機能を軽視すると

いうことで、議会運営委員会としましては、佐

藤悦子委員の反対討論を禁止するという結論に

達しました。委員の皆様、御理解をよろしくお

願いいたします。 

  報告を終わります。 

遠藤敏信委員長 ただいま議会運営委員長のほう

から議会運営委員会の経過と結果の報告がござ

いました。 

  これによりますと、佐藤悦子委員の反対討論

を続行することを禁止するというふうな結論に

至ったようですけれども、これについて、皆さ

ん、御賛同の方は挙手をお願いします。 

   （賛成者挙手） 

遠藤敏信委員長 賛成多数で、議会運営委員会の

結果は支持されました。よって、佐藤悦子委員

の反対討論を禁止します。 

  次に、賛成討論として伊藤 操委員。 

   （２番伊藤 操委員登壇） 

２ 番（伊藤 操委員） 議案第26号平成27年度

新庄市一般会計当初予算の賛成討論を行います。 

  国内の経済は、政府の経済再生に向けた取り

組みの強化などによって緩やかに回復している

ようです。 

  しかしながら、消費税増税の駆け込み需要の

反動による個人消費の落ち込みが持ち直してお

らず、いまだにリスクを抱えたままの情勢とな

っております。 

  国においては、大震災からの復興を加速させ

るとともに、デフレからの脱却を確実なものと

し、経済再生と財政再建の双方を同時に実現し

ていくこととしており、さらには経済の脆弱な

部分に的を絞った地方への高循環拡大に向けた

緊急経済対策と、これを具体化する26年度補正

予算の迅速かつ着実な実行を図ることとしてお

ります。このことにより、我が国の経済成長力

を底上げさせるための動きが、より色濃くなっ

ているものと思われます。 

  このような中で、本市の財政状況はこの数年

間で大きな改善が見られましたが、これは市民

との一丸となった継続的な取り組みのあかしと

言えます。しかしながら、懸案の大規模事業が

本格的に展開されていくことにより、この数年

間の財政規模を大きく膨らませております。し

たがいまして、今こそ過去と同じ轍を踏むこと

のないよう、新たに作成された中期財政計画に

基づく健全化の精神を堅持していかなければい

けないものと思います。また、新年度となる27

年度の予算においては、もちろんこの財政の健

全化を堅持しつつも、第４次振興計画を推進す

る意義ある内容でなければならないものと考え

ております。 

  予算案を見ますと、総額が前年度との比較で

８億5,600万円の減となり、６年ぶりの減額予

算となっておりますが、小中一貫教育校建設な

どの大規模事業の実施がピークを越えたことに

より、今後の本来の財政規模へと移行していく

契機となっているものと思われます。 

  歳入においては、国における地方財政対策に

よって、交付税や臨時財政対策債を抑えた形に

ならざるを得ない状況であり、また、市税の伸

びも見られない状況ではありますが、小中一貫

教育校建設や市有施設老朽化対策などの大規模

事業の実施に伴い、国庫支出金や市債を有効に

活用するとともに、これらの財源補塡のために

財政調整基金からの繰り入れを有効に活用する

という形での編成となっているようです。 

  また、歳出においては、本市を取り巻く諸状

況をよく認識するとともに、国・県の動向をも

踏まえるという予算編成方針によりながら、全

般的に第４次振興計画の３つの重点プロジェク

トの計画的な推進のために、限られた財源を有

効的に活用することを基本として編成されてい

るようです。全体を通して、持続可能で健全な

財政運営を基本に据えながらも、行政の目指す
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べき基本となる市民生活の向上と地域経済の進

展に主眼を置いた評価できる予算であると思わ

れます。 

  また、６年ぶりの減額予算となったにもかか

わらず、前年度からの引き続く地域経済の活性

化に加え、新たな課題である定住促進対策に係

る諸施策をも十分に盛り込んでいる点も評価に

値すると思われます。 

  今後とも、市民や議会の意見などに耳を傾け

られるとともに、創意工夫と改善の努力を惜し

むことなく続けられ、市民本位となる事務事業

の展開を図られるように御期待を申し上げ、平

成27年度一般会計当初予算の賛成討論といたし

ます。 

  以上です。 

遠藤敏信委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第26号平成27年度新庄市一般会計予算に

ついて、電子表決システムにより採決を行いま

す。 

  議案第26号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委員

は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

遠藤敏信委員長 押し忘れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 投票を締め切ります。 

  賛成多数であります。よって、議案第26号は

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

散      会 

 

 

遠藤敏信委員長 以上をもちまして、本日の審査

を終了いたします。 

  次の予算特別委員会は、あす13日金曜日午前

10時より再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  どうも御苦労さまでございました。 

 

     午後２時５０分 散会 
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予算特別委員会記録（第４号） 
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開      議 

 

 

遠藤敏信委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名全員出席でござい

ます。 

  それでは、これより３月12日に引き続き予算

特別委員会を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、昨日も申し上げま

したが、再度確認のため、審査及び本委員会の

進行に関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。 

  質疑は、答弁を含め１人30分以内といたしま

す。 

  質問の際は、必ずページ数、款項目、事業名

などを具体的に示してから質問されるようお願

い申し上げます。 

  また、会議規則第116条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について、

特段の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  ただいまから審査に入ります。 

 

 

議案第２７号平成２７年度新庄市

国民健康保険事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 初めに、議案第27号平成27年度

新庄市国民健康保険事業特別会計予算を議題と

します。 

  なお、本件を含む特別会計につきましては、

歳入と歳出を一括して質疑を行います。 

  それでは、質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ページ134の２に、国

保、３点あるんですけれども、大きく変わった

ものとして、保険給付費が約5,000万減、それ

から後期高齢者支援金などが約6,500万減、そ

して介護納付金が5,000万減ですが、これはそ

れぞれ理由があると思うんですけれども、お願

いしたいと思います。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 おはようございます。 

  ただいま佐藤委員のほうから３点、国保事業、

国保会計歳出について、前年度と比較して減額

になったものについての理由はどういうことな

んだということでの御質問かと思います。 

  まず初めに、保険給付費5,000万の減という

ことでございますけれども、毎年度、予算を作

成するに当たりましては、大体その１年分を想

定というか予測しまして策定するわけでござい

ます。療養費関係、それから被保険者数などを

勘案しながら、この療養給付費につきましては

予算策定するわけですが、毎年、若干ずつでは

ありますが保険者数が減っております。例えば

27年度予算を策定するに当たりましては、被保

険者数を9,751名ということで予算を策定して

おります。前年度と比較しますと、500名ほど

ですか減っているような形になっておりまして、

そういったことがこの歳出予算の保険給付費の

減につながっているものでございます。大きな

理由でございます。 

  それから、後期高齢者支援金等ということで

6,500万円の減というふうになっておりますが、

この内容につきましては、全国レベルでの後期

高齢者広域連合の保険給付費の４割を現役世代

の人数割で拠出するものとして予算計上してお

ります。当該年度の概算額６億1,500万ほどと、

２年前の精算額、これがマイナスの6,700万ほ
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どですか、ということで算出しております。そ

れで、この５億4,000万何がしの金額になりま

して、結果的には前年度と比較しまして6,500

万ほどの減ということで、全国レベルでの算出

ということで、こういった数字になっておりま

す。 

  それから、３番目の介護納付金につきまして、

5,000万ほど減というふうになっております。

これも同じように後期高齢者支援金、先ほど言

いましたものと同様の方法で計算しております。

医療保険に加入している介護保険の２号被保険

者、40歳から64歳の介護の負担金を納付してい

るものでございます。先ほどのと同じように、

全国の介護保険給付費の29％を全国の２号被保

険者数１人当たりの負担額を算出して計算して

いるというような状況のもので、27年度につき

ましては5,000万ほどの減額の当初予算の策定

ということになっております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 詳しくありがとうござ

いました。 

  続いて、133ページの１で国民健康保険税が

マイナス１億1,022万円ということになってい

るんです。これは保険者数が減っている分かな

とは思いますが。 

  さらに、135ページの１の１で、収納見込み

を見ますと91％となっております。25年度の決

算は93％でした。国保税が１人当たり11万円と

いうことで、13市中第２位のこの高過ぎる状況

があったために払えない人がふえたというふう

に感じるんですけれども、その91％という理由

はどういうことでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

遠藤敏信委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 27年度予算における収納率の

ことでございますけれども、昨年度といいます

か平成26年度当初予算での予算額の見積もりに

際して、我々使いました収納率は90％でござい

ました。今回91％ということで１％ふやしてご

ざいます。確かに93％の実績を25年度でつくり

ましたけれども、予算でございますので、多少

低目といいますか、そういうような設定で、た

だし前年度よりは１％ふやしているというふう

なことでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 133ページの３で国庫

支出金というのがマイナス5,400万になってい

るんですけれども、これはどういう理由なのか。

消費税増税でも国保の国庫負担増の財源ができ

るという期待が打ち砕かれたのかというふうに

思いますが、どうですか。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 ただいまの133ページ、３款

の国庫支出金、３款全体のことを言われておら

れるのだろうなとは思うのですが、その後に、

136ページから款項目、その中身について具体

的に記載されておるものがありますので、そこ

をちょっと個別にというかお話をさせていただ

くような答弁となりますので、御了解いただき

たいと思います。 

  まず、国のほうでこの国庫支出金、国庫負担

金とか計算するわけですが、当然、計算式とい

うんでしょうかね、決まっておりまして、それ

ぞれがその金額になるものでございます。 

  136ページの３款１項国庫負担金の１番目、

療養給付費等負担金につきましては1,800万、

900万ほどの減ということで、これにつきまし

て、交付金の算定内容が医療分と後期高齢者支

援分ということで、それらを合わせたものがこ

の金額、予算額になるわけですが、そのそれぞ

れが少なくなってきております。医療費関係の

人数とかも影響しているのかなとは思いますが、

その内訳、ちょっと細かいので大変長くなって



- 247 - 

しまいますので、医療費分につきましては、

200万ほどの、200万弱ですか、減と、それから

後期高齢者分につきましては1,800万近くです

かね、の減ということで、例年どおりの積算を

した上での算出内容でございます。 

  それから、介護納付金負担金ということで、

こちらのほうが1,600万の減と、概算分という

ことでございますので、1,600万の減というこ

とですけれども、これについても、介護納付金

に対します国の定率の負担ということで、例年

どおりの算出の仕方でございます。そうですね、

前年度に比較しまして1,600万ほどの減という

ような内容でございます。 

  減額になったものだけで多分よろしいのかな

と思いますので、次は、３款２項国庫補助金に

つきまして御説明したいと思います。 

  財政調整交付金ということで、国庫支出金の

財政調整交付金、これが1,900万ほどの減とい

うことであります。これにつきましても、医療、

老健分ということでのものと、介護分というこ

とでのもので算出しております。医療分、後期

分、それから介護分ですね。これにつきまして

も、医療費や所得の格差を全国レベルで調整す

る内容のものでございます。医療費については

７％相当分というようなことで、全国レベルで

調整していく交付金になります。これの例年ど

おりの計算の仕方で、医療費分、後期分、介護

分ということでの算出の結果、この交付金につ

きましては1,900万円ほどの減というふうにな

っている状況でございます。 

  ちょっと長くなって申しわけありませんでし

た。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 簡単に言うと、つまり

例年どおりの算出なんだという、算出で出した

ということで、あと人数が減っているというこ

とからこういうことになったという、簡単に言

うとそういうことだったなと思いました。 

  私としては、消費税が増税するときの理由と

して、社会保障費に使うんだ、あるいは国保の

足りない分に国から出せるようにするという理

由もあったように思うんですが、そういうのが

ほとんどされないままに来たんでないかなとい

うふうに感じられます。 

  私だけがそう感じているようではなくて、例

えば全国知事会では、かなり、県単位化に向か

っていることもありまして、このことに怒りを

禁じ得ないとはっきり言っている状況のようで

す。これは国保新聞2014年の７月20日号に会長

が言っているようです。また、2014年の７月４

日には自民党と県知事の代表の方がお話しした

ようで、そこでは、わずかの国庫補助ではだめ

だと、わずかふえたぐらいではだめだと、１兆

円の国庫負担増が必要だと。やっぱり構造的に

非常に問題を抱えている国保であるので、これ

を抜本的に国の１兆円以上の国庫補助をふやす

形でなければ、被保険者の負担軽減はできない、

市町村の負担軽減もできないというふうに県知

事らも必死になって訴えているんだなというふ

うに私も見ておりました。 

  この県知事とまた国とのやりとりというのは

どうなるかわかりませんが、こういう国庫補助

の低い状況が続いている中で、市民の国民健康

保険税負担は非常に重くなっているなと思いま

す。きのうも知り合いの方が、よく知っている

方が、市役所に来て、国保税を納められないん

だということを言っておられました。私も胸が

痛くなった思いでした。 

  こういう状況で、「平成23年度の国民健康保

険の財政状況」という冊子がありますが、そこ

でも、厚生労働省も収納率向上の確かな道は、

低所得者への保険税減免措置を推進し、納付し

やすい環境をつくることだと認めているような

んですが、確かですか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 
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遠藤敏信委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ただいま佐藤委員からおっし

ゃられたお話につきましては、私どものほうで

は認識してございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、次に行きます。 

  133ページの６に、県支出金というのがマイ

ナス2,091万円になっております。県独自の繰

り入れは予定されていないのか、26年度もどう

だったのか、お願いしたいと思います。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 県支出金ということで、先ほ

どと同じように、総括表の中での質問なので、

かみ砕いて説明したほうがいいかなと思うんで

すが。（「県独自の」の声あり） 

  県独自というか、県のほうで行っている、国

でやってなくて県で支出金として出しているも

のもあります。財政調整交付金とかあります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 県独自の繰り入れとい

のはないように聞いているんですが、どうです

か。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 国で支援というんでしょうか、

県で出しているものとしましては、財政調整交

付金がございます。また、ほかにも全国のルー

ルにのっとってやっているのかなとは思います

が、山形県としてということではないです。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 山形県としてはないと

いうことでしたね。それも私もそういうふうに

聞いておりました。 

  しかし、2012年度、秋田県は３億8,738万円

の独自繰り入れをしているというふうに聞いて

おります。それは御存じでしょうか。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 申しわけありませんが、存じ

上げておりません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 払う立場に立ってみれ

ば高過ぎる国保税に全体的になっている中で、

県独自で秋田県が2012年度に３億8,738万円の

独自繰り入れをしています。それは、山形県と

秋田県はそんなに違わない県のような気がしま

す、人口とか全体的な財政状況とか産業とか、

似ているような気がします。そういう中で、や

っぱり県民の立場に立った手厚い独自の補助を

やっているというのは、山形県としても私はや

ってしかるべきでないかなと思うし、それが新

庄市民にとっても本当に助かる、ほっとできる

ことにつながると思うので、そういうのを示し

て要望する考えはないか、お願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国に対して国庫補助を

ふやすように市長を先頭に頑張っているとよく

聞きます。ぜひその立場で、さっき知事会のほ

うから言ったように、ただ漠然とふやすという

んじゃなくて、１兆円ぐらいふやしてほしいと

いうふうに大きく言ってほしいし、県に対して

も、独自の補助をやるべきだというふうに私は

言うべきだろうと思うんです。 

  答えがないようなので、残念ですが、次に行

きます。 

  135ページの１の１と２の４、５、６の部分

で、滞納繰越分というのがありますが、これと

かかわりまして、資格証や短期証になっている

方々の数、そして現在差し押さえの件数などに

ついては、押さえているところ、現在でいいで
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すけれども、どうなのか、お願いします。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 国民健康保険の保険証で資格

証、それから短期証の交付を受けている数とい

うことについてお答えしたいと思います。 

  直近ということで、27年の２月末ということ

での数字をお答えしたいと思います。 

  資格証が28件、短期証につきましては184件

というふうになっております。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

遠藤敏信委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 私どものほうで、国民健康保

険税だけに限定して滞納処分とか、そういった

ものの集計を行っておりません。大体国保税の

滞納をなさっている方につきましては、ほかの

税目についてもあわせて滞納しているという事

例が多くございますので、そういった制限つき

でございますけれども、お答え申し上げます。 

  平成25年度でございますけれども、差し押さ

えですが、所得税還付金で86件ですか、それか

ら預貯金で58件、定期預金で１件、給料など、

これが11件ということでございまして、合計

156件、こちら側からいたしますと債権額にな

りますけれども、滞納額の総計が6,400万円ほ

どになります。その中で市税に充当できたもの

が780万円ほどということで、充当率は12％ち

ょっとということでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私たちとしては、支払

い能力があるのに滞納して、催促にも納付相談

にも応じない悪質な滞納者には一定の非常手段

をとることは否定しないという立場です。 

  しかし、給与などの生計費相当部分、年金、

公的手当、それを奪われたら生業が絶たれるよ

うな商売道具などの差し押さえ禁止債権、財産

の差し押さえ禁止債権というのがあるようです。

また、病気や失業、所得激減などで生活困窮に

至った世帯をさらに困窮に突き落とすような差

し押さえはやってはならないと考えております。

どうでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

遠藤敏信委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 佐藤委員おっしゃるように、

私どものほうとしましても、法令遵守、差し押

さえ禁止財産につきましては、差し押さえはし

てございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ぜひ、その立場でお願

いします。 

  次に、138ページの９の１で基金繰入金が

3,000万円とあります。平成27年度末の基金は

どのように予定しておられますか。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 今の質問、27年度末というふ

うなことでの御質問かと思います。27年度は、

これから始まるものでございます。したがって、

例えば26年度の決算状況を見たりとか、さまざ

まな形で、例えば26年度につきましては25年度

に繰越金が割と出たということで、26年度ある

いは27年度に国保運営を円滑にしていくために

基金として積み立てるというんでしょうか、そ

ういった作業を、26年度には９月補正で3,000

万、それから２月補正で2,000万ということで、

前年度の決算状況を見ながら基金を積み立てら

れるかどうかというところを判断するような形

で、27年度末については今どうだと言えるほど

国保の仕組みがわかりやすくというか……はい。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 現在、基金残高は

5,000万ということでよろしいですか。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 
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遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 26年度の３月補正も終わりま

して、26年度末の基金としましては、９月補正

のときの3,000万、それから３月補正のときの

2,000万と、合わせて5,000万、ただし、そのう

ちの3,000万については、27年度の歳入として

3,000万を使わさせていただくというような内

容であります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 低所得者などへの独自

減免の拡充などができるお金があると思うんで

すが、どうですか。 

荒澤宏二健康課長 委員長、荒澤宏二。 

遠藤敏信委員長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 一般質問のときにも同じよう

な質問があったかとは思うんですが、なかなか、

先ほども言いましたように、国保運営というか、

大変厳しい状況でございますので、１人当たり

の給付費が増加傾向にあったり、厳しい状況の

中でありますので、今のところはできないとい

うふうに判断しております。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 27年度国民健康保険会

計予算について反対討論を述べます。 

  反対の理由は、市民の高過ぎる国保税になっ

てしまっているわけですが、これに対して、市

独自の減免制度などをつくりながら、少しでも

納められる国民健康保険税にする努力を市とし

てできるというふうに私は見たということであ

ります。 

  国民健康保険税をよくするために一番大事な

ことは、先ほど述べたように、知事会の代表な

どが国に対して、あるいは自民党に対して言っ

ているように、国庫負担の、少しではなくて１

兆円以上の大幅な国庫負担増、これでなければ

抜本的な国民健康保険会計の構造を安定するこ

とはできないということを述べていますが、そ

のとおりだと思います。 

  それがなかなか進まない中で、国の悪政の防

波堤として自治体独自で繰り入れを行うことが

できる、また、基金も少しでもあれば独自の減

免制度などの拡充で納めやすい国保にすること、

それが収納率の向上にもつながるものだと思い

ます。 

  国民健康保険税の滞納者の圧倒的多数は生活

困窮者であります。収納対策は本来、行政が貧

困に苦しむ人を見つけ出し、親身に相談に乗っ

て、減免措置や福祉制度を適用していく最初の

窓口となり得るものです。滞納者の締め上げで

はなくて、困窮者の救済、貧困打開を第一義に

置いた収納対策へ転換することが求められてい

ると思います。 

  一般会計の繰り入れも私はできると思います。

一般会計は、平成26年度末、財政調整基金が14

億、27年度末も８億6,000万と予想されており

ます。さらに、土地開発公社の預金も２億円も

あります。引き下げや市独自減免の市の財源は

あると私は思っております。 

  以上です。 

遠藤敏信委員長 ほかに討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 議案第27号平成27年度新庄市国
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民健康保険事業特別会計予算については、反対

討論がございましたので、電子表決システムに

より採決を行います。 

  議案第27号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委員

は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

遠藤敏信委員長 押し忘れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 投票を締め切ります。 

  賛成多数であります。よって、議案第27号は

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

議案第２８号平成２７年度新庄市

交通災害共済事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 次に、議案第28号平成27年度新

庄市交通災害共済事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第28号平成27年度新庄市交通災害共済事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第28号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２９号平成２７年度新庄市

公共下水道事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 次に、議案第29号平成27年度新

庄市公共下水道事業特別会計予算を議題といた

します。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 175ページの地方債の

前々年度末における現在高及び前年度末及び当

該年度末における現在高の見込みに関する調書

というところで、27年度末現在高見込額が載っ

ております。約75億です。公共下水道の予算は

年15億円ぐらいです。これに対して５倍の地方

債高があります。非常に大きいと誰でも感じて

いるわけです。この返すめどはあるのか、お聞

きします。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

遠藤敏信委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 公共下水道事業につきま

しては、国庫補助金、またその今おっしゃられ

ました企業債等々、また使用者の利用料金を財

源としまして、これまで事業を進めてきたとこ

ろでございます。また、その企業債につきまし

ても、計画的に借り入れをしまして、また５％

以上の高利率のものは借り換えというような措

置をとりまして、計画的に返してまいりたいと

考えているところでございます。以上です。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 返すめどはあるんでし

ょうか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

遠藤敏信委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 あります。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 下水道事業は、市民生

活にとってなくてはならない、これがなかった

ら困るという、本当に生活に密着した公共事業

の一つだと思っております。 

  しかし、この会計を見たときに、１年間の予

算の約５倍も借金を持たねばならないというの

は、一般的な会社でもこんなことがあるのかと

思うぐらい大変厳しいものだなというふうに思

います。これを返すとなると、もしかしたら下

水道料金の値上げだろうかというふうに考える

と、もう市民にとって大変な思いがするような

気がいたします。 

  そういう意味で、国のやっぱり姿勢だと思う

んです。生活関連の密着の、生活密着の公共事

業に対する国のお金の配分をふやすべきだと言

っていくべきだし、そうすることで市民生活を

守ることにつながるという立場で、国に対して

やっぱり公共事業、生活密着型にすべきだとい

う強力な運動で、この下水道の借金も早く返せ

るようにするべきでないかなと思うんですが、

どうでしょうか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

遠藤敏信委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 国のほうの繰入金の制度

ということでございますが、一般会計繰入金と

いうものが収入のほうにございます。その繰入

金と申しますのは、国の制度で、総務省のほう

で公共下水道について繰出基準というものがご

ざいます。幾らか項目、メニューがございます

けれども、その繰入金について、公共下水道で

それなりの経営をしていれば、その基準に基づ

きまして繰入金が来るという制度でございます。 

  また、その繰入金の幾らかは地方交付税等の

措置を行っているものでございますが、そうい

った国の補助制度拡充ということにつきまして

は、機会を捉えまして要望してまいりたいと考

えているところでございます。以上でございま

す。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） 私のほうから、歳入と

歳出１点ずつお聞きいたします。 

  １つは、ページ162、歳入の使用料、これは

昨年度より約600万弱使用料がふえている。そ

の辺の普及率と兼ね合いはどうなっているのか、

その辺１つ。 

  そしてまた、歳出のほうで、166ページの２

款１項２目施設建設費に関してですね。これは、

建設する際の事業区域設定なされておりますね。

その辺の区域設定の計画の年度とか、きちっと

説明がなされてないのが現状かと思います。役

所のほうだけが区域設定をやって、特に本管が、

管暗渠なっているところの、本管が入ってすぐ

五、六メーターも離れてない住宅がつなげない

状況がある。その辺の区域設定はどういうふう

な形で計画なされているのか、その辺お聞かせ

いただきたい。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

遠藤敏信委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 収入600万ほど増加とい

うお尋ねでしたが、下水道事業は、毎年工事を

やっていまして利用者が増加しております。そ

の一例を挙げれば円満寺地区とか西町地区とい

うことで利用者がふえておりますので、来年度

は収入が上がるだろうという見込みで収入をふ

やしたものでございます。 
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  また、工事状況の地域の説明ということかと

思いますが、これまでの地区につきましては工

事の前に説明ということにしておりましたが、

さらに昨年度より新しく公共下水道が始まる地

区、太田地区、また来年度につきましては本宮

地区の予算を計上させていただいておりますけ

れども、そういった予定地区につきましては、

区長さん方と協議を進めながら、前もって説明

会を開かせていただきまして、地域の方々の御

理解を得ながら事業を進めてまいりたいと考え

ております。以上でございます。 

１０番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

遠藤敏信委員長 清水清秋委員。 

１０番（清水清秋委員） 課長、見込みはわかる

んですよ。普及率をちょっと、これちょっと説

明なかったわけで、その辺の兼ね合いを聞いて

いたんですよ。ふえるだろうという見込みはあ

るからこそ、これ当然使用料がふえる額が出さ

れているわけで、その辺の26年度の普及度合い、

率、その辺もお聞かせいただきたい。 

  あと、今、建設事業費、これね、やはり住民

にわかりやすく説明をしていただかないと、そ

こまで本管が入っていて、すぐ隣の家が事業区

域外だからつなげないんだよだけでは、住民と

しても、何でだべなというか、そういうふうな

状況が起きているわけですから、その辺のきち

っとしたやっぱり、何年度から事業が区域設定

やってありますよとか、そういうふうな物事が

やっぱり不足しているんでないかなという感じ

があるんですよ、実際にそういうふうな状況も

起きているわけですから。その辺は、役所のほ

うで区域設定しても、本管が入って、すぐ隣の、

こっちのほうはもう事業計画に入っていないか

らされないんだよじゃなくて、そこに新しく家

建てる場合なんか特に、今、皆、公共下水道に

つなげたいわけですよ。そういうところは、や

っぱりその辺の住民ときちっと話し合いをして、

何とか手だてして、つなげる方策をとってもら

えればと思うが、その辺はどうか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

遠藤敏信委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 普及率と申しますか水洗

化率でございますが、本市におきましては26年

度当初で約81.5％でございます。 

  あと、区域でございますが、個別の事象につ

きましては、こちらのほうに相談していただけ

れば、お客様と私たちと、できる限りのことで

利用していただくというような方向で進めてま

いりたいと思います。 

  また、宅地造成とか、いろいろなこう、大き

い場所につきましては、いろいろ情報をいただ

きまして、翌年度、なるべくそういった計画と

合わせまして本管を埋設してまいりたいという

ような考えでおりますので、よろしく御理解い

ただきたいと思います。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第29号平成27年度新庄市公共下水道事業

特別会計予算は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 
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議案第３０号平成２７年度新庄市

農業集落排水事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 次に、議案第30号平成27年度新

庄市農業集落排水事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいま討論の通告はありません。討論あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第30号平成27年度新庄市農業集落排水事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３１号平成２７年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 次に、議案第31号平成27年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第31号平成27年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３２号平成２７年度新庄市

介護保険事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 次に、議案第32号平成27年度新

庄市介護保険事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 199ページの１で、保
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険料がプラスの１億1,789万3,000円となってい

ます。このたび保険料が平均14.7％引き上げが

提案されていますが、その分がこのぐらい上が

ったことになっていることになるのかお願いし

ます。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 要因とい

たしましては、介護保険料が改正になって上が

ったというふうなことと、それから、それに対

する高齢者の増というふうなことが要因に上げ

られるかなと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 保険料の値上げ分と、

それから高齢者の人数がふえたためというお答

えだったように思います。 

  次に、別のことでお聞きしますが、207ペー

ジに１款２目認定調査等費、認定ということで、

これがマイナスの88万8,000円になっています。

これ認定調査についてお聞きしたいんですけれ

ども、高齢者から介護の必要性の訴えがあった

場合、まず、要介護認定を行う、27年度もこの

立場でいいのか、お願いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 認定調査

におきましては、要介護相当だろうと、あるい

は要支援相当だろうというふうなことがござい

まして、医師の診断書を添えて認定調査をする

というふうなことでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、27年度

もそういう立場でやるということで、重ねてお

聞きしますが、いいですか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 今までと

同様に行うというふうなことで、変わりござい

ません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） なぜそんなことをしつ

こく聞くかといいますと、新制度では、市町村

の窓口の判断で要介護認定の省略が可能となる

と聞いておりますが、そういうことは御存じで

すか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 今回、議

案の中で介護保険条例の改正を上げてございま

すけれども、その中で、いわゆる新しい総合事

業、要支援者に対する給付の制度の見直しでご

ざいますけれども、それにつきましては、最大

２年延期するというふうなことの内容で上程し

てございますけれども、２年間は現制度でやる

というふうなことですので変わりはございませ

ん。 

  それで、２年後に新しい総合事業の中で、い

わゆる給付制度が見直しされまして、予防事業

も取り入れた中での制度になってまいります。

その中では、要支援でなくても、いわゆる境界

層の非該当者につきましても該当させることが

できるというふうなことで、いわゆる要支援者

に対する予防のプランとともに、非該当の方に

つきましては、簡単な基本チェックリストとい

うのがございますけれども、それで判断して予
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防事業に向けるというふうなことがございます。 

  委員おっしゃるように、要支援者を否定して、

いわゆる調査を省略して、その基本チェックリ

ストで代用するというふうなことは考えてござ

いません。要支援の中で当てはまらない方、あ

るいは申し込みしても要支援にならないだろう

というふうな方につきまして、もうそういった

簡単な制度の中で運用していくというふうなこ

とがございますので、窓口でお断りするという

ふうなことはないというふうに考えてございま

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 窓口の判断でというこ

とはないんじゃないかという今お答えでありま

した。でも、微妙なお話があったんです。要支

援にならないだろうという方に簡単な何とかか

んとかということで、要支援にならないだろう

と窓口でチェックリストなどで判断された方に

は要介護認定の省略もあり得るということです

か。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 そういっ

た事例につきましては、いわゆる新しい総合事

業につきまして、モデル事業として先行的に実

施している自治体がございまして、その中であ

った事例かというふうに思います。例えば要支

援の中でデイサービスを使っていたけれども、

予防事業をしたら、よくなって、非該当になっ

たと。本人はデイサービスを続けたいというふ

うなことがあっても、やはり非該当ですので、

いわゆるデイサービスは該当しないというふう

なことになるかと思います。そういった本人の

希望と合わないというふうなことで訴えがもし

かしたらあったのかもしれませんけれども、行

政側からそういったことを強制するというふう

なことはないと思います。ただ、その予防プラ

ンの中で、あるいは非該当の方の簡便なプラン

の中で、そういった予防事業の中でやっていく

というふうなことはお勧めすることは当然出て

くるかというふうに思います。 

遠藤敏信委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時０９分 開議 

 

遠藤敏信委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先ほどの福祉事務所長

のお話で、まず認定調査については、現在のや

り方で２年間、現制度でやると、要介護認定の

省略はしないで、要介護認定を受けたいという

人にはちゃんとさせるんだと、医者の診断書も

ちゃんとつけさせて要介護認定を受けさせると

いう立場でやるんだという話で、そこは納得し

ました。 

  新制度に２年後にはなる。お話の中で、要支

援にならないだろうという方にという、これは

市の職員の判断かと思うんです。要支援になら

ないだろうという市の職員の判断で、こういう

方に、要支援になるような介護サービスじゃな

く、非該当のサービスをということだと思うん

ですけれども、要介護度の判断というのは医師

などの専門家でも難しくて、特に要支援の２と

１の状態像は極めて近いと言われ、認定ごとに

要支援と要介護を行き来する人もいると聞いて

います。または非該当かもしれません。要支援、

そして要介護１に相当する方の受給権侵害と状

態悪化も生み出しかねないとも思います、市の

職員が要支援にならないかもしれない、非該当

かもしれないというふうに前もって判断して、
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要介護の認定を受けに来た人をそちらに持って

いくようなやり方をすれば、侵害になるとも思

うんですが、そういうことにならないように気

をつけられるか、お願いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 認定調査

におきましては、医師の診断書もございますけ

れども、メーンとなるのが認定調査でございま

す。これにつきましては、初回につきましては、

市の職員が研修を受けて、その中で１次判定を

する調査をいたします。その後、お医者さん、

あるいは社会福祉士、看護師なども含めた認定

審査会の中で、最終的な介護度、要支援等を決

めるというふうな形になってございますので、

その中で、先ほど私が申した非該当であろうと

いうのは、第１次の調査の中である程度わかり

ます。そういった中で、社会的な環境の中で、

やはり予防支援事業が必要になってくるだろう

なというふうなところが該当してくるかという

ふうに思います。 

  ただ、介護認定の申請を否定するというふう

なことはございません。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ありがとうございます。 

  次に、213ページの４の１で、介護予防ケア

マネジメント事業で、職員給与費と、それから

介護予防ケアマネジメント事業委託料というふ

うに２つ載っております。どんな内容なのか、

お願いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 介護予防

ケアマネジメント事業につきましては、主に包

括支援センターの事業の中の事業費になります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今、包括でやるという

ことなんですが、これも新制度に向けて準備す

るわけですが、新制度でどういうことになるか

ということで、市町村が介護予防ケアマネジメ

ントとして、本人の状態を判断し、本人に目標

を持たせて、先ほど所長のほうからもありまし

たけれども、持たせて、ケアプランを作成し、

一定期間後に評価して、市町村が達成したと判

断したら、本人を説得して別のサービスへの転

換や終了を納得させるという流れのようですが、

それでいいですか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 それはど

この出典かはわかりませんけれども、想定して

るのが、やはり介護予防を実践していくのは市

とか包括支援センター、あるいは事業所の中で

やっていくというふうなところはあります。 

  ただ、介護保険法の第１条の中で、ちょっと

文面、正確ではないですけれども、みずからが

介護状態にならないようにというふうな前提で

あります。ですから、本人の努力も必要だとい

うふうなところかなというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私も、多くの方、ほと

んどの方が、やはり介護にならないように、よ

く言われるのは、介護状態になりたくないとい

うことで、自分でいろいろ勉強したり歩いてみ

たり、さまざま努力しているというのは皆さん

共通していることだし、自分が寝たきりになり
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たいと思っている人は誰もいない。ならないよ

うにと、みんな頑張っていると思うんです。そ

れをなるべく進まないようにしたい、できれば

最後まで元気な姿で、「ぴんぴんころり」とか

ってよく言いますが、私自身もとにかく死ぬと

きまで元気でいたい、これは誰もが考えて努力

している方が多いと思います。 

  それだけで見れば、そのとおりだと思います。

でも、先に実施している自治体、先行実施とい

う形でこの法律を先に実施してみたところが、

「ヘルパーの利用をやめ、ボランティアサービ

スに切りかえるように行政から迫られた」とい

う声や、「要介護認定を更新しないように指示

された」とか「介護サービスを卒業して助ける

側になれと圧力をかけられる」などの事態が起

こっているという話も出ています。これについ

てはどう考えますか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 いろいろ

な見方があるかと思います。まず、最後のほう

での、要支援者だった人がよくなって、いわゆ

る要支援者を応援する側にボランティアとして

なってくれないかというふうな制度をやってい

る自治体もございます。その中で、本人がどう

いうふうに考えているかということはちょっと

わかりませんけれども、見方によっては、非常

にその方がますます健康を維持できると、要介

護状態から、要支援状態から脱却して要支援の

方々の応援者になれるというふうなことでやっ

ているんだというふうに思いますけれども、見

方によっては、何で要支援者の方がボランティ

アしなければならないのかというふうな見方も

あるかと思います。そういった見方の視点によ

ってちょっと判断が違ってくるのかなというふ

うに思いますけれども、やっている自治体にと

っては、そういった健康寿命を延ばす、要支援

状態から脱却する、卒業するというふうなとこ

ろを目指しておりますので、私たちは支持して

いきたいなというふうに考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 本当に元気になってい

くのであればいいことだと思うんですが、さっ

き、逆の見方のほうで、行政が利用者に圧力を

かけて、本人の同意抜きにサービスを打ち切る

ことになってはまずいのでないかなと思うんで

す。そうなれば、これをやられたら、状態悪化

を引き起こして、かえって給付費を膨らませる

ことは厚生労働省も認めているようであります。

そのことにならないように気をつけねばならな

いという立場から意見をお願いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野茂雄。 

遠藤敏信委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長小

野茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 介護が必

要な方につきましては、従前どおり、最低でも

悪化しないように、よければ介護状態、要支援

状態から卒業するというふうなことを目指すの

は当然かというふうに思います。 

  その中で、本人に給付をストップさせるとか、

あるいは別の事業を勧めるというふうなことが

あっても、必要なサービスについては受けさせ

るというふうなことは基本的にスタンスとして

は変わりません。以上です。 

遠藤敏信委員長 佐藤委員、新制度についての質

疑は範囲を越えておりますので、論点を変えて

ください。いいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 
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  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 討論がございますので、認めま

す。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 反対討論です。平成27

年度介護保険会計の予算に反対討論を行います。 

  反対の理由は１つです。それは、介護保険料

が平均14.7％引き上げが行われるということで

す。年金を受け取るほとんど全ての高齢者の皆

さんが、介護保険料が年金から引かれるように

なったときに、びっくりしてしまうというのが

ほとんどの方のようです。こんなにいっぱい引

かれたら生活費をどうするかという、生活費が

削られる、どうやって節約して暮らしていくや

という、そういう声で、高齢者、介護保険料を

引かれる方々が今でもいっぱいです。そういう

方々が今度また14.7％もの増税というか負担増

になりますと、ますます苦しい気持ちに追いや

られていく、私は想像します。そういう意味で、

介護保険料の値上げをしないで、一般会計から

の繰り入れで値上げを抑えるべきだと私は思い

ます。 

  それで、その繰り入れはどうするのかという

ことでは、国会の審議でも一般会計の繰り入れ

については絶対だめだとは言わないというふう

に、当時の坂口厚生労働大臣だったかと思いま

すが、も言っておりまして、主体性を認めると

いうふうに言って、当時も100ぐらいの自治体

が一般会計から繰り入れして介護保険料を抑え

ておりました。そういう意味では、高齢者の暮

らしを守る、そして高齢者に元気でいてもらう

ためにも、私は、市全体の一般会計であります

が、そこから補塡して値上げを抑えることがで

きたし、するべきであると思います。そういう

意味から反対討論をしました。 

  以上です。 

遠藤敏信委員長 ほかに討論ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号平成27年度新庄市介護保険事業特

別会計予算については、反対討論がありました

ので、電子表決システムにより採決を行います。 

  議案第32号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委員

は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

遠藤敏信委員長 押し忘れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 投票を締め切ります。 

  賛成多数であります。よって、議案第32号は

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

議案第３３号平成２７年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 次に、議案第33号平成27年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題と

いたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第33号平成27年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計予算は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３４号平成２７年度新庄市

水道事業会計予算 

 

 

遠藤敏信委員長 次に、議案第34号平成27年度新

庄市水道事業会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ３ページの１の１の１

で、水道料金があります。そこで、約９億円と

いうことです。このたび１世帯平均月167円の

引き下げの予定でありますが、年の減収額はど

のぐらいになるのかということ、また、もう一

つは、県内でそれでもまだ高いほうではないの

か、何番目ぐらいなのかということでお願いし

ます。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

遠藤敏信委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 今回計上いたしました当

初予算につきましては、料金改定についての減

収幅を約1,500万円ほど、有収水量等々による

減収額を約1,500万円ほど、約3,000万円ほどと

見込んでおるところでございます。 

  あともう一つが、県下で何番目かというよう

な、料金何番目かというような御質問でござい

ますが、各水道事業体それぞれの実情がござい

ますので、一概にその料金と比べるわけにはい

きませんが、この前の全員協議会等々でも皆様

方に御説明しておりますとおり、平成26年の12

月時点では県内で、10立方では低いほうですが、

20立方では３番目ぐらいなのかなということで、

こちらのほうでは承知しております。以上でご

ざいます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） これは、引き下げやっ

た結果で、20立方利用で３位、13市中３位とい

うことでしょうか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

遠藤敏信委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 そのとおりでございます。

以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

遠藤敏信委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この予算書の16ページ

の２の１（現金預金）という部分がありまして、

これを見ますと約11億4,000万となっているよ

うです。このたびの引き下げ額は年で3,000万

円ですから、この現金預金の金額から考えるに、

もう少し引き下げてもやっていけるのではない

かなと思うんですが、そういう検討はなされた

のか、お願いします。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

遠藤敏信委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 料金改定、引き下げをし

たのかというような御質問です。引き下げ、引

き上げ、料金改定全般にわたってお答えいたし

ます。 

  料金改定につきましては、何回かお答えした
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ところでございますが、単年度の収支がどうな

るのか、また、その単年度収支におきまして、

複数年度どういう状態になっているのか、財政

収支というか損益はどうなっているのか、また、

これまでの建設改良に要した企業債、借金はど

のぐらいあるのか、また、古くなった老朽管

等々の建設改良にどのぐらい経費がかかるのか、

そういったところを勘案しまして料金改定とい

うのは進めてまいらなければいけないのではな

いかと考えているところでございます。 

  それで、今回、26年度では11億というような

今こちらのほうでは示しておりますが、その前

のページ、めくっていただきまして、14ページ

の27年度につきましては９億6,000万というよ

うな見込みを立てております。今回の料金改定

のときにも御説明申し上げましたが、現金預金

はだんだん減少していくのではないかと、こち

らのほうでは見込んでおります。 

  いずれにいたしましても、財政収支状況等々

を勘案しながら料金については見直ししてまい

りたいと考えておりますので、御理解のほど、

よろしくお願いいたします。以上でございます。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） ５ページの路面復旧費

ですか、これはどのようなところに使われてい

ますか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

遠藤敏信委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 水道工事の本管を工事し

た場合に、公道、国・県・市道等の路面を直す

ための経費でございます。以上でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

遠藤敏信委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 公道などで、明らかに

水道工事のために陥没しているという道路がご

ざいます。市民からさまざま苦情が来ますけれ

ども、これは一体、道路だから都市整備課のほ

うに言ってやっていいのか、それとも水道課の

ほうに言っていいのかわからないということで、

水道課に言ってやると、「私たちのところでは

ない」と言われるということでございますので、

完全に水道工事のために陥没しているというと

ころが多く見られますけれども、その辺どうで

すか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

遠藤敏信委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 水道工事のために陥没し

ているということであれば、道路管理者等々と

協議しまして、原因者のほうで補修するべきも

のと考えております。 

  いずれにいたしましても、そういう案件がご

ざいましたら、こちらのほうに問い合わせてい

ただければ、道路管理者と協議しながら補修し

てまいりたいと考えているところでございます。

以上です。 

遠藤敏信委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第34号平成27年度新庄市水道事業会計予

算は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

遠藤敏信委員長 御異議なしと認めます。よって、
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議案第34号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

閉      議 

 

 

遠藤敏信委員長 以上をもちまして、本予算特別

委員会に付託されました全ての案件についての

審査を終了いたします。 

  ここで、予算特別委員長として御挨拶申し上

げます。 

  平成27年度予算９件の審査につきましては、

ふなれな議事進行にもかかわらず、各委員の活

発な質疑のもとに審査を終了することができま

した。委員の皆様、執行部の皆様の御協力に心

より感謝申し上げます。 

  執行部におかれましては、本委員会において

出された貴重な意見等につきまして、市勢発展

と市民福祉の向上のために十分に検討・精査さ

れ、予算の適正かつ効率的な執行に最大限生か

されるよう要望いたします。 

  それでは、これをもちまして予算特別委員会

を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午前１１時３６分 閉議 

 

 

    予算特別委員会委員長 遠 藤 敏 信 

 




